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…
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：
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一
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会
議
事
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…
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一

第
一
一
十
四
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総
会
議
事
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後
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）
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・
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会
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昭
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・
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…
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…
…
一
一
一

第
一
一
十
五
回
総
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（
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一
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…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
・
…
一
一
一

役
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会
（
昭
和
一
一
一
七
。
一
一
。
’
五
第
一
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十
六
回
総
会
第
一
日
）
…
…
’
’
一
一

役
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会
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六
回
総
会
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昼
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…
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…
…
・
…
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…
・
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…
…
：
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昭
和
三
十
八
年
度
国
立
学
校
予
算
小
観

（
第
四
三
回
国
会
成
立
、
池
田
内
閣
）

（
主
と
し
て
国
立
大
学
、
同
附
属
病
院
、
附
置
研
究
所
の
歳
出
予
算
に
つ
い
て
）

佐
藤
憲
一
一
一
（
前
東
京
工
業
大
学
事
務
局
長
）
…
…
…
…
…
：
…
：
…
…
…
：
一
一
六

二
会
計
報
告

昭和一一一十七年度〈鎚鵬柳一一一Ｈ朏騨弧朋一一一十一叩｝決算・………：…四一一
附
財
産
目
録
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四
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二
、
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役
員
会
（
昭
和
一
一
一
八
・
一
一
・
一
’
八
第
一
一
十
八
回
総
会
）
：
…
…
…
…
…
・
一
一
二

役
員
会
（
第
一
一
十
八
回
総
会
昼
食
休
憩
時
）
…
…
・
…
：
：
…
…
…
・
…
…
…
一
一
一
一

第
一
一
十
八
回
総
会
議
事
要
録
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
一
一
一
一
一
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大
学
運
営
協
議
会
規
程
：
…
…
…
…
…
…
：
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
四
五

国
立
大
学
協
会
役
員
一
覧
表
…
・
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
：
…
：
：
…
四
七

各
常
置
委
員
会
委
員
一
覧
表
…
：
…
…
…
…
：
…
…
：
…
…
…
：
…
…
：
…
：
四
七

大
学
運
営
協
議
会
委
員
表
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
八

大
学
運
営
協
議
会
小
委
員
会
（
細
則
起
草
）
委
員
・
専
門
委
員
表
…
…
…
四
九

大
学
運
営
協
議
会
（
問
題
点
選
定
）
専
門
委
員
表
…
…
・
…
…
…
…
：
…
…
四
九

組
織
整
備
特
別
委
員
会
委
員
表
…
…
…
…
…
…
・
「
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四
九

大
学
運
営
協
議
会
準
備
委
員
会
委
員
表
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
…
：
四
九

第
一
常
置
委
員
会
小
委
員
会
委
員
表
・
…
…
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
○

各
専
門
委
員
表
（
第
一
一
一
、
第
四
、
第
六
常
置
委
員
会
）
：
。
…
…
・
…
…
…
：
五
○

要
望
書
の
提
出
（
第
一
一
十
四
回
総
会
及
び
第
一
一
十
六
回
総
会
）
…
…
：
…
五
○

会
長
談
話
（
昭
和
一
一
一
十
七
年
九
月
十
五
日
、
第
一
一
十
五
回
総
会
）
…
…
…
五
五

大
学
卒
業
予
定
者
の
た
め
の
推
薦
選
考
開
始
時
期
に
つ
い
て
…
…
・
…
・
・
…
五
六

，
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鍋１
役
員
会
第
二
十
四
回
総
会

日
時
昭
和
三
十
七
年
六
月
二
十
一
一
日
（
金
）
午
前
九
時
三
十
分

場
所
日
本
学
術
会
議
控
室

議
題
総
会
の
運
営
に
つ
い
て

出
席
者
会
長
、
各
副
会
長
、
各
理
事
、
各
監
事
、
各
常
置
委
員
会
委
員

長

茅
会
長
主
宰
の
下
に
開
会

一
、
議
事
日
程
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
第
二
十
四
回
総
会
の
議
事
日
程
に
つ
い
て
別
紙
に
よ
り
説
明
が
あ

り
、
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。
な
お
、
午
後
の
予
定
で
あ
る
大
学
の
管
理
運
営

に
関
す
る
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
は
、
結
論
を
出
す
の
で
は
な
く
、
忌
憧
な
く
意
見

を
出
し
合
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
旨
の
説
明
が
あ
り
、
了
承
さ
れ
た
。

二
、
各
委
員
会
の
新
構
成
委
員
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
右
に
つ
い
て
地
区
を
考
慮
し
て
別
紙
の
と
お
り
新
委
員
会
を
構
成

し
た
い
旨
の
説
明
が
あ
り
、
原
案
中
、
第
六
常
置
委
員
会
の
東
京
芸
術
大
学
を
第

五
常
置
委
員
会
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
て
本
件
は
承
認
さ
れ
た
。

三
、
会
長
談
話
発
表
に
つ
い
て

平
沢
第
一
常
置
委
員
長
か
ら
、
最
近
大
学
の
管
理
運
営
の
問
題
に
関
し
て
各
方

面
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
は
勿
論
結
構
な
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
当
を
得
て
い
な
い
も
の
や
誤
解
に
基
づ
く
も
の

が
多
い
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
誤
解
、
あ
る
い
は
そ
の
恐
れ
の
あ
る
も
の
に
対
し
て

国
立
大
学
協
会
と
し
て
、
な
ん
ら
か
の
形
で
態
度
を
明
ら
か
に
し
て
置
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
旨
の
説
明
が
あ
り
、
論
議
の
結
果
、
声
明
で
な
く
、
談
話
の
形
で

出
す
こ
と
と
し
、
会
長
か
ら
別
紙
案
の
提
示
が
あ
り
、
協
議
の
結
果
、
本
案
を
会

長
談
話
と
し
て
報
道
関
係
者
に
発
表
す
る
こ
と
を
総
会
に
提
案
す
る
こ
と
と
し

｜
、
事
業
報
告

鰄

'

ｑ

Ｉ－
ｆロ

ノmm9〉

２
第
一
一
十
四
回
総
会
議
事
要
録
（
午
前
の
部
）

出
席
者
各
国
立
大
学
長
、
琉
球
大
学
長
（
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
）

奈
良
女
子
大
学
長
代
理
事
務
局
長

茅
会
長
議
長
席
に
つ
き
開
会
を
宣
す

『
議
事
日
程
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
総
会
の
議
事
日
程
に
つ
い
て
、
別
紙
に
よ
り
説
明
が
あ
り
、
原
一

案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

二
、
会
長
か
ら
、
琉
球
大
学
長
の
与
那
嶺
松
助
氏
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
出
席
さ

れ
た
旨
の
紹
介
が
あ
っ
た
。

三
、
会
長
か
ら
、
矢
内
原
前
会
長
、
戸
田
前
理
事
お
よ
び
荒
木
千
葉
前
大
学
長
が
ご

逝
去
に
な
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
り
、
哀
悼
の
意
を
表
す
る
黙
悼
が
行
な
わ
れ
た
。

四
、
会
員
お
よ
び
委
員
長
の
交
替
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
前
総
会
以
後
に
お
け
る
会
員
お
よ
び
委
員
長
の
交
替
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
紹
介
さ
れ
た
。

Ｈ
会
員
の
交
替

大
学
名

新
学
長

旧
学
長

九
州
大
学

遠
城
寺
宗
徳

山
田

穣

福
岡
学
芸
大
学

玖
村
敏
雄

石
橋
忠
次

山
口
大
学

市
川
禎
治

田
中

晃

岡
山
大
学

服
部
静
夫

八
木
日
出
雄

島
根
大
学

水
野
敏
雄

早
坂
一
郎

京
都
工
芸
繊
維
大
学

大
倉
三
郎

中
沢
良
夫

富
山
大
学

横
田
嘉
右
衛
門

梅
原
真
陸

東
京
芸
術
大
学

小
塚
新
一
郎

上
野
直
昭

・
東
京
外
国
語
大
学

小
川
芳
男

岩
崎
民
平

た
つ

日
時
昭
和
三
十
七
年
六
月
二
十
二
日
（
金
）
十
時

場
所
日
本
学
術
会
議
講
堂

、
縄
Ｐ

鏑
》

□

慰
弘
銅

（１）



鰄
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千
葉
大
学

谷
川
久
治
荒
木
直
躬

弘
前
大
学

佐
藤

煕
野
村
七
録

帯
広
畜
産
大
学

山
極
三
郎
田
所
哲
太
郎

ロ
第
五
常
置
委
員
会
委
員
長
の
交
替

新
委
員
長
赤
堀
大
阪
大
学
長

旧
委
員
長
梅
原
富
山
大
学
長

五
、
会
務
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
前
総
会
以
後
に
お
け
る
本
会
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
報
告
さ
れ
た
。

Ｈ
「
大
学
に
お
け
る
一
般
教
育
に
つ
い
て
」
を
昨
秋
開
催
し
た
総
会
の
協
議
に

基
づ
き
六
千
部
印
刷
し
、
去
る
三
月
そ
れ
ぞ
れ
各
大
学
に
送
付
し
た
。
又
文
部

省
、
公
立
大
学
協
会
、
私
立
大
学
関
係
の
各
協
会
、
日
本
学
術
会
議
お
よ
び
民

主
教
育
協
会
等
に
も
送
付
済
み
で
あ
る
。
（
会
報
第
一
一
十
一
一
号
一
頁
）

ロ
第
二
十
一
一
一
回
総
会
の
協
議
に
基
づ
き
、
要
望
書
を
三
種
作
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ

関
係
当
局
に
提
出
し
た
。
（
会
報
第
二
十
二
号
一
一
一
十
’
一
一
一
十
一
一
頁
）

口
第
一
常
置
委
員
会
は
一
回
、
小
委
員
会
は
七
回
開
催
し
大
学
の
管
理
運
営
に

つ
き
検
討
中

卿
第
三
常
置
委
員
会
の
専
門
委
員
会
は
二
回
開
催

⑰
第
四
常
置
委
員
会
の
専
門
委
員
会
は
二
回
開
催

侭
第
六
常
置
委
員
会
お
よ
び
専
門
委
員
会
を
五
月
二
十
一
日
に
開
催

㈹
四
月
二
十
一
日
、
役
員
会
開
催
（
会
報
第
二
十
二
号
十
’
十
二
頁
）

㈹
六
月
二
十
一
日
、
次
の
と
お
り
委
員
会
を
開
催

第
一
常
置
委
員
会
（
全
体
）

第
二
常
置
委
員
会

第
三
常
置
委
員
会
と
専
門
委
員
会

第
四
常
置
委
員
会
と
専
門
委
員
会

第
五
常
置
委
員
会

第
六
常
置
委
業
会
と
専
門
委
員
会

六
、
昭
和
三
十
七
年
度
以
降
の
大
学
卒
業
予
定
者
の
就
職
に
関
す
る
申
合
わ
せ
に
つ

い
て

鰯

、

溌
繍
）

会
長
か
ら
、
右
に
つ
い
て
は
昨
年
度
と
全
く
同
一
の
期
日
を
も
っ
て
実
施
す
る

こ
と
に
な
っ
た
旨
報
告
さ
れ
た
。
（
会
報
第
二
十
一
一
号
一
一
一
十
一
一
’
一
一
一
十
三
頁
）

な
お
、
総
会
は
本
日
一
日
だ
け
で
あ
る
が
、
今
回
は
特
に
午
後
の
各
委
員
会
を

開
催
せ
ず
、
大
学
の
管
理
運
営
の
問
題
に
つ
い
て
協
議
す
る
こ
と
と
い
た
し
た
い

旨
を
述
べ
了
承
を
求
め
ら
れ
た
。

七
、
昭
和
三
十
六
年
度
決
算
報
告
に
つ
い
て
ｉ

鶴
田
事
務
局
長
か
ら
、
決
算
書
お
よ
び
財
産
目
録
（
会
報
第
二
十
一
一
号
二
十
五

頁
）
に
つ
き
説
明
あ
り
、
異
議
な
く
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

八
、
昭
和
三
十
七
年
度
予
算
案
に
つ
い
て

鶴
田
事
務
局
長
か
ら
昭
和
三
十
七
年
度
予
算
案
（
会
報
第
二
十
一
一
号
二
十
六
頁
）

に
つ
き
説
明
が
あ
り
、
異
議
な
く
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

九
、
役
員
（
理
事
、
監
事
、
会
長
、
副
会
長
）
改
選
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
こ
の
度
、
役
員
の
任
期
が
満
了
す
る
の
で
、
本
日
の
昼
食
時
、
各

地
区
ご
と
に
理
事
を
互
選
願
い
、
引
続
き
新
理
事
に
よ
り
会
長
、
副
会
長
を
互
選

い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
ご
了
承
願
い
た
い
。
な
お
、
監
事
は
従
来
か

ら
の
慣
例
に
よ
り
、
一
橋
大
学
長
お
よ
び
神
戸
大
学
長
に
お
願
い
し
た
い
旨
を
諮

ら
れ
、
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。

＋
、
各
常
置
委
員
会
所
管
事
項
の
報
告

第
一
常
置
委
員
会
平
沢
委
員
長

大
学
の
管
理
運
営
に
関
し
、
昨
秋
の
第
二
十
三
回
総
会
の
際
、
そ
れ
ま
で
に
審

議
し
て
き
た
問
題
に
つ
い
て
、
各
位
の
ご
意
見
を
う
か
が
う
た
め
、
便
宜
上
ま
っ

た
く
の
素
案
と
し
て
、
一
応
中
間
報
告
案
を
提
出
し
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
中
間

報
告
案
が
、
あ
た
か
も
決
定
案
の
如
き
誤
解
を
招
い
て
い
る
向
き
が
あ
る
こ
と
は

甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。

大
学
の
管
理
運
営
の
問
題
は
、
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
各
位
の
昨
秋
以

来
の
ご
検
討
に
よ
る
ご
意
見
を
も
承
わ
り
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
論
議
を
重
ね
、
そ
れ

に
基
づ
い
て
案
を
ま
と
め
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
の
で
忌
憧
の
な
い
ご
意
見
を
望

む
。ま
た
、
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
が
近
く
出
さ
れ
る
模
様
で
あ
り
、
本
委
員
会

と
し
て
も
な
る
べ
く
早
く
そ
の
前
に
結
論
を
出
し
た
い
が
、
こ
の
問
題
は
協
会
自

鱗
，

慰
心

。

鰻
．

殿
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体
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
協
会
が
ま
と
め
た
案
は
必
ず
守
り
得
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
ま
た
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
協
会
は

立
場
上
責
任
が
重
い
の
で
、
立
案
に
際
し
て
は
特
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
あ

や
ま
ち
を
冒
し
て
は
な
ら
な
い
。
中
教
審
の
答
申
が
重
要
で
あ
る
以
上
に
大
学
の

現
場
の
考
え
方
が
重
要
で
あ
り
、
ど
こ
か
ら
も
紐
付
に
な
ら
な
い
も
の
を
考
え
た

い
。昨
秋
提
出
し
た
中
間
報
告
案
に
対
し
て
は
色
々
批
判
を
い
た
だ
い
た
が
、
あ
ま

り
個
々
の
大
学
の
事
情
に
促
わ
れ
過
ぎ
た
感
が
あ
る
の
で
、
個
々
の
問
題
を
ど
の

程
度
に
考
え
る
か
、
ご
意
見
を
承
わ
り
た
い
。
少
く
と
も
第
一
常
置
委
員
会
と
し

て
は
、
新
旧
に
よ
っ
て
二
種
類
を
作
る
の
で
な
く
、
後
退
し
な
い
と
い
う
大
前
提

の
も
と
に
一
本
化
し
た
も
の
を
作
り
た
い
と
考
え
る
。

な
お
、
昨
秋
以
来
第
一
常
置
委
員
会
で
検
討
し
た
結
果
を
要
約
す
れ
ば
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

中
間
報
告
案
の
一
に
つ
い
て
は
、
大
学
の
管
理
制
度
を
国
の
法
令
で
規
律
す
る

に
は
、
細
目
の
事
項
ま
で
画
一
的
に
規
律
し
な
い
よ
う
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て
は
、
学
長
の
選
考
は
大
学
が
自
主
的
に
定
め
た
選
挙
に
よ
る
こ
と

と
し
、
細
い
こ
と
は
い
わ
な
い
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三
に
つ
い
て
は
、
教
員
の
任
用
は
各
大
学
で
の
実
際
の
運
営
に
委
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

四
の
㈹
回
に
つ
い
て
は
、
学
長
が
大
学
を
総
括
す
る
権
限
な
ら
び
に
責
任
を
有

し
、
か
つ
対
外
的
に
大
学
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
法
令
上
明
確
に
す
べ

き
で
あ
り
、
学
長
と
評
議
会
、
学
部
長
と
教
授
会
と
の
関
係
も
無
理
の
な
い
よ
う

明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
決
議
機
関
で
あ
る
と
か
諮
問
機
関
で
あ
る
と

か
一
義
的
に
決
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
無
理
で
あ
ろ
う
。

五
の
㈹
学
部
長
の
選
出
に
つ
い
て
、
学
長
に
「
当
然
拒
否
権
が
存
在
す
る
」
と

い
う
よ
う
な
考
え
方
は
な
お
吟
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
何
の
選
挙
権
者
に
つ
い

て
は
、
「
専
任
講
師
以
上
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
と
し
、
以
下
を
削
る
。

六
の
㈹
現
在
以
下
は
削
る
。
㈲
の
教
授
会
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
教
授
会
は
学

部
長
の
諮
問
機
関
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
決
議
機
関
と
し
て
も
働
く
の
で
あ
る
か

ら
「
本
来
、
学
部
長
の
諮
問
機
関
た
る
性
格
を
有
し
」
と
い
う
の
は
適
当
で
な

￣

厩

｡̄

。
属
《
認

吃
ま
た
教
授
会
は
学
部
の
最
高
機
関
と
認
め
る
よ
う
な
表
現
に
改
め
る
ほ
う
が

よ
い
。
な
お
、
大
学
の
一
般
事
務
職
員
は
、
一
つ
の
命
令
系
統
に
属
し
、
「
大
学

の
研
究
教
授
と
は
無
関
係
で
あ
る
」
と
は
い
い
切
れ
な
い
が
、
さ
り
と
て
ま
た
一

方
、
教
授
会
が
鎖
未
な
行
政
事
務
に
ま
で
関
与
す
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。
こ

の
点
は
実
際
の
運
営
上
、
良
識
と
信
頼
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
意
味
で
「
本
来
大
学
の
：
。
…
」
以
下
を
削
除
す
る
。

七
の
評
議
会
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
と
学
長
と
の
関
係
や
教
授
会
と
の
関
係
な
ど

を
一
義
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
。
大
学
の
良
識
あ
る
運
営
で
ゆ
く
べ

き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
の
ほ
か
国
（
文
部
省
）
と
大
学
と
の
関
係
、
中
央
機
関
を
置
く
こ
と
な
ど

に
つ
い
て
は
、
本
委
員
会
と
し
て
ま
だ
論
議
の
段
階
に
至
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ

ら
を
含
め
て
な
る
べ
く
早
く
結
論
を
出
し
た
い
。

な
お
茅
会
長
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
午
後
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
を
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
報
告
の
み
に
止
め
質
疑
は
午
後
に
い
た
し

た
い
旨
述
べ
ら
れ
た
。

第
二
常
置
委
員
会
黒
川
委
員
長

昨
日
入
学
試
験
問
題
に
つ
き
討
議
し
た
。

中
央
教
育
審
議
会
か
ら
近
く
入
学
試
験
制
度
の
問
題
に
つ
き
審
議
を
開
始
し
た

い
の
で
本
協
会
に
資
料
が
あ
れ
ば
と
の
申
入
れ
も
あ
り
、
又
、
昭
和
三
十
八
年
か

ら
高
等
学
校
の
教
科
課
程
も
改
訂
さ
れ
る
の
で
四
十
一
年
の
入
学
志
願
者
か
ら
新

課
程
に
よ
る
入
試
を
行
う
こ
と
と
も
な
る
。
そ
の
対
策
を
考
え
る
資
料
と
し
て
、

高
校
成
績
の
採
択
、
試
験
科
目
お
よ
び
点
数
の
調
整
、
身
体
検
査
等
に
つ
き
ア
ン

ケ
ー
ト
を
出
す
こ
と
に
し
た
の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
た
い
。
な
お
、
委
員
会
と

し
て
は
教
育
研
究
所
発
行
の
入
試
関
係
資
料
（
第
一
報
’
四
報
）
又
米
国
の
Ｉ
。

Ｂ
・
Ｍ
が
入
学
試
験
関
係
等
に
つ
き
本
年
八
月
頃
北
海
道
の
旭
川
で
集
会
を
持
つ

の
で
そ
の
際
の
意
見
も
十
分
参
考
に
し
て
い
き
た
い
。

学
科
課
程
に
つ
い
て
は
一
般
教
育
特
別
委
員
会
の
中
間
報
告
に
基
づ
き
一
般
教

育
実
施
の
具
体
的
な
方
法
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

森
戸
副
会
長
か
ら
入
学
試
験
制
度
に
つ
い
て
中
央
教
育
審
議
会
で
も
問
題
点
の

検
討
を
取
り
上
げ
る
の
で
本
協
会
か
ら
も
早
く
参
考
に
な
る
よ
う
な
資
料
を
得
ら

繍
鮓
＆

」矯』

、

愈
鰄
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れ
れ
ぱ
幸
で
あ
る
。
全
国
高
等
学
校
長
会
の
申
し
入
れ
は
実
状
に
そ
わ
な
い
も
の

も
あ
る
が
そ
れ
ぞ
れ
専
門
家
の
権
威
あ
る
意
見
を
き
き
た
い
。

｜
股
教
育
の
問
題
に
つ
い
て
は
一
般
教
育
特
別
委
員
会
の
報
告
の
線
に
沿
っ
て

基
礎
・
総
合
教
育
を
ど
う
し
て
い
く
か
に
つ
き
案
を
出
し
て
も
ら
え
ば
幸
で
あ
る
。

大
学
の
一
般
教
育
、
入
試
制
度
に
つ
き
国
際
大
学
協
会
で
も
重
要
な
問
題
で
あ
る

の
で
十
三
カ
国
か
ら
専
門
委
員
を
選
び
国
際
的
研
究
と
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
て

お
り
十
分
に
討
議
の
上
研
究
し
て
欲
し
い
旨
を
述
べ
た
。
続
い
て
委
員
長
よ
り
、

大
学
入
試
の
問
題
は
高
校
の
み
な
ら
ず
小
中
学
校
の
教
育
に
も
影
響
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
の
で
専
門
委
員
会
で
十
分
に
検
討
を
し
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
る
。
ア
ド
バ

イ
ス
を
期
待
す
る
。

会
長
よ
り
大
学
入
試
の
問
題
は
大
学
の
制
度
の
改
革
だ
け
で
は
だ
め
で
高
校
入

学
も
含
め
て
全
体
の
問
題
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
た

め
、
高
校
側
の
専
門
の
人
も
入
れ
て
や
っ
て
は
ど
う
か
と
思
う
、
十
分
ご
討
論
願

い
た
い
と
述
べ
た
。

○
第
三
常
置
委
員
会
都
崎
委
員
長

一
、
学
生
の
個
人
相
談
及
び
健
康
相
談
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
相
談
の
担
当
者
並

び
に
施
設
の
運
営
責
任
者
に
人
が
得
ら
れ
な
い
現
状
に
あ
り
、
ま
た
、
専
任
と

し
て
の
定
員
が
な
い
う
ら
み
が
あ
る
。
次
に
、
施
設
関
係
は
文
部
省
で
現
況
調

査
と
改
善
意
見
を
各
大
学
に
照
会
し
て
い
る
か
ら
、
ま
と
ま
り
次
第
予
算
獲
得

に
資
し
て
欲
し
い
。

二
、
学
寮
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
は
、
学
生
の
自
治
組
織
と
の
問
題
が
あ
る
の

で
、
討
議
中
で
あ
る
が
、
七
月
に
は
学
徒
厚
生
審
議
会
の
答
申
が
出
る
由
で
あ

る
か
ら
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
今
後
審
議
し
て
ゆ
き
た
い
。

三
、
そ
の
他
文
部
省
で
学
生
補
導
職
員
の
研
修
、
学
生
の
個
人
相
談
の
研
究
会
及

び
職
業
指
導
技
術
研
究
会
等
の
開
催
予
定
が
あ
る
の
で
そ
れ
ぞ
れ
職
員
を
派
遣

さ
れ
た
い
。

第
四
常
置
委
員
会
北
村
委
員
長

一
、
学
生
及
び
教
職
員
の
健
康
管
理
に
つ
い
て
は
、
北
海
道
大
学
、
京
都
大
学
、

東
京
大
学
の
学
生
診
療
所
の
デ
ー
タ
ー
ば
か
り
で
な
く
、
早
期
発
見
と
そ
の
後

の
健
康
管
理
上
特
に
精
神
衛
生
の
面
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
現
状
に

Ｐ

衛
綴

お
い
て
、
学
校
保
健
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
学
校
医
と
学
校
保
健
技
師
を
兼
ね

た
常
勤
の
専
門
医
師
（
学
医
）
を
置
か
ね
ば
解
一
決
し
な
い
と
考
え
る
の
で
、
別

紙
の
「
大
学
管
理
の
強
化
に
関
す
る
要
望
者
」
を
提
案
す
る
。
な
お
、
こ
の
学

医
を
置
く
大
学
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
健
康
管
理
協
議
会
の
答
申
を
ま
っ
て
研

究
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
、
な
お
、
右
の
定
員
化
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
第
四
常
置
委
員
、
同
専
門
委
員

の
大
学
で
一
応
研
究
す
る
こ
と
と
し
た
。

三
、
長
谷
川
群
馬
大
学
長
か
ら
、
健
康
管
理
の
問
題
は
、
範
囲
が
広
い
か
ら
、
第

一
一
、
第
三
の
常
置
委
員
会
と
も
合
同
で
審
議
さ
れ
た
い
と
の
希
望
が
あ
っ
た
。

四
、
会
長
か
ら
、
こ
の
要
望
者
の
扱
い
方
な
ら
び
に
要
望
書
中
の
字
句
の
修
正
に

つ
い
て
は
役
員
会
と
第
四
常
置
委
員
長
に
一
任
さ
れ
た
い
と
述
べ
了
承
を
得

た
。

第
五
常
置
委
員
会
赤
堀
委
員
長

一
、
新
設
大
学
の
将
来
の
教
官
の
養
成
確
保
に
つ
い
て

Ｈ
内
地
研
究
員
の
員
数
を
増
し
、
研
究
期
間
を
二
年
に
延
長
す
る
こ
と
。

口
助
手
を
現
職
の
ま
ま
で
大
学
院
に
在
学
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二
、
新
設
大
学
で
の
教
育
お
よ
び
教
育
補
助
者
の
充
実
に
つ
い
て

Ｈ
実
験
ま
た
は
実
習
を
不
可
欠
の
教
育
条
件
と
す
る
新
設
大
学
の
教
官
定
員

を
教
授
一
、
助
教
授
一
、
助
手
二
の
割
合
に
増
員
す
る
こ
と
。

ロ
教
官
組
織
お
よ
び
研
究
設
備
等
が
充
実
し
て
い
る
新
設
大
学
に
は
、
少
く

と
も
大
学
院
修
士
課
程
を
設
け
る
こ
と
。

以
上
の
点
に
つ
い
て
要
望
書
を
関
係
当
局
に
提
出
し
た
い
。
ま
た
、
今
後
、
当

委
員
会
は
大
学
の
設
置
、
編
成
等
の
問
題
を
取
り
あ
げ
た
い
。

こ
れ
に
対
し
て
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
、
大
学
の
設
置
お
よ
び
組
織
、
編
成
等
に

つ
い
て
は
中
央
教
育
審
議
会
の
審
議
が
終
っ
て
い
る
が
、
最
終
答
申
案
は
ま
だ
作

成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
現
在
の
専
攻
科
を
大
学
院
修
士
課
程
に
改
め
る
こ
と
が

是
非
必
要
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
要
望
書
は
さ
ら
に
慣
重
に
検
討
の
う
え
提
出
す
べ

き
で
あ
る
等
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

第
六
常
置
委
員
会
杉
野
目
委
員
長

六
月
二
十
一
日
委
員
会
を
開
催
、
当
日
は
安
嶋
会
計
課
長
の
ご
来
席
を
願
い
．

鰯
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昭
和
三
十
七
年
度
の
予
算
が
わ
れ
わ
れ
の
要
望
に
対
し
て
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
ま

た
、
昭
和
三
十
八
年
度
の
予
算
に
、
従
来
か
ら
の
要
望
で
あ
る
教
官
の
待
遇
改
善

等
の
問
題
を
ど
う
具
体
化
し
て
行
く
か
を
検
討
し
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
要
望
書
を

提
出
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
別
紙
の
と
お
り
五
項
目
に
一
旦
る
要
望
書

案
を
作
成
し
た
。
こ
の
う
ち
、
第
一
か
ら
第
四
ま
で
は
広
く
関
係
方
面
に
提
出

し
、
第
五
に
つ
い
て
は
文
部
省
、
な
ら
び
に
大
蔵
省
だ
け
で
よ
か
ろ
う
と
い
う
結

論
で
あ
る
。

本
件
に
関
連
し
て
森
戸
広
島
大
学
長
か
ら
、
大
学
の
財
政
問
題
に
つ
い
て
は
中

央
教
育
審
議
会
で
も
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
の
参
考

と
い
た
し
た
い
の
で
大
学
の
財
政
制
度
が
現
在
の
ま
ま
で
よ
い
か
、
不
満
で
あ
る

と
す
れ
ば
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
協
会
と
し
て
検
討
し
て
ほ
し
い
旨
、
要
望
さ
れ

た
。ま
た
、
茅
会
長
か
ら
、
要
望
書
の
字
句
等
に
つ
い
て
は
時
間
の
関
係
も
あ
り
、

杉
野
目
委
員
長
ほ
か
関
係
者
に
一
任
さ
れ
た
い
旨
を
述
べ
了
承
さ
れ
た
。

育
英
事
業
に
つ
い
て

緒
方
日
本
育
英
会
理
事
長
か
ら
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
別
紙
参
考
資
料
に
よ
り
そ

れ
ぞ
れ
協
力
方
を
要
望
さ
れ
た
。

Ｈ
適
格
者
の
選
考

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
真
に
奨
学
金
を
必
要
と
す
る
者
を
い
か
に
し
て
選

び
出
す
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
従
来
そ
の
基
準
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
。

よ
っ
て
、
選
考
基
準
に
つ
い
て
検
討
中
の
と
こ
ろ
こ
の
程
そ
の
試
案
を
得
、
こ

れ
に
よ
っ
て
各
大
学
に
選
考
を
お
願
い
す
る
の
で
ご
了
承
を
得
て
置
き
た
い
。

口
返
還
の
促
進

イ
奨
学
生
の
補
導

奨
学
金
は
貸
与
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
返
還
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
が
、
別
表
の
と
お
り
末
返
還
者
が
非
常
に
多
い
現
状
で
あ
る
。
よ
っ
て
各
大

学
に
お
か
れ
て
も
奨
学
金
は
返
還
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
雰
囲
気
を
醸
成
し

て
ほ
し
い
。

ロ
住
所
お
よ
び
勤
務
先
の
調
査

奨
学
金
返
還
の
督
促
に
当
っ
て
障
碍
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
、
被
貸
与
者
の

録

｡

ｊ
『
続

鍋

３
第
二
十
四
回
総
会
議
事
要
録
（
午
後
の
部
）

茅
会
長
議
長
席
に
つ
き
、
議
事
を
進
め
た
。

一
、
役
員
の
改
選
に
つ
い
て

右
に
つ
い
て
、
鶴
田
事
務
局
長
か
ら
、
休
憩
中
に
行
な
わ
れ
た
役
員
改
選
の
結

果
に
つ
い
て
別
紙
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
後
？
茅
会
長
か
ら
、
会
長
就
任
の
挨

拶
が
あ
っ
た
。

次
い
で
大
学
の
管
理
運
営
の
問
題
に
つ
い
て
の
討
議
を
開
始
す
る
に
当
り
、
平

沢
第
一
常
置
委
員
会
委
員
長
、
議
長
席
に
つ
き
、
議
事
を
進
め
た
。

三
大
学
の
管
理
運
営
の
問
題
に
つ
い
て

管
理
・
運
営
の
問
題
の
討
議
に
入
る
に
先
だ
ち
、
平
沢
委
員
長
か
ら
、
昨
年
十
一

月
総
会
の
際
に
示
し
た
中
間
報
告
案
に
つ
い
て
は
そ
の
後
い
ろ
い
ろ
な
方
面
か
ら

意
見
が
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
非
常
に
結
構
な
こ
と
で
あ
る
が
、
最
近
大
学
が

偏
向
教
育
の
場
に
な
っ
て
い
る
と
か
、
革
命
の
場
に
利
用
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う

に
に
わ
か
に
政
局
の
場
で
論
議
さ
れ
、
事
態
が
変
紺
っ
て
来
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に

大
学
が
誤
解
さ
れ
て
い
る
あ
る
い
は
そ
の
恐
れ
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
大
学
が

徒
ら
に
沈
黙
を
守
っ
て
い
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
立
場
を
世
間

に
伝
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
別
紙
の
と
お
り
意
思
表
示
を
す
べ
く
役
員
会
に

諮
っ
た
結
果
、
役
員
会
で
は
、
会
長
談
話
の
形
で
発
表
す
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
た
。
次
い
で
茅
会
長
か
ら
大
学
の
管

理
運
営
の
問
題
は
時
節
柄
特
に
慎
重
を
期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て

住
所
お
よ
び
勤
務
先
の
不
明
な
も
の
が
多
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
協
力
を

お
願
い
し
た
い
。

曰
奨
学
金
単
価
の
増
額

各
委
員
会
の
新
構
成
委
員
に
つ
い
て

茅
会
長
か
ら
、
四
月
一
一
十
一
日
の
役
員
会
で
各
委
員
会
の
構
成
に
つ
い
て
検
討
す

る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
ご
希
望
等
を
考
慮
し
て
会
長
、
副
会
長
で
協
議

し
、
別
紙
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
委
員
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
ご
了
承
願
い

た
い
。
な
お
、
委
員
長
は
本
日
昼
食
後
各
委
員
会
で
互
選
さ
れ
た
い
旨
を
述
べ
た
。

録
｝
，
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こ
の
意
思
発
表
の
可
否
、
形
式
内
容
等
に
つ
い
て
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
検
討
さ
れ
た
い

旨
を
述
べ
た
。
つ
づ
い
て
、
形
式
、
内
容
等
に
つ
い
て
協
議
の
結
果
、
別
紙
の
と

お
り
一
部
字
句
を
修
正
の
上
、
会
長
談
話
と
し
て
会
長
と
第
一
常
置
委
員
会
委
員

長
と
で
発
表
す
る
こ
と
を
了
承
し
た
。

次
い
で
、
中
間
報
告
案
に
つ
い
て
討
議
を
行
な
っ
た
が
主
な
る
意
見
お
よ
び
質

疑
応
答
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
中
間
報
告
案
と
い
う
か
ら
に
は
決
議
は
さ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
又
こ
の
案
に

は
ど
の
位
の
委
員
の
意
見
が
入
っ
て
い
る
か
。

○
委
員
長
個
人
だ
け
の
意
見
と
い
う
も
の
は
入
っ
て
い
な
い
。
第
一
常
置
委
員
会

の
小
委
員
会
が
立
案
に
当
っ
た
も
の
で
あ
る
。

○
午
前
中
の
説
明
で
は
、
去
年
の
中
間
報
告
案
と
非
常
に
変
っ
て
き
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
昨
年
の
提
案
が
時
期
的
に
早
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
。

○
結
果
的
に
見
れ
ば
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
審
議
の
引
き
水
的
な
も
の
と
し

て
便
宜
上
粗
案
を
出
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
、
ま
と
ま
っ
た
意
見
の
如
く

誤
り
伝
え
ら
れ
た
こ
と
は
遺
憾
で
あ
っ
た
。

○
学
術
会
議
で
こ
の
問
題
に
対
す
る
勧
告
案
を
出
し
て
い
る
の
で
そ
れ
ら
も
じ
ゅ

う
ぶ
ん
検
討
さ
れ
た
い
。

○
逐
条
審
議
に
入
る
前
に
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
考
え
方
い
わ
ば
如
何
な
る
理
念

に
よ
る
べ
き
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
私
の
考
え
方
と
し
て
は
大
学
は
一
般

の
行
政
官
庁
の
よ
う
に
上
か
ら
下
へ
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
教

授
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
教
授
会
に
最
も
権
威
が
あ
る
、
そ
れ
は
研
究

者
で
あ
り
教
育
者
で
あ
る
教
官
個
々
の
権
威
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

誤
り
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
場
合
「
長
」
と
「
教
授
会
」
に
こ
れ
を
ゆ
だ
ね
る
と
す
る

と
何
れ
が
危
険
が
少
な
い
か
、
又
学
部
長
の
権
限
が
大
き
く
な
る
と
そ
の
選
考
に

当
っ
て
自
分
の
有
利
な
学
部
長
を
選
ぼ
う
と
す
る
弊
を
生
む
よ
う
に
な
る
だ
ろ

う
。
ま
た
、
合
議
体
が
責
任
を
と
っ
て
い
る
場
合
は
充
分
に
討
議
さ
れ
る
、
個
人

だ
と
、
専
制
的
な
要
素
が
加
わ
り
勝
ち
で
あ
る
。
合
議
体
に
責
任
を
も
た
せ
る
よ

う
助
長
す
る
こ
と
が
大
切
で
、
あ
ま
り
権
限
を
持
た
せ
る
と
相
互
間
の
調
整
が
困

難
に
な
ら
な
い
か
の
心
配
が
あ
る
が
、
互
い
に
相
補
な
い
努
力
し
合
っ
て
漸
次
理

想
へ
近
付
く
で
あ
ろ
う
。

０

熟
騨

○
案
で
は
学
長
に
権
限
を
与
え
る
よ
う
に
書
い
て
あ
る
が
教
授
会
中
心
が
よ
い
。

又
教
授
会
は
教
授
だ
け
で
構
成
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
が
一
義
的
に
決
め
る
の
も

問
題
で
あ
る
。

○
法
的
根
拠
を
強
化
す
れ
ば
運
営
が
や
り
易
く
な
る
と
い
う
考
え
方
は
、
や
め
て

ほ
し
い
、
又
伝
統
、
歴
史
な
ど
い
ろ
い
ろ
の
大
学
が
あ
る
の
に
画
一
的
に
規
制
す

る
の
は
よ
く
な
い
。

○
大
学
の
形
は
一
般
行
政
官
庁
の
よ
う
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
で
は
な
い
。
時
に
は
下

か
ら
意
思
決
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
実
態
を
異
に
し
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な

大
学
が
あ
る
か
ら
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
だ
。

○
学
問
の
研
究
、
教
育
に
関
す
る
限
り
そ
の
主
体
は
教
授
で
あ
り
教
授
会
で
あ
る

こ
と
は
当
然
だ
と
思
う
。
し
か
し
大
学
の
管
理
運
営
と
な
る
と
、
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
一
般
官
庁
同
様
行
政
的
な
面
が
あ
る
の
で
お
よ
そ
教
授
会
が
何
で
も
と
い
う

と
こ
ろ
に
混
乱
が
起
き
る
の
で
は
な
い
か
。
先
づ
大
学
の
使
命
と
は
何
か
、
自
治

と
は
何
か
等
の
問
題
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。

○
評
議
会
が
教
授
会
に
優
先
云
々
の
表
現
は
お
か
し
い
。
学
部
の
研
究
、
教
育
に

関
す
る
限
り
教
授
会
は
学
部
の
最
高
の
合
議
体
と
思
う
。

○
既
に
十
年
も
の
歴
史
を
も
つ
の
だ
か
ら
、
教
授
会
を
育
て
て
誤
差
を
な
く
し
て

行
く
と
い
う
こ
と
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
立
法
化
し
よ
う
と
す
る
の
は

強
す
ぎ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
当
然
、
拒
否
権
が
あ
る
、
な
ど
言
葉
自
身
が
具
体

性
を
も
ち
そ
れ
だ
け
で
強
い
感
じ
を
与
え
る
。

○
改
善
に
な
れ
ば
よ
い
が
改
善
の
つ
も
り
で
改
悪
し
た
り
混
乱
を
起
す
こ
と
の
な

い
よ
う
に
し
た
い
。

○
大
学
の
自
治
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
し
て
い
る
意
味
と
、
学
生
、
社
会

等
が
理
解
し
て
い
る
点
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
新
制
大
学
は
今
発
育
の
途

上
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
あ
せ
ら
ず
ゆ
っ
く
り
育
て
て
ゆ
く
こ
と
が
心
要
だ
。

○
法
律
の
形
を
と
っ
て
規
制
す
る
の
は
避
け
ら
れ
た
い
。
又
「
教
官
が
行
政
事
務

に
関
与
す
る
こ
と
云
々
」
は
、
か
か
る
考
え
が
な
い
の
に
大
上
段
か
ら
き
め
つ
け

る
よ
う
な
印
象
で
よ
く
な
い
。

○
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う

な
大
学
も
あ
る
の
で
考
え
た
に
過
ぎ
な
い
。

鰯
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○
こ
の
問
題
に
対
す
る
今
後
の
取
り
扱
い
は
，

○
今
日
の
議
論
に
基
づ
い
て
第
一
常
置
委
員
会
が
検
討
す
る
一
）
と
に
な
る
。

○
教
授
会
の
構
成
に
つ
い
て
教
授
、
助
教
授
の
関
係
を
検
討
せ
ず
に
、
教
授
会
は

教
授
で
構
成
す
べ
き
も
の
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
過
去
に
お
い
て
講
座
に

は
責
任
者
と
し
て
の
一
名
の
教
授
が
お
り
そ
の
下
に
助
教
授
、
助
手
が
い
た
。
そ

の
時
代
に
は
利
益
代
表
と
し
て
も
教
授
会
の
意
味
が
あ
っ
た
。
し
か
し
最
近
の
よ

う
に
学
問
が
進
み
講
座
制
が
崩
れ
て
く
る
と
教
授
が
必
ら
ず
し
も
そ
の
分
野
の
代

表
で
は
な
い
。
故
に
教
授
会
は
教
授
で
構
成
す
る
と
い
う
考
え
方
は
あ
て
は
ま
ら

な
い
よ
う
に
思
う
、
こ
の
点
も
検
討
し
て
ほ
し
い
。

○
実
状
は
そ
う
で
あ
ろ
う
が
結
論
と
し
て
教
授
、
助
教
授
の
区
別
が
な
い
ほ
う
が

よ
い
と
い
う
の
か
、
も
っ
と
厳
密
な
区
別
を
せ
よ
と
い
う
の
か
。

○
教
授
、
助
教
授
の
区
別
を
撤
廃
せ
よ
と
い
い
た
い
気
持
ち
も
あ
る
。
特
に
新
制

度
に
よ
り
大
学
に
な
っ
た
と
こ
ろ
は
そ
う
で
あ
る
。
よ
っ
て
検
討
し
て
ほ
し
い
。

○
講
座
制
度
は
今
日
は
あ
ま
り
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
も
う
意

味
が
な
い
。
そ
れ
で
は
教
授
、
助
教
授
の
区
別
が
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
ど
う
か
。

教
授
、
助
教
授
の
区
別
は
年
令
的
な
面
に
も
自
ら
存
在
し
て
い
る
が
、
教
授
会
の

機
能
と
し
て
は
区
別
が
な
く
て
よ
い
。

○
中
教
審
の
案
と
称
す
る
も
の
が
新
聞
に
発
表
さ
れ
た
が
そ
れ
を
基
準
に
し
て
早

急
に
政
府
が
法
案
を
作
る
と
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
考
え
と
相
当
ひ
ら
き
が
あ
る

よ
う
だ
が
、
中
教
審
の
案
と
合
せ
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

○
協
会
は
協
会
独
自
の
立
場
で
や
り
た
い
。
中
教
審
に
合
わ
せ
て
や
る
と
い
う
考

え
方
は
と
ら
な
い
。

○
政
府
が
早
急
に
成
文
化
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
事
前
に
協
会
の
意
見
を
求
め
る

べ
き
で
あ
る
と
釘
を
刺
し
て
お
く
必
要
が
な
い
か
。

○
本
席
に
は
文
部
省
関
係
者
も
お
ら
れ
る
が
、
公
式
の
代
表
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
明
日
の
大
学
長
会
議
の
際
文
部
大
臣
に
質
す
こ
と
に
し
て
は
。

○
一
大
学
長
か
ら
で
は
な
く
、
大
学
協
会
と
し
て
申
し
入
れ
る
方
が
有
効
と
思

彦
フ
、

○
中
教
審
関
係
者
と
し
て
一
言
、
〈
丁
日
大
学
が
大
き
な
規
模
と
な
り
社
会
的
に
も

特
色
を
持
っ
て
き
た
と
同
時
に
社
会
的
要
請
も
増
え
て
き
た
。
大
学
が
こ
の
新
ら

(鏑
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し
い
社
会
の
中
で
ど
の
よ
う
に
社
会
に
応
え
伝
統
を
守
り
学
問
の
水
準
を
高
め
使

命
を
果
し
て
行
く
か
が
問
題
で
中
教
審
と
し
て
は
こ
の
考
え
方
の
も
と
に
検
討
を

続
け
て
き
た
。
大
学
に
は
、
私
立
大
学
も
あ
る
、
社
会
の
要
望
も
あ
る
、
国
の
大

学
で
あ
る
か
ら
象
牙
の
塔
に
こ
も
る
こ
と
も
ど
う
か
、
あ
る
と
こ
ろ
で
は
矛
盾
す

る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
ど
う
調
整
す
る
か
、
置
か
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の

立
場
の
も
と
に
大
学
の
使
命
を
ど
う
し
て
出
す
か
に
努
め
た
。

○
社
会
の
意
見
を
受
け
入
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
承
知
し
て

い
る
。
中
教
審
の
案
は
そ
の
ま
ま
と
は
思
わ
ぬ
が
管
理
法
案
に
似
て
い
る
。
管
理

法
案
が
考
え
ら
れ
た
頃
は
、
社
会
の
要
請
を
入
れ
る
こ
と
と
民
主
的
な
運
営
に
資

す
た
め
に
あ
っ
た
と
思
う
が
管
理
法
案
に
あ
っ
た
各
大
学
に
商
議
会
を
置
く
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
実
際
に
や
っ
た
と
し
て
、
地
方
の
大
学
で
商
議
会
の
委
員
に
知

事
等
が
入
っ
た
場
合
、
そ
れ
が
果
し
て
大
学
に
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
か
は
疑
問
で

あ
る
。
必
ら
ず
や
学
生
運
動
が
ど
う
と
か
、
何
％
は
県
人
を
も
っ
と
入
学
さ
せ
よ

う
と
い
う
よ
う
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
故
に
大
学
の
運
営
は
や
は
り
大
学
だ
け

で
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
意
見
を
聞
く
こ
と
は
別
の
も
の
に
考
え
な
く
て
は

な
ら
ぬ
と
感
じ
た
。

○
大
学
が
象
牙
の
塔
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
そ
の
と
お
り
で
、
同
感
で
あ

る
が
然
し
乍
ら
社
会
の
要
請
を
入
れ
る
に
し
て
も
、
直
ぐ
役
に
立
つ
こ
と
の
み
を

考
え
勝
ち
で
、
例
え
ば
科
学
技
術
振
興
に
伴
な
っ
て
の
学
生
養
成
等
に
し
て
も
、

大
学
は
も
っ
と
能
率
的
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
は
強
力
な
も
の
が
あ
っ
て

こ
れ
を
推
進
し
な
く
て
は
と
い
っ
た
考
え
方
そ
の
よ
う
な
上
か
ら
押
し
つ
け
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
大
学
と
し
て
の
職
能
を
考
え
な
が
ら
大
学
自
身
が
考
え
出
し

た
道
を
歩
い
て
行
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
信
じ
て
い
る
。
大
学
も
反
省
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
あ
る
が
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
建
設
が
進
む
と
思

》
フ
。

○
中
教
審
は
一
同
い
立
場
か
ら
大
学
問
題
を
み
て
い
る
が
、
報
告
案
が
新
聞
に
発
表

さ
れ
た
以
上
、
そ
れ
に
そ
っ
て
考
え
る
の
が
よ
く
は
な
い
か
、
そ
の
た
め
に
も
中

教
審
の
成
案
を
示
さ
れ
た
い
。

○
案
は
ス
ク
ー
プ
さ
れ
た
の
で
ま
だ
正
式
に
発
表
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
発

表
も
で
き
な
い
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
お
答
え
も
で
き
か
ね
る
。
正
式
に
発
表
さ

～

感
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慰
で

れ
れ
ぱ
各
大
学
に
も
お
届
け
す
る
よ
う
取
計
ら
い
た
い
、
管
理
法
案
に
あ
っ
た
商

議
会
と
今
度
の
中
央
審
議
会
の
そ
れ
と
は
そ
の
性
格
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
大

学
が
社
会
の
要
望
に
全
部
応
ず
る
こ
と
は
出
来
得
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ

は
協
会
の
課
題
で
あ
る
。
一
面
社
会
の
要
請
は
あ
る
が
、
大
学
に
も
大
学
の
使
命

が
あ
る
か
ら
何
で
も
と
は
い
か
な
い
。
各
大
学
の
課
題
で
あ
る
。

○
第
一
常
置
委
員
会
の
案
も
荒
療
治
の
感
が
し
た
が
中
教
審
の
案
を
見
て
さ
ら
に

ひ
ど
い
の
に
驚
い
た
。
地
方
大
学
は
心
配
な
く
育
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
中
教
審
も

そ
の
点
を
よ
く
考
え
て
善
処
し
て
ほ
し
い
。
例
え
ば
病
気
を
少
し
重
く
見
過
ぎ
て

い
る
よ
う
な
も
の
で
、
お
び
え
て
荒
療
治
を
す
る
と
誤
診
と
な
り
、
注
射
も
過
ぎ

る
と
熱
が
出
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
。

Ｏ
茅
会
長
か
ら
、
明
日
大
学
長
会
議
の
際
、
協
会
長
と
し
て
、
「
大
学
の
管
理
運

営
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
協
会
が
当
事
者
と
し
て
一
番
良
く
わ
か
っ
て
い
る
と
思

う
の
で
、
協
会
が
責
任
を
も
っ
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
よ
っ
て
、
政
府
と
し
て

も
じ
ゆ
夢
ん
に
協
会
の
意
見
を
参
酌
さ
れ
た
い
。
」
旨
を
文
部
大
臣
に
述
べ
る
一
」

も
じ
ゆ
ぷ
ん
に
協
会
の
意
見
を
参
酌
さ
れ
た
い
。
」
旨
を
文
郭

と
と
し
た
い
が
よ
い
か
と
諮
り
、
了
承
さ
れ
た
。

引
き
続
き
な
質
疑
を
続
け
た
。

○
特
例
法
上
の
協
議
会
に
つ
い
て
は
、

○
協
議
会
の
こ
と
は
ま
だ
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
論
議
し
て
い
な
い
、

○
教
授
会
が
重
要
で
あ
る
と
の
議
論
が
出
た
が
反
対
で
は
な
い
が
管
理
運
営
と
研

４
役
員
会
（
第
二
十
五
回
総
会
第
一
曰
）

究
教
授
と
は
っ
き
り
区
別
を
つ
け
に
く
い
。
研
究
を
す
る
当
事
者
が
学
問
の
自
由

○
教
授
会
が
最
高
の
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
と
い
う
の
は
研
究
、
教
育
の
面
お
よ

び
そ
の
密
接
な
関
係
事
項
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
と
混
乱
す

る
、
教
授
会
が
議
決
機
関
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
と
思
う
が
時
に
諮
問
的
な
面

も
あ
る
。
大
学
の
慣
習
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
又
評
議
会
と
教
授
会
に
上
下

の
区
別
は
つ
け
て
い
な
い
。
法
令
を
も
っ
て
一
率
に
規
制
す
る
こ
と
は
疑
問
で
あ

る
。

○
管
理
法
に
関
し
て
は
我
々
は
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
立
場
に
い
る
。
会
長
、
副
会

長
も
中
教
審
の
委
員
で
間
に
は
さ
ま
っ
た
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
特
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
第
一
常
置
委

と
自
治
を
主
張
す
べ
き
だ
と
思
う
。｡

Ｊ
繍
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員
会
が
慎
重
に
扱
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
感
謝
す
る
が
、
多
分
に
委
員
長
個
人
の

腹
芸
に
負
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
個
人
的
で
あ
っ
て
は
な
ら

ず
公
的
な
扱
い
で
や
っ
て
ほ
し
い
。
次
に
総
会
の
前
日
に
な
っ
て
突
然
観
測
気
球

ら
し
き
中
教
審
の
案
が
新
聞
に
発
表
に
な
っ
た
が
、
こ
の
た
め
か
第
一
常
置
委
員

会
の
修
正
案
も
本
日
提
案
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
こ
れ
が
問
題
を
生
ん
だ
原
因

と
な
っ
て
い
る
。
観
測
気
球
的
な
も
の
を
打
ち
出
し
て
、
討
論
す
る
機
会
を
も

ち
、
そ
れ
を
中
教
審
が
参
考
に
し
て
も
ら
い
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
済
む
ま
で
中

教
審
の
答
申
を
延
期
し
て
ほ
し
い
。

○
大
事
な
問
題
で
あ
る
か
ら
慎
重
に
や
っ
た
ま
で
で
、
個
人
的
な
腹
芸
な
ど
は
毛

頭
持
っ
て
い
な
い
、
実
情
を
よ
く
聞
い
て
慣
重
に
進
め
て
来
て
、
お
く
れ
た
こ
と

は
恐
縮
に
思
う
が
同
時
に
不
完
全
な
も
の
を
出
し
た
の
で
は
、
委
員
会
と
し
て
の

役
目
は
果
し
得
な
い
と
考
え
た
。
協
会
も
中
教
審
も
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い

て
、
無
理
を
し
な
い
で
良
識
を
も
っ
て
よ
く
検
討
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

こ
れ
を
も
っ
て
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
総
会
の
討
議
を
打
切
り
、
茅
会
長

か
ら
、
今
日
の
討
議
の
目
的
は
色
々
な
意
見
を
聞
く
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
ど

う
取
り
入
れ
る
か
は
第
一
常
置
委
員
会
の
問
題
と
し
て
検
討
す
る
旨
を
述
べ
閉
会

し
た
。

日
時
昭
和
三
十
七
年
九
月
十
四
日
（
金
）
午
前
九
時
三
十
分
’
十
時

場
所
日
本
学
術
会
議
控
室

議
題
総
会
の
運
営
に
つ
い
て

出
席
者
会
長
、
各
副
会
長
、
各
理
事
、
各
監
事
、
各
常
置
委
員
会
委
員

長

茅
会
長
主
宰
の
下
に
開
会

一
、
議
事
日
程
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
第
二
十
五
回
総
会
の
議
事
日
程
に
つ
い
て
別
紙
に
よ
り
説
明
が
あ

り
、
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

繍
騨
己

繍
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右
に
つ
き
鶴
田
事
務
局
長
か
ら
、
本
総
会
開
会
時
の
写
真
と
会
長
挨
拶
に
つ
い

て
取
材
し
た
い
旨
の
申
し
出
が
あ
っ
た
が
差
し
つ
か
え
な
い
か
、
な
お
、
挨
拶
に

つ
い
て
は
別
紙
印
刷
物
を
配
付
す
る
こ
と
に
し
た
い
旨
を
諮
り
、
了
承
さ
れ
た
。

七
、
各
大
学
事
務
局
長
の
同
伴
出
席
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
総
会
の
議
事
内
容
は
各
大
学
の
事
務
局
長
に
も
よ
く
知
っ
て
お

い
て
ほ
し
い
た
め
、
特
に
各
大
学
長
に
当
該
大
学
事
務
局
長
の
同
伴
出
席
を
求
め

は
既
に
上
野
警
察
署
と
連
絡
済
み
で
あ
る
旨
の
報
告
が
あ
り
、

六
、
報
道
関
係
者
の
取
材
に
つ
い
て

右
に
つ
き
鶴
田
事
務
局
長
か
ら
、
本
総
会
開
会
時
の
写
真
．

一
一
、
大
学
設
置
審
議
会
委
員
候
補
者
の
推
せ
ん
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
従
来
東
京
農
工
大
学
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
の
両
学
長
が
委
員
で

あ
っ
た
が
任
期
満
了
と
な
る
た
め
、
右
両
学
長
の
外
に
東
京
学
芸
大
学
、
茨
城
大

学
の
両
学
長
を
加
え
て
推
せ
ん
し
た
い
旨
を
諮
り
、
了
承
さ
れ
た
。

三
、
総
会
の
名
称
な
ら
び
に
次
期
総
会
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
総
会
は
、
も
っ
ぱ
ら
管
理
問
題
の
み
を
審
議
す
る
関
係
上
臨
時

総
会
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
第
一
一
十
五
回
総
会
と
し
特
に
臨
時
と
は
し
な

か
っ
た
が
差
し
つ
か
え
な
い
か
、
又
関
連
し
て
例
年
行
な
っ
て
き
た
秋
の
総
会
を

ど
う
す
る
か
検
討
さ
れ
た
い
。
な
お
、
個
人
と
し
て
は
、
入
学
試
験
の
問
題
、
予

算
関
係
の
問
題
等
も
あ
る
の
で
第
二
十
六
回
と
し
て
の
総
会
を
十
一
月
に
開
催
す

る
の
が
よ
い
と
考
え
る
旨
を
述
べ
、
審
議
の
結
果
本
総
会
は
原
案
ど
お
り
第
二
十

五
回
総
会
と
し
、
次
期
第
二
十
六
回
総
会
は
、
一
応
十
一
月
十
五
十
六
の
両
日

に
開
催
す
る
こ
と
と
し
た
。

四
昭
和
三
十
七
年
度
会
費
追
加
予
算
案
に
つ
い
て

右
に
つ
き
鶴
田
事
務
局
長
か
ら
、
前
総
会
（
第
二
十
四
回
）
に
お
い
て
、
支
出

増
の
関
係
か
ら
本
年
度
当
初
会
費
額
の
四
分
の
一
を
追
加
徴
収
す
る
こ
と
に
了
承

さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
支
出
状
況
で
は
な
お
不
足
と
な
る
の
で
追
加
額
を
三
分
の

一
に
改
め
る
こ
と
と
い
た
し
て
は
い
か
が
か
と
別
紙
追
加
予
算
案
に
よ
り
説
明
が

あ
り
、
異
議
な
く
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

五
、
総
会
場
の
警
備
に
つ
い
て

右
に
つ
き
鶴
田
事
務
局
長
か
ら
、
今
総
会
は
討
議
題
と
の
関
係
上
外
部
勢
力
の

干
渉
等
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
万
全
を
期
す
る
た
め
会
場
附
近
の
警
備
に
つ
い
て

縁Ｉ
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了
承
さ
れ
た
。

５
第
二
十
五
回
総
会
議
事
要
録
（
第
一
曰
）

た
の
で
了
承
を
得
た
い
旨
を
述
べ
異
議
な
く
了
承
さ
れ
た
。

八
、
会
長
談
話
発
表
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
協
会
の
終
了
直
後
会
長
・
副
会
長
が
記
者
会
見
を
し
、
そ
の
際

会
長
談
話
を
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
。
談
話
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
明
日
の
総
会

に
諮
り
た
い
旨
を
述
べ
了
承
さ
れ
た
。
な
お
、
今
日
の
審
議
に
つ
い
て
の
新
聞

発
表
に
つ
い
て
は
、
内
容
に
は
わ
た
ら
な
い
で
、
事
務
的
経
過
を
発
表
す
る
こ
と

を
了
承
し
た
。

九
、
総
会
の
進
行
、
議
事
取
り
扱
い
に
つ
い
て

右
に
つ
き
平
沢
第
一
常
置
委
員
長
か
ら
、
本
総
会
で
は
時
間
の
都
合
上
、
七
十

二
大
学
の
意
見
全
部
の
検
討
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
先
ず
第
一
常
置
委
員
会
で
検

討
の
結
果
と
り
あ
げ
た
問
題
点
に
つ
い
て
説
明
し
、
大
き
な
問
題
点
に
つ
い
て
各

学
長
の
報
告
を
き
き
、
そ
の
場
で
答
え
ら
れ
る
も
の
は
答
え
る
が
、
す
ぐ
結
論
を

求
め
る
と
い
う
よ
う
な
方
法
を
と
ら
ず
に
問
題
点
の
整
理
は
第
一
常
置
委
員
会
に

任
せ
て
い
た
だ
く
。
な
お
、
整
理
の
方
法
と
し
て
は
、
特
に
重
要
な
修
正
意
見
が

あ
れ
ば
と
り
あ
げ
て
検
討
し
、
修
正
の
必
要
が
あ
れ
ば
修
正
す
る
。
更
に
必
要
な

大
き
な
問
題
点
に
つ
い
て
は
会
長
談
話
に
盛
り
込
む
。
そ
の
他
の
意
見
は
記
録
に

し
て
保
存
す
る
等
の
処
置
を
と
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。
各
大
学
か
ら
寄
せ
ら
れ

た
意
見
で
は
、
大
綱
に
は
賛
成
で
あ
り
反
対
と
い
う
も
の
は
な
い
の
で
、
議
事
進

行
に
当
っ
て
も
み
ぐ
る
し
い
運
営
は
避
け
た
い
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
了
承
さ

れ
た
。

ま
た
会
長
か
ら
、
設
立
準
備
委
員
会
の
件
に
つ
い
て
協
議
し
た
い
の
で
、
本
日

の
総
会
後
さ
ら
に
役
員
会
を
開
催
し
た
い
旨
を
述
べ
了
承
さ
れ
た
。

日
時
昭
和
三
十
七
年
九
月
十
四
日
（
金
）
午
前
十
時
ｌ
午
後
四
時

場
所
日
本
学
術
会
議
講
堂

出
席
者
各
国
立
大
学
長
、
北
海
道
学
芸
、
東
京
医
科
歯
科
大
学
長
代
理

茅
会
長
議
長
席
に
つ
き
開
会
を
宣
す
。

｜
、
議
事
日
程
に
つ
い
て

壗

愈

ロ
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会
長
か
ら
、
本
総
会
の
議
事
日
程
に
つ
い
て
、
別
紙
に
よ
り
説
明
が
あ
り
、
原

案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

二
、
会
員
の
変
更
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
前
総
会
以
後
に
お
け
る
会
員
の
変
更
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
紹

介
さ
れ
た
。

大
学
名
新
学
長
（
又
は
事
務
取
扱
）
旧
学
長

東
京
教
育
大
学

三
輪
知
雄

朝
永
振
一
郎

東
京
工
業
大
学

大
山
義
年

山
内
俊
吉

信
州
大
学

三
村

伊
藤
武
男

山
梨
大
学

湯
池

孝
三
雲
次
郎

（
学
長
事
務
取
扱
）

三
、
大
学
設
置
審
議
会
委
員
の
推
せ
ん
に
つ
い
て

右
に
つ
き
会
長
か
ら
、
任
期
満
了
に
伴
う
次
期
委
員
の
候
補
者
と
し
て
左
記
の

四
氏
を
推
ん
し
た
い
旨
を
諮
り
、
了
承
さ
れ
た
。

記

東
京
農
工
大
学
長

井
上
吉
之

お
茶
の
水
女
子
大
学
長
久
米
又
三

東
京
学
芸
大
学
長

高
坂
正
顕

茨
城
大
学
長

都
崎
雅
之
助

四
、
要
望
書
提
出
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
第
二
十
四
回
総
会
の
決
議
に
基
づ
き
左
の
要
望
書
を
作
成
、
第
１

に
つ
い
て
は
既
に
文
部
省
、
大
蔵
省
、
人
事
院
に
そ
れ
ぞ
れ
持
参
、
説
明
済
み
で

あ
る
が
、
第
２
、
第
３
の
要
望
書
は
、
こ
の
総
会
終
了
後
適
当
の
時
期
を
見
て
提

出
の
予
定
で
あ
る
旨
報
告
さ
れ
た
。

第
１
大
学
教
官
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て

第
２
第
一
項
目
国
立
文
教
施
設
整
備
費
の
増
額
に
つ
い
て

第
二
項
目
教
官
研
究
費
の
増
額
に
つ
い
て

第
三
項
目
学
生
経
費
の
増
額
に
つ
い
て

第
四
項
目
大
学
図
書
館
維
持
費
の
増
額
に
つ
い
て

第
３
大
学
保
健
管
理
の
強
化
に
つ
い
て

綴

４

質
籔
綴
一

五
、
会
報
（
第
一
一
十
三
号
）
発
行
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
会
報
は
従
来
総
会
開
催
の
都
度
同
時
に
発
行
し
て
き
た
が
、
第
二

十
三
号
は
第
一
一
十
四
回
総
会
以
降
の
記
事
に
つ
い
て
適
当
な
時
期
に
発
行
の
予
定

で
あ
る
旨
報
告
さ
れ
た
。

六
、
本
協
会
の
運
営
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
総
会
は
開
催
通
知
に
記
載
の
と
お
り
第
一
常
置
委
員
会
委
員
長

の
報
告
を
除
き
、
そ
の
他
の
委
員
会
関
係
の
報
告
は
、
特
別
の
事
由
が
な
い
限
り

行
な
わ
な
い
こ
と
に
し
た
い
。
従
っ
て
、
本
、
明
日
の
二
日
間
共
も
っ
ぱ
ら
大
学
の

管
理
運
営
に
関
す
る
中
間
報
告
（
案
）
に
つ
い
て
十
分
に
協
議
を
お
願
い
し
た
い
。

な
お
、
時
間
が
あ
れ
ば
本
件
と
関
連
の
あ
る
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
る
こ
と

に
し
た
い
旨
を
述
べ
、
了
承
さ
れ
た
。

七
、
十
一
月
の
総
会
開
催
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
総
会
は
例
年
六
月
及
び
十
一
月
の
二
回
開
催
し
て
き
た
が
、
本
年

は
大
学
の
管
理
制
度
問
題
審
議
の
た
め
今
回
の
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
し
か
し
、
今
後
当
協
会
の
問
題
と
し
て
、
大
学
の
組
織
編
成
及
び
入
学
試
験

問
題
等
の
審
議
そ
の
他
各
委
員
会
に
お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
懸
案
の
事
項
が
あ
り
、

ま
た
、
大
学
管
理
制
度
に
つ
い
て
も
そ
の
後
の
情
勢
に
よ
り
協
議
す
る
必
要
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
今
朝
の
役
員
会
で
相
談
の
結
果
、
十
一
月
の
十
五
、
十

六
の
両
日
第
一
一
十
六
回
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
ご
承
認
を
得
た
い

旨
を
諮
り
、
異
議
な
く
承
認
さ
れ
た
。

八
、
追
加
予
算
案
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
こ
の
度
の
中
間
報
告
（
案
）
作
成
に
あ
た
り
、
委
員
会
費
、
調
査

研
究
費
、
印
刷
費
等
が
臨
時
的
に
予
想
以
上
の
支
出
を
要
し
た
た
め
、
別
紙
追
加

予
算
案
の
と
お
り
、
各
大
学
共
本
年
度
既
定
会
費
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を

追
加
負
担
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ご
承
認
を
得
た
い
旨
を
諮
り
、
鶴
田
事
務
局
長
か

ら
内
容
に
つ
い
て
補
足
説
明
が
あ
っ
た
後
、
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

九
、
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
中
間
報
告
（
案
）
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
各
大
学
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
意
見
に
つ
い
て
平

沢
第
一
常
置
委
員
会
委
員
長
か
ら
説
明
を
願
っ
た
上
、
引
き
続
い
て
こ
の
席
上
で

各
大
学
の
ご
意
見
を
伺
い
つ
つ
協
議
を
お
願
い
し
た
い
。
な
お
、
意
見
に
つ
い
て

鰯

騨
一
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は
、
同
一
の
場
合
は
代
表
意
見
と
い
う
こ
と
で
議
事
を
進
め
た
い
旨
を
述
べ
、
了

承
さ
れ
た
。

つ
い
で
平
沢
委
員
長
議
長
席
に
つ
き
左
の
と
お
り
報
告
が
行
な
わ
れ
た
。

前
回
の
総
会
後
、

七
月
九
日

第
一
常
置
委
員
会
総
会
で
方
針
を
検
討

七
月
十
六
日
’
二
十
一
日
起
草
委
員
会
（
専
門
委
員
を
含
む
）
で
草
案
作
成

七
月
一
一
十
五
一
一
十
六
日
第
一
常
置
委
員
会
小
委
員
会
で
右
草
案
を
検
討

七
月
一
一
十
七
、
一
一
十
八
日
第
一
常
置
委
員
会
総
会
で
右
小
委
員
会
案
を
検
討

の
上
、
原
案
作
成

の
手
続
き
を
経
て
、
七
月
三
十
一
日
各
大
学
へ
こ
の
原
案
を
発
送
す
る
と
同
時
に

新
聞
発
表
を
行
な
っ
た
。
こ
れ
は
漏
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
余
計
な
疑
惑

を
招
く
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
全
文
の
登
載
を
条
件
と
し
て
積
極
的
に
発
表
す
る
こ

と
が
こ
の
際
適
策
で
あ
ろ
う
と
の
判
断
の
下
に
と
っ
た
措
置
で
あ
る
の
で
了
承
を

得
た
い
。

右
の
原
案
に
対
す
る
回
答
は
約
五
十
通
で
、
趣
旨
に
賛
成
す
る
、
大
綱
に
は
賛
成

で
あ
る
と
の
意
見
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
の
で
本
案
の
大
綱
に
は
賛
成
を
い
た
だ

い
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
部
分
的
に
は
問
題
も
あ
る
の
で
、
比
較
的
問

題
の
多
か
っ
た
と
こ
ろ
を
検
討
し
た
い
。

案
自
体
の
問
題
と
し
て
は
、
ま
ず
こ
の
案
が
、
誰
か
ら
、
何
処
へ
出
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
か
と
の
疑
問
で
あ
る
が
、
本
案
は
第
一
常
置
委
員
会
が
国
立
大
学
協
会
に
報

告
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
中
央
教
育
審
議
会
等
外
部
を
対
称
と
し
て
い
る
も
の
で
は

な
い
。
ま
た
、
こ
の
案
が
微
温
的
で
あ
る
と
の
ご
意
見
が
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
案

を
熟
読
し
て
い
た
だ
く
と
、
自
主
的
運
営
に
つ
い
て
じ
ゅ
ぷ
ん
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
考
え
て
い
る
。

本
案
は
、
大
学
自
身
の
自
覚
と
反
省
が
そ
の
骨
子
を
な
し
て
お
り
、
一
部
ご
心
配

の
向
き
が
あ
る
「
基
準
」
の
語
も
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
参
考
と
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
各
大
学
を
束
縛
す
る
意
味
の
も
の
で
は
な
く
、
大
学
運
営
協
議
会
の
項
も
大

学
が
自
主
的
に
管
理
運
営
の
改
善
を
図
る
た
め
の
一
構
想
を
示
し
た
も
の
で
、
さ
ら

に
、
法
制
化
促
進
と
と
ら
れ
が
ち
な
箇
所
も
、
案
全
般
を
精
読
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
よ
っ
て
そ
れ
が
法
制
化
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
く
、
大
学
が
大
学
自
身
の
手
に

｣畷、
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よ
っ
て
管
理
運
営
の
改
善
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い

た
だ
け
る
と
思
う
。

次
に
、
比
較
的
問
題
の
多
か
っ
た
項
目
と
し
て
は
、
学
長
選
挙
、
協
議
会
、
不
利

益
処
分
お
よ
び
運
営
協
議
会
等
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
問
題
点
の
取
り
扱
い
方

と
し
て
は
、

一
、
誤
解
さ
れ
や
す
い
点
は
、
別
に
会
長
談
話
を
も
っ
て
補
足
説
明
し
、
こ
れ
を
明

ら
か
に
す
る

二
、
修
正
の
必
要
が
あ
る
点
は
修
正
す
る

三
、
そ
の
他
の
点
は
、
記
録
に
と
ど
め
て
将
来
の
参
考
に
す
る

等
の
方
法
に
よ
り
ま
と
め
て
ゆ
き
た
い
。
ま
た
、
本
総
会
の
進
め
方
と
し
て
は
、
今

日
一
日
、
各
大
学
の
ご
意
見
を
じ
ゆ
う
ぷ
ん
に
伺
っ
た
上
、
そ
の
整
理
と
ま
と
め
は

第
一
常
置
委
員
会
に
一
任
し
て
も
ら
っ
て
は
ど
う
か
と
の
考
え
を
持
っ
て
い
る
。

な
お
が
協
議
に
入
る
に
当
り
、
本
案
に
は
こ
れ
を
貫
い
て
い
る
考
え
方
が
あ
る
の

で
単
な
る
思
い
付
き
で
修
正
さ
れ
る
こ
と
は
首
尾
一
貫
を
欠
く
結
果
を
招
く
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
ま
ず
議
事
の
進
め
方
か
ら
検
討
を
願
い
た
い
。

つ
い
で
会
長
か
ら
、
今
回
の
談
話
は
、
前
述
の
と
お
り
こ
の
報
告
案
が
内
部
に
向

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
社
会
に
対
し
て
も
こ
の
趣
旨
を
説
明
し
、

誤
解
を
防
ぐ
た
め
に
発
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
形
と
し
て
は
前
回
の
談
話
を
受
け
て

た
つ
も
の
で
あ
る
旨
の
補
足
説
明
が
あ
っ
た
後
、
平
沢
第
一
常
置
委
員
長
の
報
告
な

ら
び
に
説
明
を
了
承
し
、
提
案
ど
お
り
議
事
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
各
項
目
別
の
協

議
に
入
っ
た
。

協
議
は
、
比
較
的
問
題
の
多
か
っ
た
学
長
選
挙
、
協
議
会
、
不
利
益
処
分
お
よ
び

国
立
大
学
の
役
割
等
の
各
項
目
ご
と
に
平
沢
第
一
常
置
委
員
長
か
ら
説
明
が
あ
っ
た

後
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
活
発
な
意
見
の
交
換
な
ら
び
に
質
疑
応
答
が
行
な
わ
れ

た
。

６
役
員
会
（
第
一
一
十
五
回
総
会
第
二
曰
）

〈
録
孕
ｑ
、

｛關》

日
時
昭
和
三
十
七
年
九
月
十
五
日
（
士
）
午
前
十
時
十
五
分
’

十
時
五
十
五
分

０

壹
慰

｛慰

（１１）



鰯

場
所
日
本
学
術
会
議
控
室

茅
会
長
主
宰
の
下
に
開
会

会
長
か
ら
、
中
間
報
告
の
審
議
を
行
な
う
に
当
っ
て
、
ま
ず
会
長
談
話
の
内
容
を

検
討
し
て
い
た
だ
き
、
こ
れ
と
の
関
連
に
お
い
て
報
告
案
修
正
の
要
否
を
審
議
し
た

い
旨
を
述
べ
つ
い
で
平
沢
第
一
常
置
委
員
長
か
ら
同
委
員
会
で
検
討
さ
れ
た
中
間

報
告
案
の
修
正
点
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
。

Ｈ
不
利
益
処
分
の
項
中
「
参
考
し
て
」
を
「
慎
重
に
考
慮
し
て
」
に
改
め
る
。

ロ
新
た
に
「
附
置
研
究
所
」
の
項
を
「
教
授
会
の
地
位
お
よ
び
権
限
」
の
あ
と

に
加
え
る
。

口
「
ま
え
が
き
」
の
末
尾
に
「
単
科
大
学
」
に
つ
い
て
附
言
す
る
。

以
上
に
つ
い
て
協
議
の
結
果
、
会
長
談
話
案
の
一
部
を
修
正
の
う
え
、
総
会
に
提

案
す
る
こ
と
と
し
た
。

７
第
一
常
置
委
員
会
議
事
要
録
（
第
一
一
十
五
回
総
会

第
一
曰
終
了
後
）

日
時
昭
和
三
十
七
年
九
月
十
四
日
（
金
）
午
後
四
時

場
所
日
本
学
術
会
議
控
室

出
席
者

平
沢
委
員
長
主
宰
の
下
に
開
会

一
、
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
中
間
報
告
案
の
修
正
に
つ
い
て

右
に
つ
き
平
沢
委
員
長
か
ら
、
本
朝
以
来
の
総
会
に
お
け
る
審
議
経
過
に
基
づ

き
検
討
を
要
す
る
点
に
つ
い
て
協
議
を
願
い
た
い
旨
を
述
べ
協
議
の
結
果
そ
れ

ぞ
れ
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
こ
と
と
し
、
明
日
の
総
会
に
提
案
す
る
第
一
常
置
委

員
会
と
し
て
の
修
正
案
を
決
定
し
た
。

Ｈ
法
制
化
促
進
と
誤
ら
れ
や
す
い
語
句
に
つ
い
て

会
長
談
話
に
お
い
て
、
早
急
な
法
制
化
を
容
認
す
る
意
味
で
は
な
い
旨
を
明

確
に
す
る
。

ロ
「
協
議
会
」
の
項
に
つ
い
て

露

イ

…
薇
鰄
一

８
第
一
一
十
五
回
総
会
議
事
要
録
（
第
二
曰
）

原
案
の
ま
ま
と
す
る
。

国
「
考
慮
の
余
地
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
の
語
句
に
つ
い
て

原
文
の
ま
ま
と
す
る
。

四
「
教
員
の
不
利
益
処
分
」
の
項
に
つ
い
て

本
項
中
「
教
授
会
の
意
見
を
参
考
し
て
」
を
「
教
授
会
の
意
見
を
慣
重
に
考

慮
し
て
」
に
改
め
る
。

㈲
「
国
立
大
学
協
会
の
役
割
」
の
項
中
「
仮
称
大
学
運
営
協
議
会
」
に
つ
い
て

原
案
の
ま
ま
と
す
る
が
、
会
長
談
話
に
お
い
て
、
仮
称
大
学
運
営
協
議
会
に
つ

い
て
は
本
案
に
拘
束
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
設
立
準
備
委
員
会
で
そ
の
任

務
、
構
成
等
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
旨
を
述
べ
る
こ

と
と
す
る
。

な
お
、
修
正
案
の
委
員
会
に
お
け
る
承
認
に
伴
い
、
会
長
談
話
の
具
体
案
を
明
日

の
総
会
に
提
案
す
る
こ
と
を
了
承
し
、
明
日
の
総
会
開
会
前
に
こ
の
た
め
の
委
員
会

を
開
く
こ
と
を
了
承
し
た
。

日
時
昭
和
三
十
七
年
九
月
十
五
日
（
士
）
午
前
十
時
ｌ
午
後
三
時

場
所
日
本
学
術
会
議
講
堂

茅
会
長
議
長
席
に
つ
き
開
会
を
宣
す
。

｜
、
国
立
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
中
間
報
告
案
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
案
を
審
議
す
る
に
当
り
、
昨
日
の
総
会
で
そ
の
取
り
扱
い
方
法

を
協
議
願
っ
た
と
こ
ろ
、
修
正
す
べ
き
点
は
修
正
し
、
重
要
な
点
は
会
長
談
話
で

補
い
、
残
余
の
意
見
は
記
録
に
と
ど
め
て
保
存
す
る
と
い
う
こ
と
で
了
承
を
得
た

が
、
こ
の
た
め
、
総
会
を
一
時
休
会
に
し
て
、
役
員
会
で
会
長
談
話
案
を
検
討
し

た
い
旨
を
諮
り
、
異
議
な
く
、
十
時
十
五
分
総
会
は
一
時
休
会
と
な
っ
た
。

十
時
五
十
五
分
再
開
、
ま
ず
会
長
談
話
案
が
披
露
さ
れ
た
後
会
長
か
ら
、
こ
の

談
話
案
は
こ
れ
か
ら
行
な
う
中
間
報
告
案
の
審
議
の
次
第
に
よ
っ
て
は
当
然
そ
の

内
容
が
変
っ
て
く
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
応
こ
の
談
話
案
を
考
慮
の
う
え
で
、

今
後
の
中
間
報
告
案
の
審
議
を
進
め
ら
れ
た
い
旨
を
述
べ
つ
い
で
平
沢
第
一
常

鰯

蕊
尹

Ｕ

鱗
》

鰯
》

（１２）



｝蕊3

日
時
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
十
五
日
（
木
）
午
前
九
時
三
十
分
’

十
時

場
所
日
本
学
術
会
議
控
室

議
題
総
会
の
運
営
に
つ
い
て

出
席
者
会
長
、
各
副
会
長
、
各
理
事
、
各
監
事
、
各
常
置
委
員
会
委
員

長

茅
会
長
主
宰
の
下
に
開
会

一
、
議
事
日
程
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
第
二
十
六
回
総
会
の
議
事
日
程
に
つ
い
て
別
紙
に
よ
り
説
明
が
あ

り
、
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

二
、
文
部
大
臣
に
対
す
る
申
し
入
れ
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
が
去
る
十

月
十
五
日
に
発
表
さ
れ
た
の
で
当
協
会
と
し
て
こ
の
際
何
ら
か
の
意
思
表
示
を

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
両
副
会
長
と
も
相
談
の
上
、
十
一
月
二
日
平
沢

副
会
長
と
共
に
そ
れ
ぞ
れ
東
京
、
京
都
大
学
長
な
ら
び
に
協
会
の
会
長
、
副
会
長

の
資
格
を
も
っ
て
文
部
大
臣
に
面
会
し
、
別
紙
の
と
お
り
一
一
一
ケ
条
の
申
し
入
れ
を

行
な
っ
た
の
で
追
認
願
い
た
い
。
な
お
、
そ
の
際
大
臣
は
、
右
の
申
し
入
れ
に
対

し
、
Ｈ
の
基
本
的
見
解
に
つ
い
て
は
、
大
学
当
局
の
考
え
方
で
あ
る
の
で
批
判
の

限
り
で
は
な
い
。
ロ
の
文
部
大
臣
の
拒
否
権
に
つ
い
て
は
、
中
央
教
育
審
議
会
の

９
役
員
会
（
第
一
一
十
六
回
総
会
第
一
曰
）

置
委
員
長
か
ら
、
同
委
員
会
提
出
の
修
正
案
に
つ
い
て
説
明
が
行
な
わ
れ
た
。

こ
れ
に
つ
づ
い
て
中
間
報
告
案
、
会
長
談
話
案
の
討
議
に
入
り
、
活
発
な
意
見

の
交
換
な
ら
び
に
質
疑
応
答
が
行
な
わ
れ
た
後
、
中
間
報
告
案
に
つ
い
て
は
第
一

常
置
委
員
会
提
出
の
修
正
案
を
そ
の
ま
ま
、
ま
た
、
会
長
談
話
案
に
つ
い
て
は
仮

称
大
学
運
営
協
議
会
設
置
の
た
め
の
設
立
準
備
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
を
も
含
め

て
い
ず
れ
も
万
場
一
致
を
も
っ
て
承
認
さ
れ
た
。
な
お
前
記
二
件
の
承
認
に
伴
う

資
料
の
整
理
、
保
存
に
つ
い
て
は
第
一
常
置
委
員
会
で
検
討
す
る
こ
と
を
併
せ
て

了
承
し
た
。

｣へ

、

●
喬
一
鋼

10 答
申
を
尊
重
し
、
法
律
に
は
書
か
な
い
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
曰
に
つ
い
て
は
、

諮
問
し
た
以
上
、
そ
の
答
申
を
尊
重
し
て
措
置
を
と
る
こ
と
が
文
部
大
臣
と
し
て

の
責
任
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
施
に
際
し
て
は
慎
重
に
扱
う
考
え
で
あ
る
と
の
回

答
で
あ
っ
た
旨
の
説
明
が
あ
り
、
異
議
な
く
追
認
さ
れ
た
。

三
、
会
長
談
話
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
一
橋
大
学
、
東
京
教
育
大
学
そ
の
他
か
ら
こ
の
際
協
会
と
し
て
何

ら
か
の
意
思
表
示
を
す
べ
き
で
あ
る
と
の
要
望
が
あ
り
、
個
人
と
し
て
も
そ
の
必

要
性
を
感
じ
て
い
た
の
で
別
紙
の
よ
う
な
会
長
談
話
を
発
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て

意
見
を
伺
い
た
い
旨
を
述
べ
各
役
員
か
ら
活
発
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の

結
果
、
｜
応
談
話
を
発
表
す
る
こ
と
と
し
て
総
会
の
意
見
を
き
き
、
文
案
に
つ
い

て
は
昼
食
時
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

四
大
学
運
営
協
議
会
（
仮
称
）
準
備
委
員
会
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
右
の
委
員
会
で
作
成
さ
れ
た
「
大
学
運
営
協
議
会
（
仮
称
）
の
問
題

点
」
な
ら
び
に
同
審
議
日
程
（
案
）
が
示
さ
れ
、
本
日
は
こ
れ
に
つ
い
て
各
大
学

長
の
個
人
的
な
意
見
を
き
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
後
各
大
学
が
慎
重

な
検
討
を
加
え
、
全
国
立
大
学
の
理
解
と
協
力
に
よ
っ
て
発
足
に
ま
で
漕
ぎ
つ
け

た
い
旨
が
述
べ
ら
れ
、
意
見
の
申
出
締
切
を
十
一
一
月
一
一
十
一
一
日
に
修
正
の
上
総
会

に
提
案
す
る
こ
と
を
了
承
し
た
。

五
、
総
会
提
出
案
件
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
左
記
の
二
件
を
総
会
に
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
諮
り
、
明
十
六

日
の
総
会
に
提
出
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

Ｈ
第
五
常
置
委
員
会
提
出
の
「
要
望
書
」

ロ
金
沢
大
学
そ
の
他
よ
り
提
出
の
「
新
設
、
旧
設
大
学
の
格
差
解
消
に
つ
い
て
」

六
、
そ
の
他

松
坂
委
員
か
ら
最
近
各
方
面
か
ら
総
会
の
議
事
を
公
開
し
て
ほ
し
い
旨
の
要
望

が
あ
る
の
で
考
慮
さ
れ
た
い
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。

役
員
会
（
第
一
一
十
六
回
総
会
第
一
曰
昼
食
時
）

日
時
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
十
五
日
（
木
）
午
後
○
時
三
十
分
Ｉ

蝿

慰
９

②

鰯

－－

鋼
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鱗
一勺

1１

一
時
四
十
一
分
お
よ
び
午
後
の
審
議
中
総
会
を
一
時
休
憩
の
上
開

催

場
所
日
本
学
術
会
議
控
室

議
題
会
長
談
話
に
つ
い
て

出
席
者
会
長
、
各
副
会
長
、
各
理
事
、
各
監
事
、
各
常
置
委
員
会
委
員

長
茅
会
長
主
宰
の
下
に
開
会

会
長
談
話
案
文
に
つ
い
て
各
役
員
か
ら
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
が
成
案
を
得
る
に
至

ら
ず
、
残
余
の
修
正
に
つ
い
て
は
専
門
委
員
に
依
頼
し
、
そ
の
成
文
に
つ
い
て
さ
ら

に
後
刻
審
議
す
る
こ
と
と
し
た
。

午
後
総
会
を
一
時
休
憩
と
し
て
開
催
さ
れ
た
役
員
会
に
お
い
て
前
記
専
門
委
員
に

よ
る
修
正
案
を
審
議
の
果
結
、
原
文
ど
お
り
承
認
さ
れ
、
本
案
を
総
会
に
提
出
す
る

こ
と
と
し
た
。日
時
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
十
六
日
（
金
）
午
後
零
時
四
十
分

場
所
日
本
学
術
会
議
控
室

出
席
者
会
長
、
各
副
会
長
、
各
理
事
、
各
監
事
、
各
常
置
委
員
会
委
員

長

茅
会
長
主
宰
の
下
に
開
会

一
、
傍
聴
許
可
申
し
入
れ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
傍
聴
許
可
に
つ
い
て
各
大
学
か
ら
申
し
入
れ
が
あ
る
の
で
検
討
を

願
い
た
い
旨
を
述
べ
、
各
役
員
か
ら
活
発
な
意
見
の
開
陳
が
あ
っ
た
。
そ
の
結

果
、
傍
聴
を
許
す
か
否
か
に
つ
い
て
は
第
一
常
置
委
員
会
に
白
紙
の
形
で
そ
の
検

討
を
付
託
し
、
同
委
員
会
の
結
論
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
次
回
の
総
会
で
協
議
す

る
こ
と
と
し
た
。

二
、
新
制
大
学
と
旧
制
大
学
と
の
格
差
に
つ
い
て
の
要
望
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
金
沢
大
学
ほ
か
八
大
学
か
ら
別
紙
の
と
お
り
要
望
書
が
提
出
さ
れ

て
い
る
が
、
内
容
と
し
て
は
各
常
置
委
員
会
に
も
関
連
す
る
の
で
、
こ
の
提
案
の

扱
い
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
・
て
第
五
常
置
委
員
会
で
検
討
願
い
、
そ
の
結
論
を
次

可
曰 役

員
会
（
第
一
一
十
六
回
総
会
第
一
一
曰
昼
食
時
）

ヴ

寿
｜
織
一

1２ 回
の
総
会
に
か
け
る
こ
と
に
し
て
は
い
か
が
か
を
諮
り
、
異
議
な
く
了
承
さ
れ

た
。

三
、
一
般
教
育
の
問
題
の
検
討
に
つ
い
て
Ｊ

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
地
区
的
に
検
討
し
て
い
る
が
、
全
体
的
に
取
り
上
げ

て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
要
望
も
あ
る
。
日
米
科
学
合
同
委
員
会
で
も
一
般

教
育
問
題
を
取
り
入
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
で
も
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
も
必

要
で
あ
る
。日
時
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
十
五
日
（
木
）
午
前
十
時

場
所
日
本
学
術
会
議
講
堂

出
席
者
各
国
立
大
学
長

茅
会
長
議
長
席
に
つ
き
開
会
を
宣
す
。

｜
、
議
事
日
程
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
総
会
の
議
事
日
程
に
つ
い
て
、
別
紙
に
よ
り
説
明
が
あ
り
、
原

案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

二
、
会
員
の
交
替
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
前
総
会
以
後
に
お
け
る
会
員
の
交
替
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
紹

介
さ
れ
た
。

大
学
名

新
学
長

旧
学
長

北
海
道
学
芸
大
学
長

三
井

透
武
田
一
郎

福
島
大
学
長

服
部
英
太
郎

阿
部
久
治

山
梨
大
学
長

福
田
邦
三

湯
地

孝
（
学
長
事
務
取
扱
）

三
、
「
国
立
大
学
協
会
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
中
間
報
告
」
の
送
付
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
右
に
つ
い
て
は
各
国
立
大
学
宛
に
送
付
し
た
ほ
か
左
記
宛
そ
れ
ぞ

れ
送
付
し
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

文
部
大
臣

荒
木
万
寿
夫

中
央
教
育
審
議
会
長
天
野
貞
裕

第
二
十
六
回
総
会
議
事
要
録
（
第
一
曰
）

鰯

騨
、

、

鰯
》

霞
》

（１４）



蝿

日
本
学
術
会
議
会
長
和
達
情
夫

大
学
基
準
協
会
会
長
大
泉

孝

衆
議
院
文
教
委
員
会

参
議
院
文
教
委
員
会

四
中
央
教
育
審
議
会
の
中
間
報
告
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
中
央
教
育
審
議
会
の
中
間
報
告
は
去

る
十
月
十
五
日
の
同
審
議
会
総
会
で
採
択
さ
れ
た
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

五
、
文
部
大
臣
に
対
す
る
申
し
入
れ
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
前
記
の
と
お
り
中
央
教
育
審
議
会
で
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る

中
間
報
告
が
採
択
さ
れ
た
が
、
こ
の
間
本
協
会
の
見
解
と
中
央
教
育
審
議
会
の
そ

れ
と
の
間
に
微
妙
な
も
の
も
あ
る
の
で
、
こ
の
際
重
ね
て
本
協
会
の
基
本
的
見
解

を
明
示
し
、
そ
れ
が
従
来
か
ら
い
さ
さ
か
も
変
っ
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
置
く
た
め
、
去
る
十
一
月
一
一
日
平
沢
副
会
長
と
共
に
そ
れ
ぞ
れ
東
京
、
京
都
大

学
長
な
ら
び
に
協
会
の
会
長
、
副
会
長
の
資
格
を
も
っ
て
文
部
大
臣
に
面
会
し
、

別
紙
の
と
お
り
三
項
目
の
申
し
入
れ
を
行
な
っ
た
。
よ
っ
て
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

追
認
を
お
願
い
し
た
い
。
な
お
、
こ
の
申
し
入
れ
に
つ
い
て
大
臣
は
、
Ｈ
の
基
本

的
見
解
に
つ
い
て
は
、
大
学
当
局
の
考
葡
方
で
あ
る
か
ら
批
判
の
限
り
で
な
い
。

口
の
文
部
大
臣
の
拒
否
権
に
つ
い
て
は
、
中
央
教
育
審
議
会
の
答
申
を
尊
重
し
、

法
律
に
は
書
か
な
い
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
口
に
つ
い
て
は
、
諮
問
し
た
以
上
そ

の
答
申
を
尊
重
し
て
措
置
を
と
る
こ
と
が
文
部
大
臣
と
し
て
の
責
任
で
あ
る
。
し

か
し
、
実
施
に
際
し
て
は
慎
重
に
扱
う
考
え
で
あ
る
と
の
回
答
で
あ
っ
た
旨
の
説

明
が
あ
り
、
質
疑
応
答
の
後
異
議
な
く
追
認
さ
れ
た
。

六
、
会
長
談
話
に
つ
い
て

会
長
か
ら
大
学
の
管
理
運
営
問
題
に
対
す
る
そ
の
後
の
情
勢
推
移
に
対
処
し

て
、
こ
の
際
国
立
大
学
協
会
と
し
て
会
長
談
話
等
の
形
で
そ
の
態
度
を
表
明
し
た

い
と
考
え
て
い
る
が
、
可
否
に
つ
い
て
意
見
を
承
り
た
い
旨
を
述
べ
活
発
な
意

見
の
開
陳
が
あ
っ
た
。
そ
の
果
結
一
応
理
事
会
で
談
話
案
を
起
草
し
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
論
議
を
行
な
う
こ
と
と
し
た
。

七
、
大
学
運
営
協
議
会
（
仮
称
）
準
備
委
員
会
に
関
す
る
報
告
お
よ
び
同
委
員
会
の

作
成
に
係
る
大
学
運
営
協
議
会
（
仮
称
）
の
問
題
点
の
協
議

蝿

，

益繍一（縄

会
長
か
ら
、
大
学
運
営
協
議
会
（
仮
称
）
準
備
委
員
会
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

経
過
報
告
が
行
な
わ
れ
た
。

Ｈ
十
月
十
日
（
水
）
役
員
会
を
開
催
し
て
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。

イ
、
第
一
一
十
六
回
総
会
を
＋
｜
月
十
五
、
十
六
の
両
日
に
開
催
す
る
こ
と
。

ロ
、
準
備
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
構
成
メ
ン
バ
ー
を
次
の
十
一
一

名
と
す
る
こ
と
。

会
長
お
よ
び
両
副
会
長
の
ほ
か
、

北
海
道
東
北
地
区
北
海
道
学
芸
大
学
長
、
東
北
大
学
長

関
東
地
区
埼
玉
大
学
長
、
東
京
学
芸
大
学
長
、
東
京
工
業
大
学
長

「
中
部
地
区
名
古
屋
大
学
長

近
畿
地
区
大
阪
大
学
長

中
国
、
四
国
地
区
愛
媛
大
学
長

九
州
地
区
熊
本
大
学
長

ロ
第
一
回
準
備
委
員
会
を
十
一
月
二
日
（
金
）
に
開
催
し
、
こ
の
委
員
会
で
互

選
の
結
果
、
会
長
が
委
員
長
に
、
平
沢
副
会
長
が
副
委
員
長
に
選
任
さ
れ
た
。

ま
た
、
．
別
に
原
案
起
草
に
当
る
た
め
、
小
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
に
な
り
、

小
委
員
に
は
、
大
阪
大
学
長
、
名
古
屋
大
学
長
か
東
京
工
業
大
学
長
の
三
氏

に
、
専
門
委
員
と
し
て
は
、
東
京
大
学
団
藤
重
光
教
授
、
同
辻
清
明
教
授
、
同

武
田
隆
夫
教
授
、
京
都
大
学
田
畑
茂
二
郎
教
授
、
同
長
浜
政
寿
教
授
の
五
氏
に

お
願
い
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ほ
か
，
第
一
常
置
委
員
会
の
専
門
委
員
で
あ
る
東

京
大
学
雄
川
一
郎
教
授
に
も
連
絡
の
た
め
随
時
参
加
を
お
願
い
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

曰
第
一
回
小
委
員
会
を
十
一
月
八
日
（
木
）
午
後
三
時
よ
り
同
十
時
三
十
分
ま

で
開
催
し
、
運
営
協
議
会
の
大
綱
に
つ
い
て
審
議
を
行
な
っ
た
。

燭
第
一
一
回
小
委
員
会
を
十
一
月
十
日
（
士
）
午
後
一
時
よ
り
午
後
九
時
三
十
分

ま
で
開
催
し
、
運
営
協
議
会
（
仮
称
）
の
組
織
、
任
務
そ
の
他
具
体
的
内
容
に

つ
い
て
審
議
の
う
え
、
十
一
月
十
四
日
開
催
の
第
二
回
準
備
委
員
会
に
提
出
す

る
問
題
点
の
原
案
を
作
成
し
た
。

㈲
第
二
回
準
備
委
員
会
を
十
一
月
十
四
日
（
水
）
午
後
五
時
よ
り
開
催
し
、
小

委
員
会
に
お
い
て
作
成
の
原
案
を
審
議
し
た
結
果
、
別
紙
の
と
お
り
問
題
点
お

關
ロ

好

.￣句
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騨
一

1３ よ
び
審
議
日
程
に
つ
い
て
の
総
会
提
出
原
案
を
決
定
し
た
。

以
上
の
報
告
に
つ
づ
き
、
さ
ら
に
会
長
か
ら
、
大
学
運
営
協
議
会
（
仮
称
）
に

関
す
る
審
議
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
問
題
点
と
こ
れ
に
対
す
る
本
総
会
の
討
議
内

容
を
帰
学
後
説
明
願
っ
た
う
え
で
そ
れ
ぞ
れ
ご
検
討
い
た
だ
き
、
以
後
審
議
日
程

案
に
従
っ
て
成
案
を
得
た
い
考
え
で
あ
る
。
特
に
前
回
、
「
大
学
の
管
理
運
営
に

関
す
る
中
間
報
告
」
を
審
議
の
際
は
、
当
初
か
ら
あ
ま
り
成
案
に
近
い
も
の
を
示

し
た
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
の
批
判
も
あ
っ
た
の
で
、
今
回
は
ま
ず
問
題
点
を
お

示
し
し
て
検
討
願
う
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
た
旨
の
説
明
が
あ
り
、
審
議
手

続
き
に
つ
い
て
は
一
応
了
承
さ
れ
た
。

つ
い
で
問
題
点
の
審
議
に
入
る
に
先
立
ち
、
会
長
か
ら
、
本
審
議
は
そ
の
性
質

上
、
専
門
委
員
に
説
明
や
答
弁
を
お
願
い
す
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
ら
か
じ
め
了

承
を
得
て
置
き
た
い
。
ま
た
、
議
事
進
行
上
平
沢
準
備
委
員
会
副
委
員
長
に
議
長

の
補
佐
を
お
願
い
し
た
い
旨
を
述
べ
異
議
な
く
了
承
さ
れ
た
。

Ｈ
大
学
運
営
協
議
会
（
仮
称
）
の
名
称
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
名
称
に
つ
い
て
は
各
大
学
の
意
見
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
次
回

以
降
の
総
会
で
決
定
し
た
い
旨
を
諮
り
、
了
承
さ
れ
た
。

ロ
問
題
点
の
審
議

右
に
つ
き
会
長
お
よ
び
専
門
委
員
か
ら
、
各
項
目
毎
に
立
案
の
趣
旨
、
解
釈

等
に
つ
い
て
説
明
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
各
大
学
長
か
ら
質
疑
応

答
な
ら
び
に
活
発
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。

そ
の
結
果
、
問
題
点
に
つ
い
て
は
こ
の
ま
ま
の
形
で
各
大
学
へ
持
ち
帰
り
、

各
大
学
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
検
討
の
上
そ
の
意
見
を
ま
と
め
て
期
日
ま
で
に
報
告

す
る
こ
と
、
そ
の
際
、
た
と
え
少
数
意
見
で
あ
っ
て
も
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の

は
附
記
し
て
も
よ
い
こ
と
を
了
承
し
た
。

な
お
、
本
審
議
の
途
中
こ
れ
を
中
断
し
、
さ
き
に
議
題
六
に
お
い
て
了
承
さ
れ

て
い
た
会
長
談
話
案
を
議
題
と
し
て
審
議
の
結
果
、
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
、
本

日
の
総
会
終
了
後
新
聞
発
表
を
行
な
う
こ
と
を
了
承
し
た
。

鰯 第
一
一
十
六
回
総
会
議
事
要
録
（
第
一
一
旦

「

｜翻織」

日
時
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
十
六
日
（
金
）
午
前
十
時

場
所
日
本
学
術
会
議
講
堂

出
席
者
各
国
立
大
学
長

文
部
省
杉
江
管
理
局
長
、
安
達
人
事
課
長

茅
会
長
議
長
席
に
つ
き
開
会
を
宣
す
。

「
会
務
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
前
総
会
以
後
に
お
け
る
本
会
の
活
動
情
況
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
報
告
さ
れ
た
。

Ｈ
第
三
常
置
委
員
会
の
専
門
委
員
会
を
十
月
三
十
日
に
開
催

ロ
第
五
常
置
委
員
会
を
十
一
月
六
日
に
開
催
、
こ
れ
に
は
臨
時
委
員
と
し
て
、

山
形
、
茨
城
両
大
学
長
も
出
席
さ
れ
た
。
（
名
古
屋
工
業
大
学
に
お
い
て
）

口
第
七
常
置
委
員
会
を
十
一
月
一
日
に
開
催
（
東
京
学
芸
大
学
に
お
い
て
）

卿
十
一
月
十
四
日
、
第
二
、
第
一
一
一
、
第
六
各
常
置
委
員
会
開
催

二
参
考
資
料
配
布
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
参
考
資
料
と
し
て
、
次
の
と
お
り
配
布
し
て
あ
る
の
で
ご
覧
願
い

た
い
。
な
お
、
資
料
中
衆
、
参
両
院
の
文
数
委
員
等
名
簿
に
つ
い
て
は
、
各
大
学

所
在
地
区
別
出
身
の
国
会
議
員
を
対
象
と
し
て
活
動
さ
れ
る
際
ご
利
用
願
う
た
め

の
も
の
で
、
後
刻
、
杉
野
目
第
六
常
置
委
員
会
委
員
長
か
ら
報
告
が
あ
る
も
の
と

思
う
。
ま
た
、
災
害
科
学
の
総
合
的
研
究
（
中
間
報
告
）
は
、
長
谷
川
、
福
井
大

学
長
が
研
究
代
表
者
に
な
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
こ
れ
も
後
刻
説
明
を
お
願
い
す
る

予
定
で
あ
る
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。
｜

Ｈ
中
央
教
育
審
議
会
中
間
報
告
大
学
の
管
理
運
営
に
つ
い
て

一一
〃

大
学
の
入
学
試
験
に
つ
い
て

一一一
〃

大
学
の
設
置
お
よ
び
組
織
編
成
に
つ
い
て

回
国
立
大
学

国
立
文
教
施
設
の
緊
急
整
備
に
つ
い
て

国
（
文
部
省
科
学
研
究
）
災
害
科
学
の
総
合
研
究
班

災
害
科
学
の
総
合
的
研
究
（
中
間
報
告
）

､

/熟Ｉ 附
鍬
繍
蹴

ｑ
４
Ｕ

一
報
告
大
学
の
管
理
運
営
に
つ
い
て

大
学
の
入
学
試
験
に
つ
い
て

大
学
の
設
置
お
よ
び
組
織
編
成
に
つ
い
て

国
立
文
教
施
設
の
緊
急
整
備
に
つ
い
て

「
文
教
委
員
等
名
簿

鶴
≠－'

（１６）
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詞
イ
、
学
生
自
治
会
活
動
に
つ
い
て
（
中
間
報
告
）

ロ
コ
学
生
自
治
会
活
動
７
問
題
点
に
つ
い
て

べ
学
生
の
個
人
相
談
の
た
め
の
施
設
等
に
つ
い
て

三
、
国
立
文
教
施
設
整
備
に
つ
い
て

杉
江
管
理
局
長
か
ら
、
国
立
文
教
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
総
額
九
八
三
億

円
を
も
っ
て
五
ケ
年
計
画
を
樹
て
明
年
度
は
そ
の
う
ち
一
一
六
○
億
円
を
要
求
中
で

あ
る
。
本
年
は
一
三
○
億
で
あ
っ
た
の
で
倍
額
と
な
る
が
、
こ
れ
で
も
要
求
を
満

た
す
こ
と
は
困
難
な
上
、
予
算
の
全
額
獲
得
は
む
つ
か
し
い
の
で
各
大
学
の
協
力

を
お
願
い
し
た
い
。
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
国
立
大
学
協
会
と
連
絡
を
と

り
、
資
料
と
し
て
別
紙
の
と
お
り
「
国
立
文
教
施
設
の
緊
急
整
備
に
つ
い
て
」
を

作
成
し
、
こ
れ
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
記
載
し
た
の
で
各
方
面
に
理
解
し
て
い
た
だ
け
る

よ
う
本
資
料
を
活
用
し
て
有
効
適
切
な
運
動
を
お
願
い
し
た
い
。
ま
た
、
各
大
学

の
計
画
と
し
て
も
、
し
っ
か
り
し
た
長
期
計
画
を
作
っ
て
い
た
だ
か
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
ま
だ
こ
の
計
画
が
た
っ
て
い
な
い
大
学
が
多
い
。
そ
し
て
こ
の
各
大
学
の

具
体
的
計
画
と
合
わ
せ
て
全
体
的
長
期
計
画
を
固
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
長

期
計
画
を
も
う
一
度
新
た
に
練
り
直
す
こ
と
を
考
え
て
お
り
、
そ
の
作
業
を
今
年

度
一
杯
か
け
て
や
る
の
で
協
力
を
お
願
い
す
る
。
な
お
、
こ
の
た
め
の
基
礎
資
料

と
し
て
老
朽
建
物
の
強
度
測
定
、
不
足
坪
数
等
の
調
査
を
お
願
い
し
て
お
り
、
こ

れ
に
は
相
当
の
事
務
量
を
伴
う
が
、
是
非
必
要
な
資
料
で
あ
る
の
で
何
分
の
ご
配

慮
を
お
願
い
し
た
い
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
新
設
大
学
に
整
備
の

重
点
を
置
い
て
ほ
し
い
こ
と
、
基
準
、
単
価
を
実
状
に
合
う
よ
う
考
慮
し
て
ほ
し

い
こ
と
、
寄
宿
舎
に
対
す
る
考
慮
等
に
つ
い
て
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
質
疑
応
答
が

行
な
わ
れ
た
が
、
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
予
算
の
総
枠
を
増
す
た
め
に
各
大
学

に
お
い
て
も
そ
の
地
方
選
出
議
員
に
働
き
か
け
る
等
努
力
す
る
こ
と
を
了
承
し

た
。

四
、
教
官
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て

安
達
人
事
課
長
か
ら
、
本
年
度
の
人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
教
官
給
与
の
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
、
大
学
院
手
当
の
日
額
よ
り
調
整
額
へ
の
切
替
な
ら
び
に
増
額
要
求
、
研

究
費
の
増
額
お
よ
び
認
証
官
制
度
の
問
題
等
教
官
の
待
遇
改
善
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
大
学
院
手
当
は
、
他
Ｆ
教
官
と
の
格
差

挿､

￣
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が
固
定
化
し
て
き
て
望
ま
し
く
な
い
こ
と
、
学
生
数
に
対
す
る
教
官
定
数
の
問

題
、
教
養
部
の
位
置
づ
け
、
勤
勉
瓦
暫
定
両
手
当
、
地
域
給
の
問
題
等
に
つ
い
て

意
見
が
述
べ
ら
れ
、
質
・
疑
応
答
が
あ
っ
た
。

五
、
各
常
置
委
員
会
所
管
事
項
報
告

○
第
一
常
置
委
員
会
平
沢
委
員
長

前
総
会
以
後
特
別
に
委
員
会
を
開
催
し
て
い
な
い
が
、
先
般
発
表
さ
れ
た
中
央

教
育
審
議
会
の
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
答
申
と
本
協
会
の
中
間
報
告
と
の
相

違
点
に
つ
い
て
細
部
に
わ
た
っ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
る
の
で
適

当
な
機
会
に
検
討
を
始
め
た
い
。
な
お
、
中
間
報
告
作
成
の
際
に
各
大
学
か
ら
寄

せ
ら
れ
た
意
見
は
、
製
本
の
上
保
管
さ
れ
、
今
回
、
大
学
運
営
協
議
会
（
仮
称
）

の
問
題
点
作
成
に
当
っ
て
も
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

○
第
二
常
置
委
員
会
黒
川
委
員
長

別
紙
の
記
録
に
よ
る
。

○
第
七
常
置
委
員
会
高
坂
委
員
長

教
育
職
員
養
成
審
議
会
会
長
な
ら
び
に
教
育
大
学
協
会
会
長
を
兼
ね
て
い
る
関

係
か
ら
、
立
場
上
第
七
常
置
委
員
会
委
員
長
と
し
て
の
態
度
を
申
し
述
べ
た
い
。

十
一
月
一
日
に
第
七
常
置
委
員
会
を
開
催
し
た
。
丁
度
そ
の
頃
審
議
会
の
案
が

固
ま
り
か
け
て
い
た
の
で
秘
扱
い
の
関
係
上
要
点
の
み
を
申
し
上
げ
て
第
七
常
置

委
員
会
の
意
見
を
伺
っ
た
。
そ
の
際
検
討
願
っ
た
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ｈ
教
員
養
成
の
た
め
の
教
育
課
程
に
国
が
基
準
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て

第
七
常
置
委
員
会
に
お
け
る
お
お
よ
そ
の
意
見
は
、
資
格
を
与
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
の
基
準
が
定
め
ら
れ
る
の
は
や
む
を
得
な
い
。
し
か

し
あ
ま
り
細
か
い
点
ま
で
決
め
る
こ
と
は
、
大
学
教
育
と
し
て
好
ま
し
く
な
い

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
審
議
会
も
そ
の
線
で
進
め
て
ゆ
き
た
い
。

ロ
試
補
制
度
に
つ
い
て

イ
、
学
問
の
内
容
が
（
深
く
専
門
化
し
て
い
る
一
方
教
員
と
し
て
広
い
範
囲
の
も

の
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
た
め
大
学
と
し
て
の
研
究
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
も

っ
と
研
究
面
を
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
？
卒
業
後
研
修
で
き
る
よ

う
に
し
た
い
と
の
考
え
で
あ
る
。

ロ
Ｐ
教
育
実
習
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
四
年
に
三
ケ
月
が
実
習
に
充
て
ら

一
一
縄
。
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録－． れ
て
い
る
現
状
で
は
授
業
上
支
障
と
な
り
、
そ
の
要
請
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
よ

っ
て
在
学
中
は
基
本
的
な
も
の
だ
け
に
し
て
そ
の
他
は
試
補
期
間
に
ゆ
だ
ね

る
と
の
考
え
で
あ
る
。

な
お
ｐ
審
議
会
の
結
論
は
建
議
と
し
て
出
さ
れ
る
が
ァ
中
央
教
育
審
議
会

で
論
議
さ
れ
る
も
の
と
思
う
。
す
な
わ
ち
一
応
こ
の
形
で
文
部
大
臣
に
建
議

す
る
が
広
く
世
論
を
聞
か
れ
た
い
と
の
意
味
を
含
む
も
の
で
、
ま
た
案
が
な

い
と
困
る
で
あ
ろ
う
か
ら
と
の
こ
と
を
も
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
案
作
成
上
の
手
続
き
、
今
後
の
対
策
等
に
つ
い
て
意
見
が

述
べ
ら
れ
、
質
疑
応
答
が
あ
っ
た
。

○
第
三
常
置
委
員
会
都
崎
委
員
長

十
月
三
十
日
に
専
門
委
員
会
、
一
昨
日
常
置
委
員
会
を
開
い
た
。
大
き
な
問
題

と
し
て
は
、
中
央
教
育
審
議
会
が
学
生
の
厚
生
補
導
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
の

で
、
そ
れ
と
関
連
を
と
っ
て
活
動
し
て
行
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
中
央
教
育
審
議
会
で
は
、
審
議
の
資
料
と
し
て
、
さ
き
に
本
協
会
が
作

成
し
た
「
学
生
自
治
活
動
の
問
題
点
に
つ
い
て
」
を
使
用
し
た
い
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
の
で
提
供
し
た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
「
学
生
自
治
活
動
の
規
範
に
つ
い
て
」
を

も
希
望
し
て
き
た
。
本
資
料
は
秘
扱
い
と
な
っ
て
い
る
上
現
実
の
自
治
活
動
と
は

お
よ
そ
か
け
離
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
既
に
外
部
に
も
知
れ
て
い
る
の
で
提

供
を
承
諾
し
た
。

中
央
教
育
審
議
会
に
お
け
る
審
議
の
目
安
は
、
本
年
一
杯
か
来
年
始
め
頃
ま
で

に
大
筋
を
ま
と
め
た
い
と
の
こ
と
で
学
生
補
導
の
在
り
方
、
組
織
運
営
、
諸
活

動
の
各
項
目
に
整
理
す
る
由
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
委
員
会
と
し
て
は
、
学
生

部
の
組
織
が
ま
だ
は
っ
き
り
と
決
っ
て
い
な
い
上
適
任
者
の
獲
得
が
特
に
困
難
な

実
状
か
ら
、
こ
の
際
中
央
教
育
審
議
会
が
こ
の
組
織
運
営
に
つ
い
て
大
筋
を
か
く

あ
る
べ
し
と
述
べ
て
く
れ
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
と
判
断
し
、
同
審
議
会
の
委
員

で
あ
る
井
上
東
京
農
工
大
学
長
を
通
し
て
積
極
的
に
本
委
員
会
の
意
見
を
反
映
さ

せ
る
こ
と
と
し
た
。

次
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
ま
ず
各
大
学
の

実
状
を
調
査
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
専
門
委
員
、
文
部
省
関

係
官
と
相
談
の
上
先
般
ご
調
査
願
っ
た
「
学
生
の
個
人
相
談
の
た
め
の
施
設
等
に

籔
鰯
）

つ
い
て
」
の
案
を
作
成
し
た
。
こ
れ
に
対
す
る
回
答
は
七
十
二
の
大
学
全
部
か
ら

あ
っ
た
の
で
、
別
冊
の
と
お
り
と
り
ま
と
め
資
料
と
し
て
お
手
許
に
配
付
し
た
次

第
で
あ
る
。
な
お
、
カ
ウ
セ
リ
ン
グ
担
当
者
と
し
て
、
講
師
七
十
二
名
を
来
年
度

の
予
算
要
求
に
文
部
省
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
例
年
九
州
大
学
で
行
な

わ
れ
て
い
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
講
習
会
は
、
昨
年
同
大
学
に
集
団
力
学
の
講
座

が
設
け
ら
れ
、
本
年
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
講
座
が
設
置
さ
れ
た
が
受
講
者
は
わ

ず
か
十
名
と
少
な
い
の
で
今
後
共
協
力
を
お
願
い
す
る
。

○
第
四
常
置
委
員
会

北
村
委
員
長
が
都
合
に
よ
り
退
席
の
た
め
代
わ
っ
て
岡
田
委
員
か
ら
、
委
員
会

と
し
て
特
に
報
告
す
る
事
項
は
な
い
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

○
第
五
常
置
委
員
会
赤
堀
委
員
長

本
委
員
会
は
、
大
学
問
の
連
絡
協
力
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
た
が
、
第
一
一
十

四
回
総
会
の
折
、
組
織
編
成
に
つ
い
て
も
担
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
た
め
、
六
月

十
日
以
後
四
回
の
委
員
会
を
開
催
し
て
こ
の
問
題
を
討
議
し
た
。
し
か
し
問
題
が

難
し
い
た
め
、
全
体
と
し
て
は
は
っ
き
り
し
た
結
論
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
十
一

月
六
日
、
山
形
、
茨
城
両
大
学
長
を
臨
時
委
員
と
し
て
ご
出
席
い
た
だ
き
、
文
理

学
部
の
問
題
、
講
座
制
と
学
科
目
制
の
問
題
お
よ
び
新
設
大
学
に
修
士
課
程
を
置

く
問
題
を
検
討
し
た
。
文
理
学
部
の
問
題
は
以
前
か
ら
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
た

ま
た
ま
中
央
教
育
審
議
会
で
出
さ
れ
た
結
論
に
納
得
で
き
な
い
点
も
あ
り
、
個
々

の
大
学
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
事
情
が
異
な
る
と
こ
ろ
か
ら
簡
単
に
結
論
を
出
す
こ

と
が
難
し
く
、
し
た
が
っ
て
今
後
は
実
際
に
文
理
学
部
を
持
つ
大
学
間
で
検
討
願

う
こ
と
に
な
っ
た
。
大
学
の
性
格
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
問
題
が
あ
り
、
格
差
が

つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
反
対
の
意
向
が
強
か
っ
た
。
検
討
の
結
果
は
、
大
学
院
が
研

究
活
動
の
面
で
差
が
あ
る
の
は
い
た
し
か
た
な
い
と
し
て
も
、
大
学
院
が
あ
る
こ

と
で
学
部
間
に
格
差
を
つ
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
結
論
に
な
っ
た
。
ま
た
、
新

設
大
学
に
修
士
課
程
を
設
置
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
別
紙
の
と
お
り
要
望
書
案
を

作
成
し
た
の
で
ご
検
討
願
い
た
い
。

以
上
の
報
告
に
対
し
、
要
望
書
案
中
一
部
表
現
が
適
当
で
な
い
と
の
意
見
が
出

さ
れ
ぃ
指
摘
の
点
に
つ
い
て
は
委
員
会
で
修
正
す
る
こ
と
と
し
て
、
要
望
書
提
出

に
つ
い
て
は
承
認
さ
れ
た
。
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雨

さ
ら
に
赤
堀
委
員
長
か
ら
、
組
織
編
成
の
問
題
を
今
後
共
担
当
す
る
こ
と
に
な

る
と
？
今
の
ま
ま
で
は
委
員
会
と
し
て
負
担
が
重
い
の
で
近
い
将
来
そ
の
点
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。

○
第
六
常
置
委
員
会
杉
野
目
委
員
長

第
二
十
四
回
の
総
会
で
決
議
さ
れ
た
教
官
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て
の
要
望
書

は
、
十
月
一
一
十
六
日
茅
会
長
と
共
に
人
事
院
総
裁
な
ら
び
に
佐
藤
人
事
官
を
訪

れ
、
趣
旨
説
明
を
行
な
っ
た
。
そ
の
他
の
要
望
書
に
つ
い
て
は
茅
会
長
と
同
道
で

大
蔵
大
臣
に
説
明
し
た
。
ま
た
、
文
教
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
は
別
冊
の
と
お
り

白
書
を
作
成
し
、
報
道
関
係
者
に
も
発
表
、
説
明
を
行
な
っ
た
ｐ
委
員
会
と
し
て

は
、
十
四
日
に
常
置
委
員
会
を
開
催
し
、
当
面
す
る
財
政
諸
問
題
に
つ
い
て
意
見

を
交
換
し
た
。
特
に
近
く
中
央
教
育
審
議
会
が
財
政
に
つ
い
て
検
討
を
始
め
る
の

で
第
六
常
置
委
員
会
と
し
て
も
準
備
す
べ
き
で
あ
る
と
の
注
意
も
あ
り
、
文
部
省

か
ら
安
嶋
会
計
課
長
の
出
席
を
も
願
っ
て
、
戦
前
の
特
別
会
計
制
度
、
寄
付
金

（
委
託
経
理
）
取
り
扱
い
の
簡
素
化
等
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
な
お
、
会
計
課
長

か
ら
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
各
大
学
の
要
望
等
も
伺
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
た

い
。
ま
た
委
員
会
の
際
他
省
庁
と
の
研
究
費
の
調
整
等
の
関
係
か
ら
も
、
大
学
の

財
政
に
つ
い
て
は
、
一
般
と
違
っ
た
能
率
的
な
方
法
が
な
い
か
研
究
費
の
名
目
を

変
え
る
等
検
討
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望
も
あ
っ
た
旨
報
告
さ
れ
た
。

六
、
災
害
科
学
の
総
合
的
研
究
（
中
間
報
告
）
に
つ
い
て

第
十
九
回
総
会
に
長
谷
川
福
井
大
学
長
か
ら
提
案
さ
れ
、
そ
れ
を
契
機
と
し
て

実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
右
の
総
合
研
究
に
つ
い
て
、
同
研
究
班
の
責
任
者
で

あ
る
長
谷
川
大
学
長
か
ら
、
別
冊
の
資
料
に
よ
り
詳
細
な
報
告
が
行
な
わ
れ
た
。

七
、
新
制
大
学
と
旧
制
大
学
と
の
格
差
の
件
に
つ
い
て
の
要
望
に
つ
い
て

金
沢
大
学
ほ
か
八
大
学
か
ら
提
出
さ
れ
た
右
の
要
望
書
に
つ
い
て
、
藤
岡
埼

玉
、
石
橋
金
沢
両
大
学
長
か
ら
趣
旨
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
後
会
長
か
ら
本
件

に
つ
い
て
役
員
会
で
そ
の
取
り
扱
い
を
協
議
し
た
と
こ
ろ
、
特
別
委
員
会
に
付
託

し
て
は
と
の
意
見
も
あ
っ
た
が
、
各
常
置
委
員
会
と
の
関
連
も
あ
り
す
ぐ
結
論
を

出
す
の
は
時
期
尚
早
で
あ
る
と
の
見
地
か
ら
、
こ
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
検
討

を
第
五
常
置
委
員
会
に
付
託
し
へ
そ
の
結
果
を
二
月
の
総
会
で
協
議
し
よ
う
と
の

結
論
に
な
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
り
、
異
議
な
く
了
承
さ
れ
た
。
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八
、
国
立
大
学
協
会
総
会
の
公
開
可
否
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
総
会
は
従
来
非
公
開
で
あ
っ
た
が
、
第
二
十
五
回
の
総
会
以
来
、

議
題
の
性
質
上
傍
聴
の
希
望
者
が
多
く
な
り
、
今
回
も
あ
っ
た
。
よ
っ
て
そ
の
可

否
に
つ
い
て
役
員
会
で
協
議
の
結
果
、
本
件
も
す
ぐ
結
論
を
出
す
こ
と
は
困
難
な

の
で
、
第
一
常
置
委
員
会
で
検
討
の
上
、
そ
の
原
案
に
つ
い
て
一
一
月
の
総
会
で
検

討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
と
の
結
論
で
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
あ
り
、
異
議
な
く
了
承

さ
れ
、
意
見
は
第
一
常
置
委
員
会
へ
出
す
こ
と
と
し
た
。

日
時
昭
和
一
一
一
十
八
年
一
月
二
十
六
日
（
土
）
午
前
九
時
三
十
分

場
所
日
本
学
術
会
議
控
室

議
題
総
会
の
運
営
に
つ
い
て

出
席
者
会
長
、
各
副
会
長
、
各
理
事
、
各
監
事
、
各
常
置
委
員
会
委
員

長

茅
会
長
主
宰
の
下
に
開
会

「
議
事
日
程
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
第
二
十
七
回
総
会
の
議
事
日
程
に
つ
い
て
別
紙
に
よ
り
説
明
が
あ

り
、
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

二
、
傍
聴
許
可
の
申
し
入
れ
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
総
会
を
傍
聴
し
た
い
旨
日
本
教
職
員
組
合
よ
り
申
し
入
れ
が
あ

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
諮
り
、
協
議
の
結
果
、
許
し
た
前
例
が
な
い
の
で
従
来
ど
お

り
お
断
わ
り
す
る
こ
と
と
し
た
。

三
、
会
員
お
よ
び
委
員
長
の
交
替
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
前
総
会
以
後
に
お
け
る
会
員
お
よ
び
委
員
長
の
交
替
に
つ
い
て
次

の
と
お
り
紹
介
さ
れ
た
。

Ｈ
会
員
の
交
替

大
学
名

新
学
長

旧
学
長

長
崎
大
学

和
泉
成
之

北
村
精
一

口
委
員
長
の
交
替

役
員
会
（
第
二
十
七
回
総
会
）

一
一
慰
一
色
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鱗
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委
員
会
名

新
委
員
長

旧
委
員
長

第
四
常
置
委
員
会
遠
城
寺
九
州
大
学
長
北
村
長
崎
大
学
長

四
、
今
総
会
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
今
総
会
の
開
催
に
つ
い
て
は
、
当
然
役
員
会
に
お
諮
り
す
べ
き
で

あ
っ
た
が
、
年
末
で
も
あ
り
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
経
緯
に
つ
い
て
説
明
の
上

了
承
を
得
た
い
旨
を
述
べ
了
承
さ
れ
た
。

五
、
会
長
談
話
発
表
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
総
会
終
了
後
会
長
談
話
を
発
表
す
る
の
が
よ
い
と
思
い
別
紙
の

と
お
り
案
（
一
応
読
み
あ
げ
る
）
を
作
成
し
た
の
で
ご
検
討
願
い
た
い
。
な
お
、

談
話
は
規
程
案
と
共
に
発
表
す
る
も
の
で
あ
る
旨
を
述
べ
協
議
の
結
果
、
そ
の

一
部
を
修
正
の
上
総
会
に
提
案
す
る
こ
と
と
し
た
。

1５

日
時
昭
和
三
十
八
年
一
月
二
十
六
日
（
士
）
午
前
十
時

場
所
日
本
学
術
会
議
講
堂

出
席
者
各
国
立
大
学
長
（
富
山
、
金
沢
、
東
京
工
業
、
大
阪
、
大
阪
学

芸
、
和
歌
山
、
熊
本
各
大
学
長
代
理
）

茅
会
長
議
長
席
に
つ
き
開
会
を
宣
す

会
長
か
ら
、
大
学
の
管
理
運
営
の
問
題
が
微
妙
な
時
期
を
迎
え
て
い
た
が
、
幸
い

今
国
会
に
は
提
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
決
定
に
つ
い
て
は
政
府
に

深
く
敬
意
を
表
し
た
い
。
と
共
に
本
協
会
と
し
て
も
こ
の
際
大
学
運
営
協
議
会
（
仮

称
）
を
発
足
さ
せ
て
、
自
主
的
改
善
の
万
全
を
期
し
た
い
旨
を
述
べ
た
。

「
議
事
日
程
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
日
の
総
会
は
別
紙
日
程
の
と
お
り
運
営
す
る
こ
と
に
役
員
会
の

了
承
を
得
た
。
な
お
、
今
回
の
総
会
は
、
ご
案
内
申
し
上
げ
た
と
お
り
の
事
情
、

す
な
わ
ち
、
予
定
に
よ
れ
ば
一
月
十
九
日
に
運
営
協
議
会
（
仮
称
）
案
を
得
て
、

こ
れ
を
各
大
学
に
送
付
し
、
ご
検
討
願
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
疑
義
や
誤
解

の
残
る
懸
念
も
あ
り
、
こ
の
た
め
各
大
学
の
意
見
取
り
ま
と
め
に
支
障
が
あ
っ
て

も
如
何
が
か
と
存
じ
た
の
で
、
右
の
予
定
を
変
更
し
、
年
末
の
折
柄
で
も
あ
っ
た

鰯
一戸 第

二
＋
七
回
総
会
議
事
要
録

，

轍
纐
一

の
で
理
事
会
も
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
こ
の
第
二
十
七
回
総
会
を
開
催
し
て
、

運
営
協
議
会
（
仮
称
）
案
に
関
す
る
説
明
、
協
議
の
後
に
、
こ
の
成
文
案
を
お
持

ち
帰
り
願
う
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
旨
の
説
明
が
あ
り
、
了
承
さ
れ
た
。

一
一
、
会
員
お
よ
び
委
員
長
の
交
替
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
前
総
会
以
後
に
お
け
る
会
員
お
よ
び
委
員
長
の
交
替
に
つ
い
て
、

次
の
と
お
り
紹
介
さ
れ
た
。

Ｈ
会
員
の
交
替

大
学
名

新
学
長

旧
学
長

長
崎
大
学

和
泉
成
之

北
；
村
精
一

ロ
委
員
長
の
交
替

委
員
会
名

新
委
員
長

旧
委
員
長

第
四
常
置
委
員
会

遠
城
寺
九
州
大
学
長
北
村
長
崎
大
学
長

三
、
｜
月
十
七
日
に
お
け
る
会
長
談
話
発
表
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
こ
の
総
会
に
先
立
ち
、
一
月
十
七
日
、
報
道
関
係
者
に
対
し
て
別

紙
の
会
長
談
話
と
運
営
協
議
会
案
の
骨
子
を
発
表
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

が
、
そ
の
経
緯
は
一
月
十
八
日
付
文
書
で
ご
了
解
を
願
っ
た
よ
う
に
事
態
が
緊
迫

し
て
い
た
の
で
や
む
を
得
ず
両
副
会
長
の
同
意
を
得
て
発
表
し
た
も
の
で
、
あ
ら

た
め
て
追
認
さ
れ
た
い
旨
の
説
明
が
あ
り
、
異
議
な
く
追
認
さ
れ
た
。

四
、
要
望
書
の
提
出
に
つ
い
て

右
に
つ
き
会
長
か
ら
次
の
と
お
り
報
告
が
あ
っ
た
。

Ｈ
「
大
学
教
官
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て
」
の
要
望
書

前
回
の
総
会
に
お
い
て
報
告
の
と
お
り
昨
年
七
月
佐
藤
人
事
院
総
裁
に
直
接

手
渡
し
た
。

口
第
一
項
国
立
文
教
施
設
整
備
費
に
つ
い
て

第四項大学図書館維持費の増額について一の熟望書
第
二
項
教
官
研
究
費
の
増
額
に
つ
い
て

第
三
項
学
生
経
費
の
増
額
に
つ
い
て

曰
大
学
保
健
管
理
の
強
化
に
つ
い
て
の
要
望
書

回
大
学
院
修
士
課
程
の
増
設
に
つ
い
て
の
要
望
書

以
上
の
要
望
書
に
つ
い
て
は
、
昨
年
十
一
月
二
十
六
日
、
杉
野
目
第
六
常
置
委

噸

緯
⑤

０

綴
一

認

（２０）



愚
員
会
委
員
長
、
赤
堀
大
阪
大
学
長
、
高
橋
一
橋
大
学
長
と
同
道
で
田
中
大
蔵
大

臣
、
賀
屋
政
務
調
査
会
長
お
よ
び
床
次
衆
議
院
文
教
委
員
長
の
三
人
に
直
接
要
望

書
を
提
出
し
て
、
懇
談
要
望
し
た
。
そ
の
他
、
文
部
大
臣
や
文
部
省
、
大
蔵
省
の

事
務
次
官
、
政
務
次
官
、
関
係
局
、
課
長
あ
て
に
も
前
例
に
従
い
提
出
し
て
置
い

た
。以
上
の
報
告
に
つ
づ
い
て
遠
城
寺
九
州
大
学
長
か
ら
、
去
る
一
月
二
十
三
日
、

九
州
地
区
の
学
長
の
会
合
に
お
い
て
、
一
月
十
七
日
の
新
聞
発
表
の
措
置
は
時
宜

を
得
た
も
の
と
し
て
賛
意
を
表
す
る
。
我
々
の
信
頼
の
も
と
に
今
後
共
有
効
適
切

な
方
法
を
と
ら
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
。

五
、
国
立
大
学
協
会
会
則
中
一
部
改
正
案
お
よ
び
大
学
運
営
協
議
会
規
程
案
に
つ
い

て

茅
準
備
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
次
の
と
お
り
報
告
な
ら
び
に
説
明
が
行
な
わ
れ

た
。
前
回
の
総
会
に
お
い
て
、
各
大
学
に
問
題
点
を
お
示
し
し
た
と
こ
ろ
、
ほ
と

ん
ど
の
大
学
か
ら
ご
意
見
を
得
た
の
で
、
次
の
と
お
り
会
議
を
開
催
し
て
こ
の
意

見
書
を
集
計
し
、
慎
重
に
審
議
し
た
。

Ｈ
十
二
月
四
日
（
火
）
専
門
委
員
会
傅
綱
琵
霜
鑑
一
日
程
を
決
定

ロ
十
一
一
月
一
一
十
四
日
（
月
）
専
門
委
員
会
各
大
学
か
ら
の
意
見
書
調
査

口
十
一
一
月
一
一
十
五
日
（
火
）
小
委
員
会
同
右

四
一
月
十
一
一
日
（
士
）
専
門
委
員
会
大
学
運
営
協
議
会
規
程
案
の
起
草

㈱
一
月
十
三
日
（
日
）
専
門
委
員
会
同
右

肉
一
月
十
八
日
（
金
）
小
委
員
会
前
項
の
案
の
審
議

㈹
一
月
十
九
日
（
士
）
準
備
委
員
会
前
項
の
案
の
審
議
決
定

以
上
の
手
続
き
を
経
て
成
案
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
立
案
に
際
し
て
は
、
専
門
委
員
会
、
小
委
員
会
、
準
備
委
員
会
に
お
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
問
題
点
に
対
す
る
各
大
学
の
意
見
を
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
検
討
し

た
。
そ
の
結
果
、
設
置
お
よ
び
運
営
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
全
大
学
が

原
案
の
構
想
を
可
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
任
務
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、

丙
案
（
い
わ
ゆ
る
紛
争
処
理
に
限
る
も
ｅ
を
可
と
す
る
も
の
は
、
僅
か
で
あ

り
、
甲
案
を
可
と
す
る
も
の
が
最
多
数
で
あ
っ
た
の
で
、
甲
案
を
と
る
こ
と
と
し

鼠
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た
。
次
に
、
任
務
達
成
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
各
項
を
可
と
す
る
も
の
が

最
多
数
で
あ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
と
る
こ
と
と
し
た
。
次
に
組
織
に
つ
い
て
は
、

甲
案
を
可
と
す
る
も
の
が
最
多
数
で
あ
っ
た
の
で
こ
れ
を
と
る
こ
と
と
し
た
。
ま

た
、
委
員
の
任
期
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
全
大
学
が
原
案
を
可
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
の
で
こ
れ
を
と
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
以
上
は
、
問
題
点
に
対
す
る
各
大
学
の
意
見
が
、
こ
の
案
の
骨
子
と
し

て
ど
の
よ
う
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
説
明
し
た
が
、
各
大
学
の
細
か
い

意
見
は
も
ち
ろ
ん
、
少
数
意
見
に
つ
い
て
も
各
条
文
の
具
体
的
立
案
に
際
し
、
で

き
る
だ
け
考
慮
し
、
こ
の
成
文
案
を
得
た
次
第
で
あ
る
。

本
日
の
総
会
は
ご
承
知
の
と
お
り
本
案
に
つ
い
て
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
協
議
願
っ
た

上
そ
れ
を
お
持
ち
帰
り
願
い
、
各
大
学
に
お
い
て
検
討
の
結
果
を
別
紙
日
程
の
と

お
り
き
た
る
二
月
一
一
十
日
ま
で
に
ご
回
答
い
た
だ
き
、
一
一
月
一
一
十
八
日
開
催
の
総

会
に
お
い
て
決
定
す
る
予
定
で
あ
る
。

な
お
、
詳
細
な
点
に
つ
い
て
は
専
門
委
員
よ
り
説
明
が
あ
る
の
で
、
じ
ゅ
う
ぶ

ん
質
疑
を
行
な
い
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、
き
た
る
二
月
二
十
八
日
開
催
の
総
会
に

お
い
て
決
定
案
を
取
り
ま
と
め
得
る
よ
う
ご
協
力
を
願
い
た
い
。

以
上
に
続
い
て
規
程
案
の
協
議
に
入
り
、
ま
ず
団
藤
専
門
委
員
か
ら
、
別
紙
案

に
よ
り
各
条
項
毎
に
詳
細
な
説
明
が
あ
っ
た
。

つ
い
で
、
全
般
的
問
題
、
会
則
中
一
部
改
正
案
、
規
程
案
前
文
お
よ
び
各
条
項

の
順
に
質
疑
応
答
が
行
な
わ
れ
、
活
発
な
意
見
の
交
換
が
な
さ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
本
案
に
つ
い
て
各
大
学
で
じ
ゆ
う
ぶ
ん
に
検
討
の
上
そ
の
意
見
を

き
た
る
二
月
二
十
日
ま
で
に
回
答
す
る
こ
と
に
つ
い
て
了
承
さ
れ
た
。

な
お
、
本
件
の
質
疑
に
入
る
に
先
立
ち
、
会
長
か
ら
、
審
議
の
途
中
で
は
あ
る

が
会
長
談
話
案
を
検
討
さ
れ
た
い
旨
を
諮
り
、
同
案
を
審
議
す
る
こ
と
に
つ
い
て

了
承
を
得
た
上
、
同
談
話
発
表
の
可
否
、
談
話
案
の
内
容
に
つ
い
て
協
議
が
行
な

わ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
談
話
を
発
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
議
な
く
了
承
さ
れ
、
内
容

に
つ
い
て
は
さ
ら
に
役
員
会
で
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

儀

慰
凸

｡

へ
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鰯
一 五

、
組
織
整
備
特
別
委
員
会
に
つ
い
て

日
一
時
昭
和
三
十
八
年
二
月
一
一
十
八
日
（
木
）
午
前
九
時
三
十
分

場
所
日
本
学
術
会
議
控
室

出
席
者
会
長
、
各
副
会
長
、
各
理
事
、
各
監
事
、
各
常
置
委
員
会
委
員

長

茅
会
長
主
宰
の
下
に
開
会

「
議
事
日
程
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
第
二
十
八
回
総
会
の
議
事
日
程
に
つ
い
て
別
紙
に
よ
り
説
明
が
あ

り
、
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

二
、
総
会
の
公
開
申
し
入
れ
に
つ
い
て

鶴
田
事
務
局
長
か
ら
、
昨
夕
、
日
本
教
職
員
組
合
よ
り
、
Ｈ
総
会
の
公
開
、
ロ

認
証
官
制
度
に
反
対
し
、
下
級
者
の
待
遇
改
善
に
努
力
す
る
こ
と
、
曰
全
大
学
の

総
意
の
下
に
運
営
協
議
会
問
題
の
取
り
扱
い
を
慎
重
に
す
る
こ
と
の
三
点
に
つ
き

申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
、
総
会
公
開
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
回
の
役
員
会
で
、
非
公
開
と

す
る
と
の
原
則
が
確
認
さ
れ
た
の
で
そ
の
旨
を
回
答
し
た
と
こ
ろ
、
さ
ら
に
書
類

を
も
っ
て
の
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
役
員
会
に
披
露
す
る
旨
を
伝
え
た
と
の
説

明
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
前
回
の
申
し
合
せ
ど
お
り
原
則
と
し
て
非
公
開
と

す
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
そ
の
旨
を
回
答
す
る
こ
と
と
し
た
。

三
、
国
立
教
育
会
館
建
設
の
た
め
の
募
金
に
つ
い
て

右
に
つ
き
鶴
田
事
務
局
長
か
ら
別
紙
趣
意
書
等
に
よ
り
説
明
が
あ
り
、
募
金
協

力
方
に
つ
き
特
に
要
請
が
あ
っ
た
旨
を
述
べ
了
承
さ
れ
た
。

四
、
会
長
談
話
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
日
の
総
会
で
採
択
を
予
想
さ
れ
る
大
学
運
営
協
議
会
規
程
の
施

行
に
伴
い
、
同
規
程
と
共
に
別
紙
の
と
お
り
会
長
談
話
を
発
表
し
た
い
の
で
ご
検

討
願
い
た
い
。
な
お
案
文
の
可
否
等
に
つ
い
て
は
本
日
昼
の
休
憩
時
に
審
議
し
た

1６討
願
い
た
い
。

い
旨
を
諮
り
、

鰯
＝ 役

員
会
（
第
二
十
八
回
総
会
）

了
承
さ
れ
た
。

８

熟纐一一

1７

会
長
か
ら
、
協
議
会
案
作
成
の
過
程
に
お
い
て
国
立
大
学
協
会
自
体
の
機
構
改

革
に
関
す
る
要
望
が
多
い
の
で
、
各
地
区
一
名
（
関
東
甲
信
越
地
区
二
名
）
の
委

員
に
よ
る
組
織
整
備
特
別
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
を
総
会
に
提
案
し
た
い
。
な

お
こ
の
審
議
手
続
き
は
協
議
会
の
場
合
と
同
様
に
し
た
い
考
え
で
あ
る
。
そ
し
て

機
構
改
革
に
つ
い
て
の
結
論
が
得
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
従
っ
て
協
議
会
規
程
の
再

検
討
も
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
協
議
会
の
地
区
委
員
の
選
出
は
本
日
で

も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
地
区
協
議
会
に
関
す
る
審
議
経
緯
か
ら
考
え
て
も
、
各
地

区
で
あ
ら
た
め
て
会
合
の
上
選
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が
よ
い
と
考
え
る
の
で
、
そ

の
報
告
を
三
月
末
ま
で
に
お
願
い
し
た
い
と
考
え
て
い
る
旨
を
述
尋
へ
、
特
別
委
員

会
の
設
置
の
提
案
等
に
つ
い
て
は
提
案
ど
お
り
了
承
さ
れ
た
。

六
、
会
費
の
増
額
に
つ
い
て

鶴
田
事
務
局
長
か
ら
、
昨
年
来
五
回
の
総
会
と
数
多
く
の
委
員
会
等
が
開
か
れ

た
た
め
、
年
度
当
初
の
会
費
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
増
額
願
っ
た
が
な
お

予
想
以
上
の
出
費
と
な
り
次
年
度
当
初
に
要
す
る
運
転
資
金
も
確
保
で
き
な
く
な

っ
た
の
で
別
紙
の
と
お
り
増
額
す
る
こ
と
に
つ
い
て
ご
承
認
を
得
た
い
。
ま
た
、

現
在
は
事
務
員
が
一
名
、
補
助
者
が
一
名
計
二
名
の
職
員
が
い
る
が
、
こ
れ
も
事

務
量
の
急
増
に
伴
っ
て
来
年
度
か
ら
事
務
員
一
名
タ
イ
ピ
ス
ト
一
名
の
計
二
名
を

増
加
さ
せ
た
い
。
こ
の
た
め
予
算
も
現
在
の
倍
額
と
し
て
退
職
積
立
金
、
翌
年
度

繰
越
金
等
も
確
保
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
旨
の
説
明
が
あ
り
、
提
案
ど
お
り
了
承

さ
れ
た
。

七
、
大
学
問
の
格
差
に
関
す
る
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

赤
堀
第
五
常
置
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
大
学
間
の
格
差
に
関
す
る
問
題
に
つ
い

て
埼
玉
大
学
長
ほ
か
九
大
学
長
か
ら
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
の
で
そ
の
た
め
の
特
別

委
員
会
を
設
け
ら
れ
た
い
旨
の
発
言
が
あ
り
、
会
長
か
ら
、
本
日
は
日
程
の
都
合

で
そ
の
余
裕
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
次
回
の
総
会
に
提
案
し
て
は
如
何
が
か
諮

ら
れ
、
了
承
さ
れ
た
。

役
員
会
（
第
一
一
十
八
回
総
会
昼
食
時
）

騨
慰
一
｛
．
、

日
時
昭
和
一
一
一
十
八
年
二
月
二
十
八
日
（
木
）
正
午

巴

纐
亟

感

（２２）



愚

日
時
昭
和
三
十
八
年
一
一
月
二
十
八
日
（
木
）
午
前
十
時

場
所
日
本
学
術
会
議
講
堂

出
席
者
各
国
立
大
学
長

茅
会
長
議
長
席
に
つ
き
開
会
を
宣
す

「
議
事
日
程
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
本
総
会
の
議
事
日
程
に
つ
い
て
別
紙
に
よ
り
説
明
が
あ
り
、
原
案

ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

二
、
会
員
の
交
替
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
第
二
十
七
会
総
会
後
、
関
口
山
形
大
学
長
が
退
か
れ
て
、
同
大
学

文
理
学
部
長
平
松
計
之
助
氏
が
山
形
大
学
長
事
務
取
扱
に
就
任
さ
れ
た
旨
紹
介
さ

れ
た
。

三
、
中
央
教
育
審
議
会
答
申
配
布
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
中
央
教
育
審
議
会
で
は
、
こ
の
程
大
学
財
政
お
よ
び
厚
生
補
導
に

関
す
る
答
申
を
了
え
、
こ
れ
で
「
大
学
教
育
の
改
善
に
つ
い
て
」
の
答
申
が
完
了

1８
場
所
日
本
学
術
会
議
控
室

出
席
者
会
長
、
各
副
会
長
、
各
理
事
、
各
監
事
、
各
常
置
委
員
会
委
員

長

茅
会
長
主
宰
の
下
に
開
会

「
会
長
談
話
案
に
つ
い
て

総
会
開
会
前
に
開
か
れ
た
役
員
会
の
際
、
会
長
か
ら
検
討
方
に
つ
い
て
要
請
さ

れ
た
会
長
談
話
案
に
つ
い
て
審
議
の
結
果
、
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ
た
。

一
一
、
日
本
教
職
員
組
合
に
対
す
る
回
答
に
つ
い
て

鶴
田
事
務
局
長
か
ら
、
日
本
教
職
員
組
合
よ
り
申
し
入
れ
が
あ
っ
た
三
件
に
対

す
る
回
答
と
し
て
、
Ｈ
総
会
は
既
定
方
針
に
よ
り
非
公
開
と
す
る
こ
と
、
口
認
証

官
制
度
に
反
対
し
、
下
級
者
の
待
遇
改
善
に
努
力
せ
ら
れ
た
い
と
の
件
は
、
本
日

の
議
題
で
は
な
い
こ
と
、
曰
運
営
協
議
会
の
取
り
扱
い
を
慎
重
に
さ
れ
た
い
と
の

件
は
、
同
感
で
あ
る
旨
を
同
組
合
代
表
者
に
伝
え
た
と
の
報
告
が
あ
っ
た
。

－－
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し
た
の
で
、
文
部
省
よ
り
別
冊
の
と
お
り
配
付
さ
れ
た
旨
報
告
が
あ
っ
た
。

四
、
国
立
教
育
会
館
建
設
協
力
財
団
に
対
す
る
募
金
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
協
会
を
通
し
て
諮
っ
て
ほ
し
い
旨
財
団
よ

り
の
懇
請
が
あ
っ
た
た
め
去
る
二
月
九
日
付
文
書
を
も
っ
て
お
知
ら
せ
し
て
置
い

た
が
一
応
そ
の
応
募
標
準
を
プ
リ
ン
ト
と
し
て
配
布
し
た
旨
を
述
べ
鶴
田
事
務

局
長
か
ら
内
容
に
つ
い
て
補
足
説
明
が
あ
り
、
応
募
標
準
中
「
事
務
局
部
課
長
」

を
「
そ
の
他
教
職
員
有
志
」
の
項
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
て
協
力
を
了
承
し
た
。

五
、
会
務
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
昨
二
月
二
十
七
日
次
の
と
お
り
委
員
会
を
開
催
し
た
の
で
時
間
が

あ
る
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
委
員
長
か
ら
報
告
を
願
う
旨
報
告
さ
れ
た
。

Ｈ
第
一
、
第
七
常
置
委
員
会
合
同
委
員
会

目
第
四
常
置
委
員
会

曰
第
六
常
置
委
員
会

六
、
会
報
（
第
二
十
三
号
）
発
行
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
会
報
第
一
一
十
三
号
は
、
き
た
る
第
二
十
九
回
総
会
ま
で
に
は
本
日

の
総
会
の
分
ま
で
を
内
容
と
し
て
と
り
ま
と
め
て
発
行
す
る
こ
と
に
す
る
の
で
了

承
願
い
た
い
旨
を
述
べ
了
承
さ
れ
た
。

七
、
昭
和
三
十
九
年
度
大
学
卒
業
予
定
者
の
就
職
椎
せ
ん
時
期
に
関
す
る
大
学
側
と

業
界
側
と
の
協
定
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
去
る
一
月
一
一
一
十
日
（
第
一
回
）
、
二
月
十

八
日
（
第
一
一
回
）
に
文
部
省
主
催
の
懇
談
会
が
開
か
れ
た
。
そ
の
席
上
、
国
立
大

学
側
と
し
て
は
、
昨
年
の
と
お
り
十
月
一
日
以
降
に
正
式
に
推
せ
ん
す
る
こ
と
を

希
望
し
て
置
い
た
が
私
立
大
学
連
盟
は
七
月
以
降
よ
り
開
始
す
る
と
の
意
向
も
あ

り
、
現
在
の
と
こ
ろ
意
見
が
一
致
し
て
い
な
い
。
い
ず
れ
文
部
省
に
お
い
て
さ
ら

に
検
討
の
上
正
式
に
連
絡
が
あ
る
こ
と
と
思
う
旨
の
報
告
が
あ
っ
た
。

八
、
昭
和
三
十
八
年
度
国
立
大
学
協
会
会
費
の
増
額
に
つ
い
て

鶴
田
事
務
局
長
か
ら
、
協
議
会
の
発
足
等
協
会
の
事
業
量
の
増
大
と
そ
れ
に
伴

う
人
件
費
諸
経
費
の
増
加
が
見
込
ま
れ
る
た
め
三
十
八
年
度
か
ら
会
費
を
倍
額
に

し
た
い
。
な
お
、
予
算
案
に
つ
い
て
は
作
成
の
時
間
的
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
第

二
十
九
回
の
総
会
の
際
に
審
議
を
お
願
い
し
た
い
旨
の
説
明
が
あ
り
、
会
費
増
額

い
う
ｈ
ｒ
ｉ
ｉ
郁
字
Ｔ
に
。
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縄
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に
つ
い
て
は
了
承
さ
れ
た
。

九
、
大
学
運
営
協
議
会
規
程
案
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
第
二
十
七
回
総
会
の
際
に
原
案
を
お
示
し
し
、
以
後
各
大
学
に
お

い
て
ご
検
討
願
っ
た
結
果
に
つ
い
て
去
る
一
一
月
一
一
十
日
ま
で
に
回
答
を
お
願
い
し

た
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
大
学
か
ら
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。

よ
っ
て
一
一
月
一
一
十
五
日
（
月
）
、
小
委
員
会
を
開
催
し
、
各
大
学
の
意
見
に
つ

い
て
調
査
研
究
を
し
た
。
さ
ら
に
一
一
月
一
一
十
七
日
（
水
）
、
準
備
委
員
会
を
開
催

し
て
慎
重
に
審
議
し
た
結
果
、
別
冊
の
と
お
り
成
案
を
得
た
の
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん

審
議
を
お
願
い
し
た
い
。

各
大
学
か
ら
の
意
見
の
大
要
を
申
し
上
げ
る
と

Ｈ
全
面
的
に
賛
成
の
も
の
、
ま
た
は
別
に
意
見
の
な
い
も
の
三
十
一
一
一
大
学

目
修
正
意
見
ま
た
は
希
望
的
意
見
を
述
べ
た
も
の

三
十
七
大
学

曰
意
見
の
提
出
が
な
い
も
の

二
大
学

で
あ
る
が
詳
細
に
つ
い
て
は
団
藤
専
門
委
員
に
説
明
願
う
こ
と
に
し
た
い
旨
を
述

べ
本
件
の
協
議
に
入
っ
た
。

本
件
審
議
の
過
程
に
お
け
る
団
藤
専
門
委
員
の
説
明
お
よ
び
そ
の
後
の
質
疑
応

答
の
要
旨
は
別
冊
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
結
果
、
国
立
大
学
協
会
会
則
中
一

部
改
正
に
つ
い
て
は
原
案
ど
お
り
、
ま
た
大
学
運
営
協
議
会
規
程
に
つ
い
て
は
了

解
事
項
を
付
し
て
、
い
ず
れ
も
本
日
付
を
も
っ
て
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
審
議
の
途
中
茅
会
長
所
用
退
席
の
た
め
、
平
沢
副
会
長
が
議
長
と
な
り

以
後
の
議
事
を
進
め
た
。

＋
、
第
二
十
九
回
総
会
の
開
催
予
定
に
つ
い
て

平
沢
副
会
長
か
ら
、
第
一
一
十
九
回
の
総
会
は
六
月
一
一
十
日
（
木
）
、
一
一
十
一
日

（
金
）
の
両
日
に
予
定
し
て
い
る
旨
を
述
べ
了
承
さ
れ
た
。

十
一
、
会
長
談
話
発
表
に
つ
い
て

平
沢
副
会
長
か
ら
、
大
学
運
営
協
議
会
規
程
の
施
行
に
伴
い
、
別
紙
の
と
お
り

会
長
談
話
を
発
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
諮
り
、
異
議
な
く
原
案
ど
お
り
承
認
さ
れ

た
。

十
二
、
組
織
整
備
特
別
委
員
会
の
設
置
に
つ
い
て

平
沢
副
会
長
か
ら
、
協
議
会
に
関
す
る
審
議
の
過
程
に
お
い
て
、
国
立
大
学
協

慰
一

鋒
織
一

会
の
機
構
、
運
営
等
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
ほ
し
い
と
の
要
望
が
あ
っ
た
た
め
，
（

組
織
整
備
特
別
委
員
会
を
設
け
て
こ
の
検
討
を
行
な
い
た
い
。
な
お
、
委
員
に
つ

い
て
は
、
会
長
、
副
会
長
の
ほ
か
協
議
会
の
地
区
選
出
委
員
と
同
様
な
区
分
に
よ

る
七
名
の
委
員
を
も
っ
て
あ
て
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
専
門
委
員
を
置
く
こ
と

に
し
た
い
旨
の
説
明
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
地
方
別
で
な
く
学
校
種
別
、
総

合
大
学
、
単
科
大
学
別
等
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
そ
れ

等
の
配
慮
に
つ
い
て
は
選
出
委
員
の
結
果
を
み
て
別
に
増
員
す
る
等
の
処
置
を
講

ず
る
こ
と
と
し
て
、
原
案
ど
お
り
了
承
さ
れ
た
。

こ
こ
で
茅
会
長
ふ
た
た
び
議
長
と
な
り
以
後
の
議
事
を
主
宰

十
三
、
大
学
の
性
格
に
関
す
る
特
別
委
員
会
設
置
の
提
案
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
昨
年
の
九
月
藤
岡
埼
玉
大
学
長
ほ
か
九
大
学
の
連
名
を
も
っ
て
、

大
学
の
格
差
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
要
望
書
が
提
出
さ
れ
た
の

で
、
こ
の
取
扱
に
つ
い
て
第
五
常
置
委
員
会
に
そ
の
検
討
を
付
託
し
た
と
こ
ろ
、

大
学
の
性
格
に
関
す
る
特
別
委
員
会
を
設
け
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
が

出
さ
れ
た
が
、
本
件
に
つ
い
て
は
六
月
の
総
会
で
検
討
し
た
い
旨
を
述
べ
異
議

な
く
了
承
さ
れ
た
。

十
四
、
認
証
官
問
題
に
つ
い
て

会
長
か
ら
、
七
大
学
長
を
総
長
と
し
て
認
証
官
に
す
る
と
の
件
に
つ
い
て
は
、

問
題
が
複
雑
で
あ
る
こ
と
か
ら
過
日
平
沢
副
会
長
と
共
に
文
部
大
臣
を
訪
れ
事
情

を
聞
い
た
。
そ
し
て
そ
の
際
大
学
の
教
員
の
待
遇
に
つ
い
て
は
給
与
基
準
を
上
げ

る
べ
き
で
、
今
回
の
施
策
は
そ
の
糸
口
を
つ
け
る
た
め
と
聞
い
て
い
る
が
、
そ
の

後
の
処
置
に
つ
い
て
伺
い
た
い
と
質
問
し
た
。
ま
た
、
昨
夜
七
学
長
が
一
緒
に
文

部
大
臣
に
面
会
し
、
前
回
と
同
じ
趣
旨
の
も
と
に
事
後
の
善
処
方
に
つ
い
て
要
望

し
た
と
こ
ろ
、
文
部
省
と
し
て
は
今
ま
で
大
学
教
員
の
待
遇
改
善
の
た
め
に
種
々

の
方
途
を
講
じ
た
が
司
法
官
並
み
へ
の
実
現
は
で
き
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
人
事

院
総
裁
か
ら
、
検
察
官
と
同
様
に
上
を
認
証
官
に
す
れ
ば
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
是
正
の

面
か
ら
他
も
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
の
示
唆
が
あ
り
、
歴
史
も
古
く
規
模
も
大
き
い

大
学
院
を
持
つ
七
大
学
長
を
ま
ず
認
証
官
と
し
、
他
の
学
長
と
の
格
差
解
消
に
つ

い
て
は
人
事
院
が
動
く
よ
う
文
部
省
と
し
て
引
き
続
き
努
力
す
る
の
で
、
そ
の
旨

を
伝
え
て
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
願
う
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
旨
の
説
明
が
あ
っ

鰯

’鰯ｌ
Ｇｑ

鱗
《

鰯

（２４）
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な
お
、
関
連
し
て
地
域
絵
の
撤
廃
に
つ
い
て
要
望
の
発
言
が
あ
瞬

委
員
会
で
検
討
し
て
も
ら
っ
て
は
と
の
会
長
の
発
言
を
了
承
し
た
。

た
。
こ
れ
に
続
い
て
杉
野
目
北
海
道
大
学
長
、
平
沢
京
都
大
学
長
、
松
坂
名
古
屋

大
学
長
、
森
戸
広
島
大
学
長
か
ら
補
足
説
明
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
各
大
学
長

か
ら
活
発
な
意
見
の
開
陳
が
あ
り
、
質
疑
応
答
が
行
な
わ
れ
た
結
果
、
こ
こ
で
意

見
を
一
致
さ
せ
て
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
で
、
何
れ
と
も
決
め
な
い

で
、
｜
応
論
議
を
打
ち
切
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
関
連
し
て
地
域
絵
の
撤
廃
に
つ
い
て
要
望
の
発
言
が
あ
り
、
第
六
常
置

ま
た
、
組
織
整
備
特
別
委
員
会
の
地
区
選
出
委
員
は
、
三
月
末
日
ま
で
に
報
告

さ
れ
た
い
こ
と
、
補
充
の
委
員
は
同
委
員
会
に
一
任
す
る
こ
と
を
了
承
し
た
。

－

F扇Ｉ

△
」
癖
一
一
雨

｜
緯
一
ロ

｜鋼．

夕

楡

鍋
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鱗
－，

（
第
四
三
回
国
会
成
立
池
田
内
閣
）

（
主
と
し
て
国
立
大
学
、
同
附
属
病
院
、
附
置
研
究
所
の
歳
出
予
算
に

つ
い
て
）

前
東
京
工
業
大
学
事
務
局
長
佐
藤
憲
三

昭
和
一
一
一
十
一
一
年
度
以
来
国
立
学
校
に
関
係
す
る
予
算
に
つ
い
て
、
本
会
報
に
調
査

の
結
果
を
掲
載
し
た
’
三
十
二
年
度
分
は
本
会
報
士
一
畳
三
十
三
年
度
分
は
本

会
報
十
四
号
、
三
十
四
年
度
分
は
本
会
報
十
六
号
、
三
十
五
年
度
分
は
本
会
報
十
八

島
三
十
六
年
度
分
は
本
会
報
二
十
号
三
十
七
年
度
分
は
本
会
報
二
十
二
号
’

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
資
料
の
一
端
と
も
な
る
の
で
昭
和
三
十
八
年
度
予
算
に
つ
い
て

も
同
様
の
形
態
に
よ
っ
て
調
査
し
本
稿
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
中
の
数
額

な
ど
に
つ
い
て
は
、
既
記
の
分
と
同
じ
く
総
予
算
書
、
同
参
照
書
、
各
目
明
細
書
、

文
部
省
会
計
課
予
算
班
の
編
集
に
か
か
る
予
算
額
事
項
別
表
、
予
算
参
照
書
、
予
算

参
考
書
な
ど
の
資
料
を
基
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
直
接
に
予
算
の
編
成
に
携
っ
て

お
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
内
容
な
ど
に
つ
い
て
も
理
解
の
点
に
欠
く
る
と
こ
ろ
も
あ

る
の
で
多
少
の
誤
謬
が
あ
る
こ
と
は
止
む
な
い
こ
と
を
付
記
す
る
。

本
稿
で
述
べ
る
国
立
学
校
の
予
算
は
国
立
学
校
設
置
法
（
昭
和
二
四
年
法
律
第
一

五
○
号
）
国
立
学
校
設
置
法
施
行
令
（
昭
和
一
一
九
年
政
令
第
四
三
号
）
国
立
学
校
設

置
法
施
行
規
則
（
昭
和
一
一
四
年
文
部
省
令
第
一
一
一
一
一
号
）
国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設

置
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
六
年
法
律
八
七
号
）
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た

国
立
大
学
七
二
Ｉ
学
部
の
数
二
四
九
（
法
第
三
条
）
国
立
短
期
大
学
五
（
法
第
三

条
の
三
Ｉ
項
）
国
立
高
等
専
門
学
校
二
九
（
法
第
七
条
の
一
一
）
高
等
学
校
八
（
法
第

八
条
）
大
学
附
置
研
究
所
六
四
（
法
第
四
条
）
大
学
に
併
設
さ
れ
た
短
期
大
学
部
一
一

三
（
法
第
三
条
の
一
一
一
Ⅱ
項
）
国
立
工
業
教
員
養
成
所
九
（
臨
時
措
置
法
第
三
条
Ⅱ

項
）
お
よ
び
学
部
附
属
の
教
育
研
究
施
設
（
法
第
五
条
、
政
令
第
一
条
、
施
行
規
則

二
調

査

昭
和
一
一
一
十
八
年
度
国
立
学
校
予
算
小
観

霞
一

録
繍
一

第
六
条
の
一
一
一
第
六
条
の
四
）
は
小
学
校
七
五
、
中
学
校
七
八
、
高
等
学
校
二
へ

盲
学
校
一
、
聾
学
校
一
、
養
護
学
校
七
、
大
学
附
属
病
院
一
一
三
、
大
学
院
一
一
一
一
（
法

第
三
条
Ⅱ
項
）
各
種
学
校
五
八
、
（
そ
の
他
の
教
育
研
究
施
設
九
六
、
研
究
施
設
六

七
）
の
運
営
に
必
要
な
歳
出
予
算
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
三
十
八
年
度
に
お

け
る
国
立
学
校
歳
出
予
算
総
額
は
九
百
二
十
一
億
七
千
九
百
七
十
四
万
四
千
円
で
あ

っ
て
学
校
、
養
成
所
に
関
す
る
も
の
は
全
体
か
ら
見
れ
ば
多
額
の
地
位
を
占
め
る
も

の
で
な
い
か
ら
、
も
っ
ぱ
ら
大
学
学
部
、
附
属
病
院
、
附
置
研
究
所
に
つ
い
て
述
寺
へ

る
も
の
で
あ
る
。

大
学
、
附
属
病
院
お
よ
び
附
置
研
究
所
の
運
営
に
要
す
る
経
費
と
し
て
は
教
育
、

研
究
、
管
理
上
に
お
け
る
固
有
の
い
わ
ゆ
る
経
常
的
経
費
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
標

準
予
算
に
加
う
る
に
、
昭
和
三
十
八
年
度
に
新
規
事
業
と
し
て
計
上
さ
れ
た
予
算
を

合
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
文
部
省
各
局
課
が
所
掌
す
る
経
費
の
う
ち
国
立

大
学
に
回
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
文
教
政
策
と
し
て
文
部
本
省
予
算
に
褐
上
さ
れ

て
い
る
事
項
の
若
干
の
予
算
は
大
学
運
営
上
、
相
当
重
要
な
経
費
で
あ
り
大
学
本
来

の
仕
事
を
通
じ
て
の
協
力
面
の
表
れ
で
も
あ
る
の
で
、
国
立
学
校
運
営
上
の
直
接
的

経
費
の
ほ
か
次
表
の
国
立
学
校
関
係
予
算
総
表
中
に
褐
記
し
、
国
立
大
学
の
運
営
に

関
し
て
の
関
係
の
姿
を
数
額
を
通
し
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

◎
国
立
学
校
関
係
予
算
総
表
（
単
位
千
円
）

③
国
立
学
校
運
営
費

大
学
お
よ
び
学
校

大
学
附
属
病
院

大
学
附
置
研
究
所

国
立
高
等
専
門
学
校

国
立
工
業
教
員
養
成
所

国
立
文
教
施
設
整
備
費

国
立
文
教
施
設
災
害
復
旧
費

小
計
⑪
（
直
接
的
の
も
の
）

科
学
研
究
費

在
外
研
究
員
贄

内
地
研
究
員
な
ど
旅
費

鏑一一
愚
、

Ｌ

〈、《ロハ、〈’一一四一
一、一九一、ハーハ’

五〈一一、三〈七一
一〈、七一〈、酉三一一一□

一
一
□
、
ハ
ヵ
ハ
、
’
九
七

一一、七五壱、□ごロ

一一一□、一一云己

一一□、〈九己

九一一、一七九、七四四

云酉、一一九〈、四一一一□

’七、四九〈、』七一

七〈、九〈六、一一一一一一一

三《、□三一一一、土〈一一一

一三、四九麦、□一一一□一

六、六一一七、五一一一七

四六〈、一一一一一□

一一一四□、酉酉一一一一

一一一一、一七一一、一一一一一〈

一一一七、一一七六△

九一一、一九三、六一一一七一
一一、垂ご壱、ご□つ

一
九一

、ロ
ロロ

｜〈、九一一〈懲藝｜
感

’’一一、一九一一一、三一一一

〈、一一四四、四四七》

一一、ロローー、□四五一
一、九〈一，一一九七

七一一一一一、三〈〈

三、一》一》｜｜》一
一一一七、一一で云

一〈、一一一〉一一一一
一九、一一六□｜

｜、九七四

（２６）
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前
表
中
国
立
学
校
運
営
費
の
使
途
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
な
お
大
学
等
に
直

接
す
る
経
費
と
し
て
は
文
部
本
省
の
組
織
に
組
ま
れ
て
い
る
国
立
文
教
施
設
整
備
費

が
あ
る
。
本
年
度
に
お
い
て
は
百
八
十
七
億
千
八
百
四
十
五
万
余
円
が
掲
上
さ
れ

た
。
こ
の
経
費
は
大
学
、
学
校
、
病
院
、
研
究
所
に
関
す
る
建
物
の
新
営
、
腐
朽
建

物
の
改
築
、
工
作
物
の
構
築
に
要
す
る
纒
ま
っ
た
多
額
の
経
費
に
充
当
さ
れ
る
、
学

部
、
研
究
所
、
学
校
の
創
設
な
ど
に
要
す
る
建
築
関
係
予
算
は
こ
の
経
費
に
積
算
さ

れ
て
い
る
。
や
や
関
接
的
な
関
連
経
費
と
し
て
は
文
部
本
省
の
組
織
予
算
中
に
組
ま

れ
て
い
る
科
学
振
興
に
関
す
る
も
の
と
し
て
科
学
研
究
交
付
金
、
科
学
試
験
研
究
費

外
国
人
留
学
生
給
与

外
国
人
留
学
生
招
致
及
び
帰
国

旅
費
等

沖
繩
留
学
生
給
与

沖
繩
教
員
内
地
派
遣
研
究
旅
費

小
計
②

育
英
奨
学
お
よ
び
学
徒
援
護
費

銅
立
学
校
職
員
共
済
組
合
負
担

小
計
③

国
立
学
校
関
係
予
算
の
計

⑪
②
③
の
計
側

文
部
省
所
管
予
算
⑤

｜
般
会
計
総
予
算
⑥

文
部
省
所
管
総
予
算
に
対
し
国

立
学
校
運
営
費
の
比

（
⑤
に
対
し
Ａ
の
比
）

文
部
省
所
管
総
予
算
に
対
し
国

立
学
校
直
接
的
関
連
経
費
の
比

（
⑤
に
対
し
⑪
の
比
）

文
部
省
所
管
総
予
算
に
対
し
国

立
学
校
関
係
予
算
の
比

（
㈲
に
対
し
山
の
比
）

｜
般
会
計
総
予
算
に
対
し
文
部

省
所
管
総
予
算
の
比

（
㈲
に
対
し
㈲
の
比
）

｜
般
会
計
総
予
算
に
対
し
国
立

学
校
運
営
費
の
比

（
⑥
に
対
し
Ａ
の
比
）

－
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補
助
金
、
研
究
成
果
刊
行
費
補
助
金
、
在
外
研
究
員
派
遣
に
必
要
な
旅
費
、
そ
の
他

本
省
事
業
と
し
て
の
内
地
研
究
員
に
関
す
る
旅
費
、
外
国
人
留
学
生
招
致
の
た
め
の

来
航
帰
国
旅
費
、
給
与
、
国
内
研
究
旅
行
費
が
あ
る
。
ま
た
学
生
、
生
徒
に
対
す
る

育
英
奨
学
に
関
す
る
経
費
、
学
徒
援
護
に
関
す
る
経
費
が
あ
る
。
以
上
関
連
的
経
費

は
い
づ
れ
も
国
立
学
校
固
有
の
予
算
に
組
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で

あ
る
が
大
学
、
学
校
に
お
け
る
教
育
研
究
に
関
連
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
文
部
省
所
管
職
員
を
対
象
に
組
織
さ
れ
て
い
る
文
部
省
共
済
組
合
に
対
す
る

政
府
の
負
担
金
も
組
合
員
の
九
○
％
を
占
め
て
い
る
国
立
学
校
職
員
の
福
祉
上
に
稗

益
す
る
極
め
て
重
要
な
経
費
で
あ
る
。
然
し
前
述
の
間
接
的
経
費
の
う
ち
科
学
研
究

費
、
在
外
研
究
員
旅
費
、
内
地
研
究
員
旅
費
、
海
外
よ
り
の
留
学
生
経
費
、
育
英
奨

学
、
学
徒
援
護
に
関
す
る
経
費
は
国
立
大
学
に
お
い
て
の
み
使
用
さ
れ
る
も
の
で
な

く
、
公
立
、
私
立
の
大
学
、
学
校
そ
の
他
の
機
関
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
お
よ
そ
八
○
％
に
相
当
す
る
大
部
分
の
経
費
が
国
立
大
学
の
関
係
機
関

に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
ｗ
の
で
あ
る
。

国
立
大
学
に
お
い
て
直
接
的
に
使
用
さ
れ
る
予
算
は
前
表
い
に
示
す
千
百
八
億
九

千
八
百
十
九
万
余
円
で
あ
っ
て
文
部
省
所
管
総
予
算
額
三
千
五
百
七
億
二
千
七
百
八

十
一
一
万
余
円
何
の
一
一
二
・
六
一
％
に
当
り
、
一
般
会
計
総
予
算
二
兆
八
千
五
百
億
八

百
十
一
万
余
円
⑥
の
一
一
一
・
九
二
％
に
相
当
す
る
。
国
立
学
校
関
係
予
算
総
額
千
二
百

五
十
億
二
千
五
百
三
十
七
万
余
円
㈹
は
何
の
三
五
・
六
七
％
に
当
り
一
般
会
計
総
予

算
何
の
四
・
一
一
一
九
％
に
相
当
す
る
。
一
一
一
十
八
年
度
予
算
は
三
十
七
年
度
予
算
に
比
し

全
体
的
に
増
加
上
昇
し
た
こ
と
は
前
表
に
示
す
よ
う
に
国
立
学
校
運
営
費
に
お
い
て

百
三
十
一
億
九
千
一
一
一
百
五
十
一
一
万
余
円
、
国
立
文
教
施
設
整
備
費
に
お
い
て
五
十
五

億
四
千
六
百
三
十
一
万
余
円
と
相
当
多
額
の
増
加
で
あ
る
。
こ
の
増
加
は
前
年
度
に

引
続
い
て
の
増
加
で
あ
っ
て
学
部
、
学
科
の
増
設
、
高
等
専
門
学
校
の
増
設
等
新
規

事
項
に
因
由
す
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
積
年
に
亘
っ
て
の
各
大
学
の
要
望
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
当
協
会
が
毎
年
繰
返
し
決
議
要
望
し
た
結
果
、
関
係
当
局
の
理
解

あ
る
措
置
の
現
れ
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
今
後

と
い
え
ど
も
昭
和
五
六
年
度
よ
り
昭
和
十
五
年
頃
の
水
準
に
達
す
る
ま
で
の
予
算

と
す
る
た
め
に
は
さ
ら
に
繰
返
し
要
望
し
、
世
論
の
喚
起
に
努
力
す
べ
き
こ
と
は
極

め
て
必
要
な
こ
と
と
思
料
す
る
も
の
で
あ
る
。
三
十
八
年
度
予
算
に
お
い
て
も
前
年
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度
と
同
様
に
従
来
よ
り
格
段
の
増
加
予
算
を
組
ま
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
国
家
予

算
全
体
の
膨
張
に
伴
う
必
然
的
の
現
象
に
よ
る
結
果
な
り
と
錐
ど
も
文
部
、
大
蔵
両

省
当
局
の
深
い
同
情
と
理
解
と
に
よ
る
も
の
と
し
て
敬
意
を
表
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
学
に
お
け
る
日
々
の
経
済
生
活
の
基
幹
を
な
し
て
い
る
大
学
固
有
の
経
常
的
経

費
で
あ
る
。
教
育
、
研
究
、
管
理
に
要
す
る
経
費
は
逐
年
増
加
を
必
要
と
す
る
も
の

で
あ
っ
て
こ
れ
が
拡
充
強
化
さ
れ
る
か
否
か
に
よ
り
学
術
の
消
長
を
も
左
右
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
無
限
的
な
学
術
の
進
展
に
従
っ
て
年
々
予
算
の

増
大
の
傾
向
を
た
ど
る
こ
と
は
け
だ
し
当
然
の
こ
と
な
が
ら
事
実
は
簡
単
に
増
大
す

る
こ
と
で
な
い
。
経
費
に
つ
い
て
は
限
り
の
も
の
で
あ
る
が
一
段
と
拡
充
し
て
急
速

に
水
準
を
高
め
る
こ
と
は
極
め
て
緊
要
な
こ
と
と
思
料
す
る
。

科
学
技
術
者
の
需
要
五
カ
年
計
画
に
従
っ
て
科
学
技
術
教
育
の
振
興
を
唱
え
て
か

ら
逐
年
研
究
費
に
お
い
て
も
牛
歩
の
如
く
で
は
あ
る
が
増
大
し
て
今
年
度
に
至
っ
た

が
一
挙
に
拡
充
す
る
を
必
要
と
す
る
声
は
大
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
学
界
、
教
育

界
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
学
術
研
究
機
関
へ
産
業
界
か
ら
厳
し
く
き
か
さ
れ
て
来
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
世
上
い
う
と
こ
ろ
の
研
究
費
と
い
っ
て
も
そ
の
内
容
は
き
わ
め
て
複

雑
多
岐
に
亘
っ
て
お
っ
て
簡
単
に
言
い
尽
せ
な
い
が
学
問
を
す
す
め
る
た
め
の
あ
ら

ゆ
る
経
費
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
研
究
費
も
科
学
技
術
教
育
振
興

と
い
う
一
つ
の
転
機
を
得
て
か
ら
方
針
が
確
立
さ
れ
て
増
強
の
軌
道
に
乗
る
こ
と
に

な
っ
て
逐
年
の
増
加
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
通
常
的
経
費
は
面
目
一
新
と
は
い
か

ぬ
ま
で
も
救
上
の
如
く
で
あ
る
。
ま
た
大
学
に
お
い
て
必
要
と
す
る
研
究
室
、
実
験

室
、
講
義
室
、
学
生
寮
、
学
生
ホ
ー
ル
な
ど
教
育
研
究
の
場
に
充
て
る
た
め
の
国
立

文
教
施
設
整
備
費
に
つ
い
て
も
前
年
度
か
ら
漸
や
く
積
極
的
に
手
を
の
ば
す
こ
と
に

な
っ
た
が
こ
れ
は
今
迄
の
不
足
的
な
も
の
を
補
う
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
も
の
で
明

治
大
正
時
代
に
建
設
さ
れ
た
古
く
老
朽
化
し
た
内
容
を
改
善
し
て
近
代
学
術
の
進
展

に
応
ず
る
施
設
と
す
る
た
め
の
予
算
を
組
む
ま
で
に
至
ら
な
い
状
況
で
あ
る
た
め
古

い
歴
史
の
あ
る
大
学
は
何
う
も
棚
上
げ
さ
れ
て
お
る
傾
向
で
あ
る
こ
と
は
平
衡
を
失

し
て
お
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
当
協
会
に
お

い
て
も
文
部
省
と
一
体
と
な
っ
て
拡
充
強
化
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
数
年
来
要
望
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
前
表
に
示
す
よ
う
に
国
立
文
教
施
設
整
備
費

は
よ
う
や
く
一
一
百
億
円
に
近
い
数
額
す
な
わ
ち
百
八
十
七
億
千
八
百
四
十
五
万
余
円

翻
纐
」

に
及
ん
だ
。
当
協
会
の
多
年
の
主
張
の
最
重
要
事
項
の
一
つ
が
実
現
し
た
こ
と
で
あ

っ
て
数
額
に
お
い
て
は
相
当
に
飛
躍
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も

内
容
を
仔
細
に
調
べ
る
と
新
規
事
項
に
よ
る
た
め
の
も
の
が
大
部
分
で
あ
っ
て
改
造

改
築
的
の
も
の
に
つ
い
て
は
な
お
薄
い
取
り
扱
い
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
積
極
果
敢
に
繰
返
し
要
望
し
実
現
に
努
力
す
べ
き
こ
と

を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
新
規
事
業
に
伴
う
施
設
が
一
段
落
し
て
も
三
十
八
年
度

に
褐
上
さ
れ
た
金
額
予
算
を
下
廻
ら
ぬ
よ
う
要
望
し
改
善
改
築
の
用
途
に
振
向
け
て

解
決
を
図
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

お
も
う
に
昭
和
三
十
八
年
度
一
般
会
計
国
家
予
算
は
前
表
に
褐
記
し
た
よ
う
に
二

兆
八
千
五
百
億
八
百
余
万
円
の
巨
額
に
達
し
た
た
め
、
文
部
省
所
管
予
算
も
前
年
度

予
算
に
比
し
て
五
百
二
十
二
億
四
百
五
十
余
万
円
の
増
嵩
で
格
段
の
膨
張
を
表
し
た

こ
の
中
大
学
関
係
の
直
接
的
予
算
は
百
八
十
七
億
二
百
余
万
円
の
増
加
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
わ
が
国
経
済
が
三
十
四
年
以
降
逐
年
目
覚
し
い
成
長
発
展
を
つ
づ
け
た
結

果
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
年
度
に
至
る
迄
の
問
に
お
い
て
は
種

々
の
経
済
的
変
化
も
あ
っ
た
こ
と
で
は
あ
っ
て
も
本
年
度
に
お
い
て
あ
く
ま
で
も
均

衡
健
全
財
政
を
貫
く
と
い
う
政
府
の
政
策
の
範
囲
内
に
お
い
て
も
か
く
の
如
く
教
育

関
係
費
の
増
大
を
来
し
た
こ
と
は
、
政
府
が
教
育
投
資
を
重
大
政
策
の
一
つ
と
し
て

推
進
し
た
基
本
が
文
教
予
算
の
大
幅
な
増
加
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
学
部
の
創
設

や
学
科
の
増
設
、
高
等
専
門
学
校
の
増
置
な
ど
あ
る
種
の
新
規
事
項
に
つ
い
て
は
新

ら
し
い
基
準
の
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
予
算
さ
れ
た
が
大
学
に
お
け
る
既
設
の
も
の
に
対

す
る
教
育
研
究
の
た
め
の
内
容
充
実
改
善
に
対
し
て
は
未
だ
十
分
な
こ
と
で
あ
る
と

は
い
い
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
後
共
教
育
研
究
投
資
は
一
段
と
強
化
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。

前
表
に
記
載
し
た
国
立
学
校
運
営
費
予
算
科
目
を
基
と
し
て
大
別
す
れ
ば
次
表
の

ご
と
き
結
果
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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備
考
研
究
所
の
欄
に
お
け
る
特
殊
設
備
費
は
プ
ラ
ズ
マ
研
究
所
、
海
洋
研
究

所
、
原
子
核
研
究
所
、
原
子
炉
購
入
、
原
子
炉
附
属
設
備
と
し
て
臨
時

に
要
す
る
も
の
で
あ
る

前
掲
国
立
学
校
運
営
費
科
目
別
内
訳
の
表
に
従
っ
て
三
十
七
年
度
分
同
表
（
会
報

一
一
十
一
一
号
記
載
）
と
比
較
す
る
と
人
件
的
経
費
一
一
・
○
八
％
の
減
少
を
示
し
て
い
る

％
｜

昭
和
銘
年
度
予
算
額
Ⅲ
一

人
件
的
経
費
迦

内
訳

俸
給
手
当
な
ど
肌
一

費一山
旅

物
件
的
経
費
皿

校
費
一
Ⅷ

光熱水繼二
校

土
地
建
物
維
持
修
一
Ⅶ
｜

繕
及
び
新
営
費
一
Ｊ

そ
の
他
刀

実
習
船
関
係
費
一

研
究
船
関
係
費
一

受
託
研
究
費
一
一

受
託
研
究
員
費
一

奨
学
交
付
金
一

医
療
関
係
費
１

特
殊
設
備
費
面

へ

鏑

分
癖
一

区 ◎
国
立
学
校
運
営
費
科
目
別
内
訳

一
％
’

一％』
一
％

九一一、｜実、窟四一川・実、二一一、〈一一一五Ⅱ一七、男〈、二三Ⅲ’一
五一、一一三一、全へ川一弓、〈四七、｜麗一川薑七、ご夷、実一一Ｍ一

言、一一〈四、老云Ⅲ一巴、□一一一壱、一一一四七一川一七、ご’一一一一一、〈究
３
｜

突六、〈〈一一，一〈男、七毛一ＭＥ四一一、〈六一一一期一 一１’

一一一十一一一一一一冊一一一一一一｝一Ⅱ一一一一》》一一一》。
｜側一

一一七、六一一一一、三三一川一一一一、一一〈、美〈別－
１
｜

｜、’七八、七一一〈一Ⅲ」棗一一、丸く一一川一四一つ、夷一一一一’
一一一、三毛、一一三一一一一Ⅲ。一一一、－一宅、合一一一Ⅲ’一一夷、六茜Ⅲ一一川一
一、□一一一四、一一ロハ｜刀〈一一一九、一一一一一一一一
四六三、四三一一一四《三、四三一一一一

総
額

一一一□六、ニロニ

セ
、
三
五
一
、
〈
〈
四

一、’一一一一、□一一一六’

九一、云云七一

一一一一四、一一一一一一

一一一《、一一一六〈’

比率 （
単
位
千
円
）

１
口
■
Ｉ
１
１
１

組
織
区
分

国立学校一瞬献孵附属一牌一鰍孵耐置
Ｉ

□Ｅ一
つ一

一一一〈、三ローー
ロ

ーーハ、〈｛ハ
ロ’

一一一□《、菫ご□・ヨ
ロー

ロー川一七、二一、へ公
一２Ｊ

□’４４｛
□
０
“

』
鰯
一
“

1２

一一一 一一

一￣￣ ￣￣

、､、、、

一ノェプ四プ山一＝＿
￣一＝－ﾋﾌﾞ一一＝
＝ノーＬ＝＝座！三三一ｔ三
、、、、、、、

(＝〕－－ブエ』ニーヒゴづし
二三四一二三＝三三＝
酉ノミ＝二杣＝C＝)＝

九一、云云七一

九三、七一一□’
七
、
三
つ
二こつ一

一、’’’一一、□一一一六

〈、《ロハ、〈一一一四

一九四、ハハセーロ’

四九、七三七一

が
、
物
件
的
経
費
に
つ
い
て
は
一
・
七
五
％
の
増
加
と
な
っ
て
い
る
。
物
件
的
経
費

に
お
い
て
増
加
を
き
た
し
た
の
は
新
規
事
項
の
増
加
と
教
官
当
標
準
予
算
に
お
い
て

一
○
％
学
生
当
積
算
に
お
い
て
一
一
○
％
の
増
額
を
行
な
い
水
準
の
引
上
を
策
し
た
結

果
で
あ
る
。

前
表
に
記
載
し
た
予
算
は
大
学
を
は
じ
め
大
学
附
属
の
諸
機
関
に
所
属
す
る
職
員

定
員
八
万
三
千
六
百
七
十
五
人
、
学
生
生
徒
総
数
三
十
一
一
一
万
三
千
一
一
一
百
余
人
に
対
す

る
教
育
、
研
究
の
活
動
な
ら
び
に
大
学
、
学
校
、
病
院
、
研
究
所
な
ど
の
管
理
運
営

に
必
要
な
経
費
と
し
て
三
十
八
年
度
中
に
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
職
員
、
学
生
定

数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

行
政

職
一

事
務
局
長
一

部
長

次
長
一

課
長
一

事
務
長
一

課
長
補
佐
一長」

係齪内館卿韓●
技
能
労
務
職
員
》

海
事

職

船
舶
船
員
一

教
育

職
一

学
長

所

擁一
教 ◎
大
学
、
学
校
、
病
院
、
研
究
所
等
職
員
定
数
表

『
職
種
別
職
員
定
員
組
織
区
分
表

区

』
、
一
目

一
蝿

分

総
定
員一一一□一一

一一一六，一一一一一

七
七九

へ
、
五
一
三

一一一九、□一九

七一一

一一一七

一一三

一一一〈一

三
□
酉

五四一一一

一一一、四三七一
四、一一一一一一一一

一、五七九一

一四、枩一一一一一

一一一一、三《六

●

国立学校一献勝附属一附置研究

一一七九

一一一□、九七□

壱
七九

七、九六一一

一一九、《一一一九

七一一

一一一一一

一一三一
一一一三一一一

四
一
末

四
七
九

一一一、□七七一

一一、〈九四

一、四三一一一

一一、〈一一一一

九、ご’一一四

組
織
区
分

云、一一一一一一□一四□

一一〈

一一四

五
一

一一一一一一

一一云云

六
〈

一一、□四九

一一一、《□〈□．

一一、四つ－ご｜ご□

鰯

空
酉
同
目
適
用

一一一一一一俸給表海事職
一
円
、
㈲
適
用

一一、八四一一’

三一一一一一

一一一、□三九つ□ご一口一

六四一

一一一一一
一六七三

｜、□六一一一一
三〈一

七
七
□ ￣f－

１＃1M，

￣￣－－俸
給
表
行
政
一

職
Ｈ
適
用
←

（２９）



綴
一

露
』

二
、
等
級
別
定
員
表

．「鴬Ⅷ｜…餅盤糯騏…い…胤三Ｉ髄１偲胤Ⅱ種一
三州到辨一一一締一一一鎧一一一一一一一一一一一一一一一一一一一大学事務局長
一
一
一
一
等
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
三
一
一
一
一
一
一
雪
一
大
学
事
務
局
長
、
事
務
局
の
一

各種学校講繩｜
教

長一
枝肋
教
搬
一

教

荊一
講助

医
療

職

医
療
技
術
職
員

Ｘ
線
技
師

栄
養
士

薬
剤
部
長

薬
剤
主
任

薬
剤
師

歯
科
衛
生
士

総
婦
長
一

婦
長
一

着
護
婦
一

合
計
（
羽
年
度
定
員
）
’

実教校教助講助

習
助

務
職 教

手諭長員手師授
一一一一

一一一七一

九□一

五、三七九一

〈一一一、【壱三

土、四壱四一

一、七一一一〈｜

一己、一一一一一三一
一、七六一一〈

土
□
九一一一つ

一四一一

一一、〈三一一一

一一一一一
一一四

一□ご

一《つ《画

く、一四一一

七
三
九

一一六三

一三〈

一一一□

一一一一一
一一〈〈『四一

ご一己｜□｜□ロ

ー《七一
云一、一一一四一

〈、〈三九一
一、一七才一

壱、一一一一六一

一、’’’九八一〈’
九□力一

一一一Ｃ一

一一、〈三一一麦四

一一一一一六

六□一一一一一

六七□

一一一一一
一一四一

一□□一
一麦□一，

鰄
堺
シ

ゲ
霞
一

一、一一一一
一、一一一・

鮴州鰔脳育一

ロー一同同適用
一四一一一

壱、七云一一六七□Ｅ

俸給表医療一
一一一一一

一一〈八一

一、一一一
同
同
適
用
一

一六、酉〈七一三、九七四一

四
等

五
等

六
等

七
等

八
等

目
適
用

一
等

二
等

三
等

四
等

五
等

海
事
職

Ｈ
適
用

一
等

二
等

三
等

四
等

五
等

㈲
適
用

一
等

二
等

三
等

四
等

教
育
職

特
適
用

Ｈ
適
用

一
等

二
等

鰯
．

勵
周

一一三

七一七四

一一一□、土セロ七

一一六、七つ一一一

六三

七、土七《

六九一

一一一、一一三〈

一一一、’九七

一、〈一四

一一七九

九七七一一四

四□一一三

一一一、七〈三

《、七九〈

三、三七一

九、□一一一四

一、一己’’’

一一一℃｜□七一

一〈一一一一一

芒
酉

一一一、六ロハ一六

一一四《

七七六

一、四一一□

一、一三ＣＣＣ□

’
ごロロ』ご□□ご一己

一一、酉□｜ロ

ー「一一三九□□

一、ロハ《

〈七一一一

『 －ご酉

一一一七一
四
一
九

□四一一一

一「〈四一ロ

ー「八四一．□

三三一一一

六六》
一、一一七一一一

一一一一一□一
一一一、三三四

一一一一一一一
四、三一一三

云七三一
〈、三三九

〈一一一一一
七、一一七四

九一一四
一一一一、三《六

一一一四
一一一四

七〈
一、□一三

一□〈
酉、一四一一

一一九四
四、九一一

四
一
□

一一一、一一一壱四

一一一一一
一一一□一一

一六
一一一一一

Ｃｌ
芦

一一
一一六

一一一一
四一一一

〈
一一一一一一

一一一
四

七
一〈九一一一

一一三

七三七七

一一一《、一一一一一七

一一一一、〈□一一一

六三

〈、三一一九

大
型
船
舶
船
員

大
型
及
び
中
型
船
舶
船
員

（
甲
・
乙
）

同
右

同
右

同
右

東
京
外
六
大
学
長

技
能
労
務
職
員

同
右

同
右

同
右

同
右

部
長
、
病
院
事
務
部
長
、
課

長
、
学
生
部
次
長
、
事
務
長

課
長
、
事
務
長
、
課
長
補
佐

技
術
職
員
、
図
書
館
職
員

係
長
、
技
術
職
員
、
図
書
館

職
員

嚇
熊
號
鮒
繍
韻
、
図
書
館

技
術
職
員
、
図
書
館
職
員
、

｜
般
職
員

技
術
職
員
、
図
書
館
職
員
、

｜
般
職
員

大
型
及
び
中
型
船
舶
船
員

（
甲
、
乙
）

大
型
、
中
型
（
甲
、
乙
、
丙
）

及
び
小
型
船
舶
船
員

同
右

同
右

国
立
大
学
長

国
立
短
期
大
学
長
、
大
学
教

鰯
一

癖
一

（３０）



侭､11）■
Ｌ
Ｉ
Ｉ

四
等

五
等

六
等

同
適
用

一
等

二
等

三
等

四
等

二
等

三
等

同
適
用

一
等

二
等

円
適
用

一
等

二
等

三
等

四
等

五
等

医
療
職

目
適
用

二
等

六
等

目
適
用

一
等

等
五四三

等等等
念、

七、一一一一六

〈、〈三九

三つ

、〈三一一一

一九三

、六三〈

酉《□一一一一

一一四

一□□

’六□

六四

一一一一一

一四四一□一

、’’’九〈

九
四
七一一一己

『’七九

麦
〈

《｜｜□

一六七①．

｜二
一四□｜

｜□

〈六七

一四

七四九一

四
、
〈
三
七

七ロハ一

一一一四〈

一一一四三□

《、’一一四〈

一一一四 ロロロロロロ

セ
、
三
四
三

一、｜土七

七一一

四一一一一一一

、六四 四一〈六

七四四一一□

四一一 妻

ごこ□」 □’

七一一一

、’’’六《

三三九

一一一一一一一

一□一一ロロローー 四一青F記

三ｍこ）プ迫一〔ﾆコー￣（ﾆコー￣（=。－－－－－－

九つ

四フ責一計言
、、、、

証ゴプｂ－こす三四四匹Ｉニニプ■－－
＝プ℃プミピーニ－－一一三三一ロブ℃￣フ菅プ＜－
－七六四七一Ｅ５毛一＝－＝四一一

一、ご□九

□、一一一一 一三

九
、
四
七
四

ＦＦ、

｣侭黙，

垂ロ

、〈三一一一

一九三

，六三〈

酉云□一一一一

一一四

、七六一一

、ロハ九

一一一つ

、七一一一〈

総
婦
長

総
婦
長
、
婦
長
、
看
護
婦

婦
長
、
看
護
婦

看
護
婦

薬
剤
部
長
、
薬
剤
主
任

薬
剤
主
任
、
医
療
技
術
職
員

Ｘ
線
技
師
、
栄
養
士
、
薬
剤
師

医
療
技
術
職
員
、
Ｘ
線
技
師

栄
養
士
、
歯
科
衛
生
士

同
右

医
療
技
術
職
員

高
等
専
門
学
校
長

同
教
授

同
助
教
授

同
専
任
講
師

同
助
手

附
属
小
、
中
学
校
教
諭

同
右

高等学校教諭、各種学校二
高
等
学
校
長
、
教
諭

専
任
講
師

高
等
学
校
教
諭
、
実
習
助
手
一

授
、
工
業
教
員
養
成
所
教
授

大
学
助
教
授
、
工
業
教
員
養

成
所
助
教
授

大
学
専
任
講
師

大
学
助
手
、
工
業
教
員
養
成

所
助
手

教
務
職
員

一
大
学
院
学
生
一

一
専
攻
科
学
生

一
孵
国
櫛
建
学
蛾
一

一
沖
繩
学
生
一

一紅業蝿罎電竺
一
州
批
繩
欣
一

毛献馳孕鯏』靭椴幹蛾一
高
等
学
校
生
徒
一

附
属
学
校
生
徒
一

一
盲
聾
学
校
一

幅
等
学
学
鮒
」

小
学
校
一

幼
稚
園
一

養
護
学
校
一

各
種
学
校
生
徒

衛
生
検
査
技
師
学
校

歯
科
衛
生
士
学
校

歯
科
技
工
士
学
校
一

診
療
Ｘ
線
技
師
学
校

着
護
学
校

助
産
婦
学
校

保
健
婦
学
校

癖殊榴堵養》｜
学
生

・
１
１
１

｜
紀
年
度
予
算
総
数
一

◎
学
生
、
生
徒
総
数
表
（
予
算
人
員
）

辰、

F義、

己

一一一一一一一一一、一一一一一一九

一一一、一一一一□

一一、酉七一一一

一一□一、一一九□

一一一一一□

一一一一一六

一一、六四□

〈、ニロロ

ー、酉ハロ

セ、ロー一己

七六□

四、三一一□

一、九四□

九一一、三三三

七九己

〈、ご酉ご

’’’四、ハゼ三

四三、Ｃｌ－Ｃ

一一一、四一一一□

四
ロ
ロ

ニ
、
七
九
三

一一四ロ

ーーーロ

ーロ三

一一一七□

四、三一一一口

一一一四□’

一一つ一
一四ロ

ー一己

国
立
学
校

一一一一一六、力一一一

一一、四三壱

一一、酉七一一一

一一□一、一一九口

一一一一一□

一一一一一云一

一一、六四二
〈、三□ご

｜、酉ハロ

セ、ご一言

七六□

四、三一一Ｃ

ｌ、九四□

九一一、五三三

七九□

〈
、
ご
酉
□

一一一四、〈七三

四三、□一一□

一一一、》一一一一四つご｜ご一己｜ご｜ローＣｌ□

一四Ｃｌご「 組

織
区
分

研学附嘱傭慌附置研究所一
三
、
六
三
三

七六一一一一

七六一一
□一己一己ｌＣｌＣ一一一一三

三、一一一一一一一□

一己三一

一一一セロ一
国、三一一一口一

一一一四□一一一Ｃｌロ一一一□一

在

￣

P2fF、，

（３１）



懸
一

ウ

前
年
度
予
算
に
比
し
昭
和
三
十
八
年
度
予
算
に
お
い
て
増
加
し
た
と
こ
ろ
の
お
も

な
も
の
は
各
組
織
を
通
じ
人
件
的
経
費
に
つ
き
三
十
七
年
十
月
俸
給
表
の
改
正
（
こ

れ
に
関
す
る
俸
給
表
の
改
正
は
昭
和
三
十
八
年
二
月
下
旬
国
会
に
お
い
て
成
立
し

た
）
に
伴
う
積
算
増
及
び
新
規
事
項
に
よ
る
教
官
そ
の
他
の
職
員
の
増
員
に
よ
る
俸

給
手
当
な
ど
、
旅
費
の
増
加
を
合
せ
国
立
学
校
に
お
い
て
三
十
九
億
五
百
八
十
一
一
一
万

余
円
、
大
学
病
院
に
お
い
て
七
億
八
百
二
十
余
万
円
、
研
究
所
に
お
い
て
五
億
二
千

六
百
四
十
余
万
円
、
す
な
わ
ち
人
件
的
経
費
合
計
五
十
一
億
四
千
五
十
余
万
円
の
増

加
で
あ
る
。
ま
た
物
件
的
経
費
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
教
官
当
積
算
額
の
一
○
％
増

加
、
学
生
当
積
算
額
の
一
一
○
％
増
加
、
新
規
事
項
に
よ
る
工
学
部
の
創
設
、
学
科
の

新
設
、
大
学
院
の
増
置
、
講
座
の
増
設
、
大
学
院
専
攻
課
程
の
増
設
、
学
部
に
お
け

る
専
攻
科
の
増
設
、
過
年
度
に
お
い
て
設
置
さ
れ
た
学
科
、
学
校
等
の
学
年
進
行
に

よ
る
校
費
の
増
加
、
教
育
用
設
備
の
改
善
充
実
、
こ
れ
ら
に
附
随
す
る
士
地
建
物
の

維
持
修
繕
、
各
所
小
新
営
費
の
増
加
を
合
せ
国
立
学
校
に
お
い
て
六
億
八
千
一
一
百
六

十
万
余
円
、
大
学
病
院
に
お
い
て
三
千
百
四
十
余
万
円
、
研
究
所
に
お
い
て
千
八
百

六
十
余
万
円
、
即
ち
物
件
的
経
費
合
計
七
億
三
千
二
百
六
十
余
万
円
、
大
学
病
院
医

療
関
係
費
に
お
い
て
九
億
四
千
三
百
四
十
余
万
円
、
研
究
所
に
お
け
る
特
別
設
備
費

と
し
て
四
億
九
千
三
百
余
万
円
、
そ
の
他
実
習
船
研
究
船
等
に
関
す
る
経
費
と
し
て

三
億
一
千
六
百
八
十
余
万
円
、
総
計
百
八
十
一
億
九
千
一
一
一
百
五
十
余
万
円
の
増
加
に

達
し
て
い
る
。
こ
の
増
額
の
大
要
を
組
織
別
に
次
表
に
よ
り
述
べ
る
。

区分一冊年度予算Ｅ師年度予鍵増加額勵謝柵鯏蹴蝋勇一
鮫識亘勤萄一打：三三コ三一三コ割一二塁壽丁

翔唖》・一蕊》｛一鍵・一」識「蝿一一一・一一一へ一一口蕪》一

昭
和
一
一
一
十
八
年
度
増
加
予
算
額
総
表
（
単
位
千
円
）鋪
、
一

寸
・
一
被
斫
．

『
国
立
学
校
の
分
（
単
位
千
円
）
△
印
は
減

一
区
分
」
増
加
額
一
増
加
内
容
雨
年
度
予
算
一
町
年
度
予
算
－

１
１
‐
１
１
‐
１
口
１
１
「

｜国立学校一九、一一一□、｜亮一鰍学柵靭韓螂学棚楓畔所、二一一、〈’一一二《、尖一「《巽一
一一辨渤崩鱸鰔蜥旧鰔燗狄一”一

一
、
人
件
的
経
費
一

１
俸
給
手
当
な
ど
一

慰
予

一一一、九つ三、〈一一一一一一一
四□、〈四七、一四四一一一六、九四一、一一一一一

一一一、〈一一一一一一、四一一一一一七大学長認証官制に切巴、二一一七、一一一瑠一一一麦、一一つ一一一、九一《
｜替、職員俸給額の改定、一
一
大
学
院
担
当
教
官
の
俸
給
一

一
調
整
（
特
殊
勤
務
手
当
制
一

一
の
廃
止
）
、
超
過
勤
務
手
当

一
時
間
の
増
加
非
常
勤
講
師
一

一
手
当
単
価
の
増
、
校
医
手
一

一
当
の
増
、
学
年
進
行
に
よ
―

『
る
職
員
の
増
、
新
規
事
項
一

一
に
よ
る
職
員
の
増
加

一
工
学
部
の
創
設
（
埼
玉

大
学
）
、
二
一
学
科
の
新

一
設
（
理
学
三
、
工
学
一

一
六
、
繊
維
一
、
外
国
語
一

一
一
）
、
一
四
学
科
の
拡
一

芒
疏
蒸
塞
［

｜
農
業
一
）
農
学
系
学
部

一
の
体
質
改
善
十
一
学
科
一

一
教
養
部
の
新
設
（
大
学
）

｜
大
学
院
設
置
（
修
士
課
一

一程
Ｉ工
学一一、理学一、

●｜●’
｜
薬
学
一
．
家
政
学
一
、
▲

て
芸
術
－
ご

一
大
学
院
専
攻
の
増
加

一
（
十
三
）

蛾

予
算
で
あ
る

、．

「:、

（３２）



'1mm）

二
、
物
件
的
経
費

３
校

費

２
旅 ￣

關
-日

費

増、外国人教師招へい一
旅
費
増

雫一一一畑一一｜教官当積算増単価一○一一》一識》寵》｜｜榊輻娼編》
％
増

一、一丸七、六三九

学
生
当
積
算
増
単
価
二
○

％
増

四四一、六一一一〈

留
学
生
経
費
の
増・一一一一一へ九一一一

新
規
事
項
に
と
も
な
う
増

一、〈九一一一、一一一六九

原
子
力
研
究
関
係三七□、ロハ｜

大
学
院
の
設
置
及
び
強

化
九
四
、
三
九
五

工
学
部
の
創
設

四三、酉□九

学
科
の
新
設
、
拡
充
改

組
、
体
質
改
善

室ロゼ、〈七一

壱一一、酉□一一

腓謙一稠鳩鱒荊悼城靭一
度
開
設
予
定
の
も
の
五
一

一校、講座の増設（文一
科
系
九
、
理
学
系
一
一
一
、
二

農
学
系
一
一
、
医
学
九
）
｜

大
学
院
工
学
系
共
通
講
一

座
八
（
一
一
一
年
目
）
学
科
一

目
の
新
設
整
備
四
七
、

研
究
施
設
の
新
設
十

二
整
備
十
、
そ
の
他

附
属
機
関
の
整
備
な
ど

新
規
事
項
、
学
年
進
行
に

伴
う
職
員
の
増
員
に
よ
る

十
二
専
攻
科
の
設
置
、

鰯
←
鏑

く
つ
土
、
七
九
七

七一一一七、一一一九三

一

４
光
熱
水
料

５
土
地
、
建
物
維

持
修
繕
各
所
新

営
費

》
慰
一
・
・

鏑

五一一一一一、三一一一九一
六〈一一、六一九一

■

一己、七四一一

一
工
業
教
員
養
成
所
の
整

一柵究施設の新設整備 九四、一一ロロ

一一一〈、□四一一一

一
附
属
学
校
の
新
設
整
備

へ
。
一
一
一
七
云
七

実
習
施
設
等
の
新
設
整

備
一一一一、西国ご

｜
特
別
事
業
関
係
六
一
人
一
一
七

一
臨
時
事
業
関
係
圏
、
書
｜

特
殊
装
置
運
転
関
係

。
｝
し
・
珂
六
《
、
三
六
七

一其Ｉ附属施設関係
．
。
．
力
去
、
一
一
九
一

積
算
増

各
所
修
繕
坪
当
単
価
の
引

上
（
三
二
円
を
歪
ご
円
）

’一一一一一一麦、｜麦一一一

坪
数
の
増
加
に
よ
る
各

所
修
繕
増
と
一
夫
認

高等専門学校の増設一
．『，四一一一つ、一一一六□｜

灘舞辨》趨
程
の
新
設
〈
四
一
一
一

専
攻
科
の
設
置
一
、
七
四
〈
｜

瀧率鱗設》一』進
一一己、一一九七一

教
員
養
成
学
部
の
整
備
一

f9，
，１

六六一一、九〈’

’一一、一一奉七、ハロ）’

￣

/911）

一一一一□、酉四一一

一一、三〈三、’一〈一一一

（３３）



綴
三

廟
一

三
、
そ
の
他

６
実
習
船
関
係
費

大
学
附
属
病
院

一
、
人
件
的
経
費
一

１
俸
給
手
当
な
ど
一

７
受
託
研
究
費

８
受
託
研
究
員
費

９
奨
学
交
付
金

分
一
増
加
額
一
増
加

区 二
、
大
学
附
属
病
院
の
分
（
単
位
千
円
）

一一六一、一一一七□

△
で
《
、
九
一
一
一
〈

一一、□□一一、□四
五

一一〈、酉ごく一

一九、九□□

一一一ごつ、□□ご’

七ロハ、一一一一一一一一

七二、一一一一一一へ職昌俸給額の改定、大一
学
院
担
当
教
官
の
俸
給
調

整
（
特
殊
勤
務
手
当
制
の

廃
止
）
超
過
勤
務
手
当
積

、
算
時
間
の
増
加

一新規事項にともなう職。
｜員刷繍増加看護学一
一校の新設診療科の新一
一
設
整
備
、
診
療
業
務
の
一

一
整
備
新
設
（
中
央
検
査
一

校
地
維
持
費
の
新
増九
九
、
四
〈
六

国
有
財
産
境
界
設
定一一四、七四一

水
泳
プ
ー
ル
新
営

酉
□
、
□
□
ご

運
動
場
施
設
賢
二
、
夷
〈

管
理
施
設
整
備
美
、
〈
一
一
一
一
一

運
航
費

食
糧
費

建
造
費

整
備
費

大
学
医
学
部
歯
学
部
の
附

属
病
院
二
三
に
要
す
る
予

算
で
あ
る

内',ｊｊ
容儂

△｜□一一、七七□

△
七
、
三
七
九

鞠
纐
） 、七一一四

六
〈
七

｜冊年度予算一師年度予算一
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｊ
ｌ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ

一七、四九〈もつ七三一三、四九六、二一一□

七、□七六、七六一一

七、□一一一一一一、〈九九

〈’一一九、一一一一一

四六三、四三

一一一〈、〈六〈’

一一一□六，三□□一

一一一〈、ニロー

麦、一一一《〈、三一一一□

六、一一一一一六、三六一

三七七、九三一

五四一一」一一一九□

一一□、己士一一一

〈
、
九
六
〈

六、三つＣｌ

附
置
研
究
所

区’

、
物
件

３
校

２
旅

４
光
熱
水
料

５
土
地
建
物
維
持

修
繕
各
所
新
営

費

、
医
療
関
係
費

６
医
療
費

７
患
者
用
品
費

８
医
療
機
器
整
備

費

９
学
用
患
者
費

、
患
者
食
糧
費

ｕ
生
徒
教
材
費

、
生
徒
食
糧
費

、
人
件
的
経
費

１
俸
給
手
当
な
ど

、
附
置
研
究
所
の
分

鰯

費一
的
経
費費
一

分霞
Ｕ

一一一三□、一一一七一

一
一
〈
〈
、
二
一
一
新
規
事
項
に
伴
う
も
の

三九、四六一一

診
療
科
の
新
設
、
整
備

一一一、壱でご

病
床
の
増
加
一
一
、
一
一
一
一
一

看
護
学
校
新
設
酉
奎

診
療
業
務
の
整
備一一一三、一己三

診
療
管
理
、
設
備
充
実
等

一一一一〈、《三□

九一一へ一一船蜥鰄繩…舳所新営、
六三七、九四一一一

△
一
一
、
一
一
一
一
五

△増
加
額

、九〈

五一一六、四四〈

三一四、四一一一

一一一〈、三一一

〈
三
、
九
四
《

三
六
、
〈
六

一、三一一六’

七、九一一一一一

、一一九七

全
国

■

（
単
位
千
円
）
△
印
は
減

望
、
手
術
部
の
新
設
）

新
規
事
項
に
よ
る
職
員
の

増
加
に
伴
う
も
の

附置研究所六四に要す―〈、きく、〈一一一国
る
予
算

職員俸給額の改定、大一一一一｛一一一一一鋤語
学
院
担
当
教
官
の
俸
給
調
一

増
加
内
容
一
胡
年
度
予
算
一
町
年
度
予
算
一

懲
一

霞

四一□、一〈九一一一

一一七九、六九四

一壱℃三三一、〈〈四

一三、一一一《三、一一三三
一一一一、四〈六

七〈□、一一一一一

’一、〈六九、酉一一九

一一、一七九、□四一一

一一一一一七、五四三一

九四一、〈三一一
九、一一一一□

九六、一一一□四一

四一一、〈六一一一

’六、《ごく、四四一一

一一、三一土、ロヱハ

ー、〈土□、九一一一□

酉、七つ七、一一一一一一一

一一一一一一、七一一

六一一一一一、一一六ハ

ーーハ九、□一一一四

〈三三、九口七

一□、〈一一一六

〈〈、一一一七一一一

六、六一一七、三一一一七

一一「八・一、五□四

一一、六九九、一一一己士

一一一壱九、〈四四

一一四〈、一一〈酉

四一、《六《

（３４）



〆

愚

２
旅

費

二
、
物
件
的
経
費

３
校

費

￣●

F1、

一一一、□一一七

九□六、’一一三〈

七九一一一、九〈一一一

一
整
（
特
殊
勤
務
手
当
制
の

一
廃
止
）
超
過
勤
務
手
当
積

一
算
時
間
の
増
加

一新規事項に伴う職員の
一増加
一
原
子
炉
実
験
所
設
置

一
（
京
大
）
、
内
分
泌
研
究

一所設置（群馬大学）、
数
理
解
析
研
究
所
設
置

（
京
大
）
、
研
究
部
門
の

増
設
（
原
子
力
研
究
部

門
三
、
基
礎
電
子
工
学

研
究
部
門
七
、
防
災
科

学
研
究
部
門
四
、
一
般

研
究
部
門
八
、
海
洋
研

究
部
門
二
、
研
究
所
附

属
施
設
の
新
設
四
、
部

門
の
整
備
、
研
究
所
附

属
施
設
の
整
備
、
大
学

院
学
生
の
増
募

管
理
的
経
費
の
増

職
員
の
増
に
伴
う
も
の

－□、〈’’’一

学
術
研
究
天
一
一
一
、
三
一
一

教
官
当
積
算
単
価
一
○

％
学
生
当
積
算
単
価
一
一

○
％
増
一
三
、
□
至

新
規
事
項
に
伴
う
増

一一つ酉、一一一九

研
究
用
機
器
更
新
増

一一一〈、□□□

ロ
ケ
ッ
ト
観
測
費

，
』
．
，
．
一
一
□
・
’
、
四
一
一
一
一

・闘一
へ
鏑

一一四、一一一一一一

一一一、九七一一、九三九

一一一、〈一〈、’四〈

一つ一一、一九三

一一一、□六《、六□’

’一一、□一一四、｜《三

次
に
最
近
八
カ
年
度
に
お
け
る
国
立
学
校
関
係
予
算
を
展
望
す
る
と
次
表
に
示
す

よ
う
に
数
額
は
逐
年
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
投
資
額
が
運
営
上
に
与
え
た
影
響

が
大
き
く
著
し
い
発
展
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
光
熱
水
料

５
土
地
建
物
維
持

各
所
新
営

三
、
そ
の
他

６
研
究
船
関
係
費

７
受
託
研
究
費

８
受
託
研
究
員
費

四
、
特
殊
設
備
費

鰔

鰯
日

、

三三、四五三

一一九，’六七

一一一一一、七〈〈

一一、ニロロ

四九一一一、ご’一一六

九一一一、《九七

一〈、六七〈’

巳

原
子
核
研
究
、
プ
ラ
ズ
マ

研
究
、
海
洋
研
究
設
備
、

原
子
炉
購
入
、
原
子
炉
附

属
設
備
の
増
加

運
航
費
、
整
備
費
の
増

特
殊
装
置
運
転
費
増
一

特別事業費の鮨、一全一
一一一一、一一一三一一一 繭

九一、云云で

九三、七一一』

で、三□ご’
一、一一一一一、□’一一六一

一口三、□一四一

四九、七三七一

一九四、〈〈七一

￣L

JMm1?｛

三、ごロロ一
六一一□、ロロロー

一一、一一一三七一

一一一一、ロゼ土

一一一一九、酉一一一一一

一一〔》一一一

（３５）



繍
一

彌

（
本
会
報
十
二
号
以
降
に
褐
記
し
た
予
算
小
観
中
の
予
算
額
と
前
表
金
額
と
に
お

い
て
相
異
す
る
点
は
褐
記
し
た
後
に
お
い
て
補
正
予
算
が
成
立
し
た
も
の
に
つ
い
て

は
そ
れ
を
合
算
し
褐
記
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）

次
に
国
立
学
校
運
営
費
に
お
け
る
八
カ
年
度
百
分
比
を
一
一
一
十
一
年
度
よ
り
三
十
八

年
度
に
亘
り
人
件
的
経
費
物
件
的
経
費
を
主
体
と
し
て
組
織
別
に
示
す
Ｐ

割
立
一
局
等
専
即

劃
立
文
教
災
害
復
旧
蕎

玉
一
ユ
ユ
令
〆
識

「
劃
」
ユ
些
子
隙
Ⅸ
噸
岬
自
国
仕
舞
閃
如
杣
ム
ロ
昌
淨
知

ｐ
ｘ
画
刈
之
巨
一
汁
ノ
鐘
曰

ノ

型
人
雷

◎
国
立
学
校
関
係
予
算
八
カ
年
度
表
（
単
位
千
円
）

員
旅
善

ヨ
鈴
加
芸
員

盛
灘
叉
堰

算
一
一
「
ハ
ニ
、
二

鼻
一
一
一
一
二

』、一一五〈、四一一三

］
カ
ハ

］
八
、
八
一
一
壷

＝

酉
２－つ

雨』鰯ン

〔二コ

マ

一一

一

室

］
「
ハ
ヱ
［ ＝Ｉ

Ｌ｣

￣

四
一
一
六
、
ハ
ニ

］一一、六一一四、力己

一三、つく一一、四己一一一一
四
声
「
□
宝

一
．
七
、
つ
。
［

｜
力
「
巫
皿

■

一
四
、
四
□
己

｡

一一一〈、｛｝〈四

｜
大
『
》

一
一

■－－

ﾌﾟ壜８
，回

四
「
五
四
［

人
件
的
経
費

俸
給
手
当

な
ど

旅
贄

物
件
的
経
費

校
費

区
分
一
邪
年
度
一
師
年
度
一
胡
年
度
一
妬
年
度
一
弘
年
度
一
鍋
年
度

土
地
建
物
一

維
持
修
繕
一

及
新
営
費
一

◎
国
立
学
校
運
営
費
八
カ
年
度
百
分
比
（
総
表
）

］、一一五五、’’一一一一

｛
、
｜
｜
｜
空
一
、
四
一
一
西

］
、
ご
□
曰

閨
、
七
二
一
一
一
一
、
四
一
五
、
一
宝

顧

懲
、

宝＝一話芸
一＝

●●●●●

夫公皇奎吉％

￣

●

ﾌ、
Ｃ＝）

当
空
、
六
七
エ

一
三
、
七
四
二
、
ハ
ハ
ニ

》
１
六
一
》

一四六、’一四西

ハーー妻君
一＝

●●●●●

三三西話交％

・
七
四

一一一・七□
’一一●一一一

一一一●’’
一一一ｏ七

一一一・四
一一一・六

一一一●一〈一

六九一冤否
二西＝と二％

四
二
、
二、

』
、
四
四
五
、
一
一
五
空

亟

四
四
一
「
｜
｜
摩
｛

￣

￣

￣

￣

、

〆〔̄

云一鋤一
一〈□●一一一

一●一

一一〈ｏ』

一一四・九

フ量：フ侭：
＝≠：一一一

二人ニーモゴ人％

型【、一一一一〈、四一一七一
四
一
、
六
六
四
、
四
四
［

愚 ］
二
、
コ
ニ
［

四
、
□
□
［

閏
、
ハ
ハ
ニ
｜
、
□
一
一
一
四
、
声
五
三
、
五
一
一
〔

一四一盃至
＝セニニーム％

鏡 釦年度一ｎ年度一

一一一一一一
一一一一一・九一一一四ｏ一一
一一ＰＣ一一一一一一□・酉

、

四
、一一

［

〕’’一勺。一・匹

二一一、己

］、［｝ここ

（３６）



－－、

侭!§、

人
件
的
経
費

俸
給
手
当

な
ど

旅
贄

物
件
的
経
費
一
・

校
費

土
地
建
物

維
持
修
繕

及
新
営
費
一

医
療
関
係
費

人
件
的
経
費
一

俸
給
手
当

な
ど
一

旅
贄

物
件
的
経
費

校
費

士
地
建
物

維
持
修
繕

及
新
営
費

そ
の
他
一

に
大
学
附
属
病
院
の
分

区
分
胡
年
度
師
年
度
鮒
年
度
弱
年
度
狐
年
度
兜
年
度
銘
年
度
皿
年
度
一

医
療
関
係
費
一

そ
の
他

特
殊
設
備
費

区
分
一
銘
年
度
師
年
度
粥

扇◎
各
組
織
別
運
営
費
八
カ
年
度
百
分
比

Ｈ
大
学
学
校
分

酉
ご
・
四
四
一
一
一
九
・
九
一

四ＣＯ一一一

四ＣＯ一九一一一九○六一一一
四・○口｜

□・一一三
一・一一〈

ご・一一一

一六・四Ｃ
一六ｏ三九

一四・□》
一四・〈ご

’
四
。
九
三

一一一・六

一・六□
｜・六四

一
・
四

四一一一・’六四一一一ｏ三□
四
三
○
七

六□・《Ｃｌ

｜●一一一一

一一一《・九一一

一一一一・九六｜

‐
四
・
九
三

六一・削一

一〈・’九

一●’一一

一●一一一一

一二一七

％’
六四ｏ一一一七一
六一一一・□三

酉・夫

一●一一一一一

四。｛己

九
・
九
七

ハ
ニ

ロ・一〈酉

□
・
〈
酉｜￣

美:

年
度％

《
七
○
七

こつ犀！－ｔゴー－
● ● ● ● ●

’~Ｌ－１ユヨニ五色酉

￣￣プレ四
●●●

矛く-ヒァー

１
１

弱
年
度

Ｉ

四一一一・□

四一一・〈｜

□・’一

一つ・〈

九・’

一・七一

四一〈・――

毛 宍ｉ
土％

一●’一一

□○一一

六・三

一一一ｏ七

￣－ノミ
●●●

ﾉｰ、￣ノー、

鳧
慰弧
年
度％

《九・九

酉四・一一
四六ｏ五一

四六・□一
四《○三一

四一一一・九
四《・一一一

四五・〈’
四《・一一

己●一一
ご・一一

ご●一一一
□●一一一

九・一一
〈
・
七

九
・
六

一□●’一

壱
・
〈

七・一一一
〈・ロ

八・一一一一

一●一一一
一・四一

一
・
六

一
・
〈

酉
《
・
〈

四
四
。
〈

四
四
ｏ
四

四一一一・四一

麦
〈
・
七

ご
・
七

「
－
１
Ｉ

四四ブ℃一
●●●●

－ピ－－上す酉一之

一〈・土

□●一〈

ＣＯ九一

粥
年
度
一
釦
年
度
圧
ｎ
年
度
一

ｌ
ｌ
ｒ
Ｉ
Ｌ
Ｉ
ｉ
Ｌ

％
一
％
一
％

七
一
・
五
七
一
一
・
九
七
一
一
・
〈

七ＣＯ三一七一・六一七一ｏ三一
｜●一一一一●一一一一一●’’’一

一一七・四一一六ｏ一一一一一六ｏ一一一

一一一一一・一一一一一一．ご’一一一・〈一

四・一一一四・一一一四・三

□
・
力 【=。こつ〆Ｌ

●● ●

コト四麦：声§

□
・
〈 こつこつ’Ｌ

●●●

’、フ員『－t＝

□
・
土

￣￣ノ、
●●●

コト山一ﾋゴ＝

Ｅ
附
置
研
究
所
の
分

一
区
分
一
邪
年
度
一
町
年
度
洲
年
度
弱
年
度
一
弘
年
度
一
鍋
年
度
」
麺
年
度
一
ｎ
年
度
一

一
１
．
１
１
Ｉ
「
１
１
１
１
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｉ
‐
Ｉ
「
ｉ
；
「
１
１
１
１
‐
「
ｌ
‐
‐
ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ

。》》一一・一口一一一・』■一一一｛二一一一コ・
前
表
に
よ
っ
て
最
近
八
カ
年
度
間
に
お
け
る
国
立
学
校
運
営
費
の
推
移
を
見
る
と

総
表
に
お
け
る
人
件
的
経
費
は
漸
次
比
率
の
減
少
を
き
た
し
、
物
件
費
に
お
い
て
は

僅
か
な
が
ら
も
漸
次
比
率
が
上
昇
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
大
学
の
数
の
少
な

い
過
去
の
時
代
に
お
い
て
人
件
費
物
件
費
が
平
衡
を
保
っ
て
お
っ
た
よ
う
に
、
平
衡

を
回
復
し
つ
つ
あ
る
傾
向
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
比
重
が
平
衡
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
確
定
し
た
理
由
が
あ
る
訳
で
は
な
い
。
大
学
の
数
が
少
な
い

時
代
は
人
件
費
物
件
費
の
割
合
は
半
々
の
姿
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
ま
た
そ
の
当
時

は
研
究
費
が
不
足
で
困
る
と
い
っ
た
声
は
比
較
的
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
し

て
半
々
の
姿
が
常
道
で
あ
る
と
見
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
妥
当
を
欠
く
も
の
と
も
考
え

ら
れ
な
い
。
試
に
特
別
会
計
制
度
下
に
お
か
れ
た
東
京
大
学
の
昭
和
十
年
度
経
常
歳

出
予
算
七
百
八
十
七
万
九
千
余
円
中
人
件
的
経
費
は
四
百
三
万
四
千
余
円
で
総
額
の

五
一
％
に
相
当
す
る
東
京
大
学
が
明
治
四
十
年
帝
国
大
学
特
別
会
計
法
に
よ
っ
て
定

額
政
府
支
出
金
制
度
に
お
か
れ
た
当
時
の
経
常
歳
出
予
算
百
一
一
一
十
四
万
一
一
千
余
円
の

中
人
件
的
経
費
は
六
十
七
万
五
千
余
円
で
歳
出
総
額
予
算
の
五
○
・
三
六
％
に
相
当

し
て
お
り
そ
れ
よ
り
以
降
の
年
度
に
は
多
少
の
変
化
は
あ
っ
た
が
大
体
人
件
費
物
件

費
の
割
合
は
半
々
の
情
態
を
保
っ
て
お
っ
た
。
特
別
会
計
廃
止
後
に
お
い
て
は
人
件

的
経
費
は
漸
次
増
大
の
一
途
を
辿
り
そ
の
比
率
は
総
額
の
七
○
％
に
及
ん
で
い
る
。

以
上
説
述
し
た
と
お
り
平
衡
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
歴
史
的
事
実
を
基
礎
と
し
て
考

》
》
關
。

濤稠，

憾

廟

（３７）



慰
一

慰
二

察
し
た
意
味
で
あ
る
。
大
学
に
お
け
る
研
究
費
が
き
わ
め
て
不
足
で
あ
っ
て
眼
ま
ぐ

る
し
く
変
転
す
る
学
術
研
究
を
遂
行
す
る
に
支
障
を
来
し
て
い
る
と
い
う
声
が
、
大

学
新
制
度
以
来
き
び
し
く
巷
間
に
つ
た
え
ら
れ
る
の
は
人
の
経
費
に
即
応
す
る
物
の

経
費
の
割
合
が
充
分
に
と
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
前
々
年
度
以
来

大
学
の
拡
張
、
学
校
の
新
設
等
に
よ
っ
て
積
算
の
基
準
が
文
部
大
蔵
両
当
局
の
合
意

に
よ
り
樹
立
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
の
で
研
究
費
に
つ
い
て
も
相
当
増
加
の
方
向
に
進

ん
で
お
る
こ
と
は
大
学
業
務
に
携
わ
る
人
達
に
は
好
ま
し
い
現
象
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
基
準
を
樹
立
し
た
以
上
は
新
設
の
分
野
に
の
み
適
用
せ
ず
過
去
に
設
け
ら
れ

た
も
の
に
つ
い
て
も
新
基
準
を
適
用
し
て
す
っ
き
り
し
た
計
算
に
整
備
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
、
古
い
も
の
は
む
し
ろ
費
用
が
多
額
に
要
す
る
こ
と
の
多
い
の
が
実
情
で

あ
る
。
積
算
基
準
を
作
っ
た
以
上
は
一
歩
前
進
し
て
法
制
化
し
て
確
固
不
動
な
積
算

方
式
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
、
こ
の
こ
と
は
教
育
研
究
大
学
財
政
上
の
安
定

性
、
恒
久
性
の
確
保
に
き
わ
め
て
重
要
な
因
子
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ

る
。
所
管
省
と
財
務
担
当
省
と
の
合
意
に
よ
る
基
準
で
も
運
行
上
は
支
障
な
い
こ
と

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
時
々
の
情
勢
に
よ
っ
て
動
く
可
能
性
の
あ
る
方
法
を
と
ら
ず
に

法
制
化
措
置
を
講
ず
尋
へ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ろ
い
ろ
の
要
素
を
含
ん
で
お
る
こ

と
で
あ
る
か
ら
至
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
教
育
研
究
を
進
め
る
た
め
の
基
礎
的
事
項

で
あ
る
か
ら
至
難
を
超
え
て
財
政
確
保
の
た
め
の
立
制
を
要
し
よ
う
。

法
制
化
を
考
え
る
に
し
て
も
歴
史
的
事
実
と
統
計
的
事
実
の
噛
み
合
せ
に
よ
っ
て

あ
る
種
の
基
準
法
制
化
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
無
限
に
生
成
発
展
す
る
教
育
研
究

の
た
め
に
あ
ま
り
固
定
化
し
た
法
制
化
は
議
論
の
生
ず
る
こ
と
で
あ
り
き
わ
め
て
困

難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
が
一
本
筋
道
の
通
っ
た
も
の
と
し
て
担
当
者
の
独
断
や
好
み
と

い
っ
た
も
の
に
左
右
さ
れ
な
い
も
の
を
確
立
す
べ
き
は
緊
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
昭

和
二
十
四
年
学
制
改
革
に
際
し
て
も
学
校
の
財
政
に
つ
い
て
は
確
固
た
る
見
通
し
も

な
く
今
日
に
至
っ
た
。
中
央
教
育
審
議
会
に
お
い
て
も
大
学
財
政
の
こ
と
に
つ
い
て

は
抽
象
的
な
答
申
を
し
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
こ
の
こ
と
は
一
体
何
う
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
置
き
去
り
に
さ
れ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
筆
者
ば
か
り
で
は
な
か
ろ

う
か
。
大
学
財
政
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
大
学
関
係
者
の
間
に
お
い
て
も
い
ろ
い
ろ

な
意
見
が
台
頭
し
て
き
て
い
る
、
む
し
ろ
研
究
を
す
る
者
の
問
か
ら
の
意
見
の
方
が

多
い
現
状
で
あ
る
。
大
学
運
営
に
関
す
る
予
算
に
関
し
て
前
述
し
て
あ
る
よ
う
な
形

藪
纐
》

態
を
と
っ
て
解
説
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
現
今
の
大
学
の
予
算
編
成
の
方
式
は
前

各
表
に
示
し
た
よ
う
な
形
式
は
と
っ
て
い
な
い
が
実
質
的
に
は
な
ん
ら
異
っ
て
お
る

も
の
で
は
な
い
昭
和
三
十
七
年
度
よ
り
各
目
明
細
書
に
お
い
て
そ
の
表
現
が
相
当
変

化
を
来
し
た
こ
と
は
前
年
度
予
算
の
解
説
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
予
算
経
理
に

直
接
携
わ
る
も
の
で
な
く
素
人
目
に
も
あ
る
程
度
予
算
の
構
造
に
理
解
を
得
ら
れ
る

よ
う
に
本
年
度
に
お
い
て
も
同
様
の
方
式
に
よ
っ
て
明
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
漸
次
改
善
の
道
を
辿
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
国
立
学
校
、
附

属
病
院
、
附
置
研
究
所
の
各
組
織
を
通
じ
て
管
理
に
必
要
な
経
費
、
研
究
講
義
に
必

要
な
経
費
、
特
殊
施
設
に
必
要
な
経
費
、
学
術
研
究
に
必
要
な
経
費
、
学
生
の
厚
生

補
導
に
必
要
な
経
費
、
設
備
な
ら
び
に
施
設
に
必
要
な
経
費
、
患
者
の
診
療
に
必
要

な
経
費
、
看
護
学
校
等
に
必
要
な
経
費
、
特
別
事
業
等
に
必
要
な
経
費
と
い
っ
た
事

項
に
大
分
類
し
そ
の
内
容
と
し
て
は
予
算
科
目
を
主
軸
と
し
て
細
分
類
を
行
っ
て
編

成
内
容
を
示
す
に
至
っ
た
。
多
年
話
題
に
な
っ
て
お
っ
た
管
理
運
営
経
費
、
教
育
研

究
的
経
費
、
事
業
的
経
費
な
ど
に
一
応
分
類
し
て
従
来
の
予
算
科
目
の
み
の
表
現
に

留
ま
る
こ
と
な
く
目
標
毎
に
分
類
し
て
基
礎
的
な
内
容
を
示
し
た
こ
と
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
表
現
す
る
な
ら
ば
大
学
学
校
別
に
区
分
公
表
し
て
置
く
こ

と
は
出
来
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
一
考
を
煩
わ
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
予
算

に
計
上
さ
れ
た
研
究
費
、
学
生
経
費
で
あ
っ
て
も
凡
て
直
接
的
経
費
と
し
て
の
研
究

教
育
活
動
の
費
用
と
な
っ
て
お
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
明
確
な
分
類
を
す

る
こ
と
は
現
在
の
情
況
下
で
は
実
現
に
未
だ
程
遠
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
昔
日
に
お
い

て
は
大
学
学
校
毎
に
分
類
も
さ
れ
て
お
っ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
そ
の
よ
う
に
な
る
に

は
結
局
予
算
積
算
の
基
準
の
確
定
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
研
究
費
、
学
生
経

費
の
中
に
は
い
ろ
い
ろ
な
内
容
を
包
括
し
て
積
算
さ
れ
て
お
る
も
の
で
あ
っ
て
教
育

研
究
に
関
連
し
、
し
か
も
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
る
管
理
運
営
的
経
費
も
組
込
ま

れ
て
お
る
の
で
あ
る
か
ら
直
接
的
に
教
育
研
究
に
使
用
さ
る
べ
き
部
分
が
幾
何
で
あ

る
か
と
い
う
こ
と
は
区
分
す
る
の
に
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
予
算
積
算
上
に
お
い

て
明
瞭
に
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
検
討
の
上
で
な
い
と
不
可
能
な
事
で
あ
ろ
う
。
む
し

ろ
積
算
内
容
そ
の
も
の
よ
り
も
各
大
学
が
配
当
を
受
け
て
後
、
大
学
が
自
主
的
に
そ

の
大
学
の
実
情
や
規
模
や
慣
行
伝
統
な
ど
あ
ら
ゆ
る
事
態
を
勘
案
し
て
学
内
配
当
を

適
正
に
行
う
計
画
を
樹
て
実
施
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
論
も
成
り
立
つ
で

鰯

鰯
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雨
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
種
々
雑
多
な
内
容
を
包
蔵
し
て
い
る
大
学
で
あ
る
か
ら
一
様
に

は
な
ら
な
い
し
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
見
解
を
持
っ
て
お
る
と
考
え
ら
れ
る
。
が
故
に
予

算
の
編
成
は
一
率
で
あ
っ
て
も
支
障
な
い
の
で
あ
る
が
執
行
に
つ
い
て
の
大
学
相
互

の
比
較
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
長
年
月
に
亙
り
行
っ
て
い
る
実
態
調
査
の
結
果
を
俟
ち

実
情
と
編
成
の
合
理
化
の
一
体
を
企
図
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
や
が
て
は
極
手
を
つ

か
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
研
究
費
の
分
析
に
つ
い
て
は
至
難
な
も
の
が

あ
る
。
単
に
研
究
費
と
い
っ
て
世
間
に
お
い
て
は
概
念
的
に
は
容
易
に
理
解
さ
れ
が

ち
で
あ
る
た
め
研
究
費
を
細
分
す
る
と
か
え
っ
て
難
か
し
い
説
明
を
要
す
る
こ
と
に

な
る
。
研
究
と
い
う
無
限
な
こ
と
を
助
成
す
る
た
め
の
金
銭
に
関
す
る
こ
と
は
細
分

化
す
れ
ば
す
る
程
混
乱
を
招
く
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
凡
て
を
包
括
し
た
研
究

費
と
い
っ
た
多
年
の
慣
行
に
よ
る
方
法
が
こ
れ
で
あ
る
と
す
る
理
由
も
あ
る
で
あ
ろ

う
。
に
つ
れ
に
し
て
も
現
在
の
よ
う
に
永
い
間
の
習
慣
に
よ
っ
て
予
算
の
編
成
が
行

わ
れ
て
お
る
こ
と
も
前
に
述
べ
た
よ
う
に
基
準
が
確
立
不
動
に
さ
れ
な
い
限
り
研
究

費
の
過
不
足
と
か
い
う
予
算
の
こ
と
は
論
議
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
改
善
方
法
に
つ
い
て
は
年
々
と
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
す
っ
き
り

し
た
こ
と
に
な
る
た
め
に
は
長
い
年
月
を
か
け
て
の
調
査
検
討
を
要
す
る
こ
と
で
そ

の
時
々
の
単
な
る
思
付
や
独
断
で
な
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
要
は
現
在
研
究
費

の
絶
対
額
が
未
だ
充
分
で
な
い
と
い
う
一
語
に
つ
き
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
翻

っ
て
使
用
す
る
方
の
側
の
研
究
者
か
ら
は
予
算
の
仕
組
み
ど
お
り
の
額
を
使
用
さ
せ

て
も
ら
い
た
い
、
そ
の
よ
う
に
使
用
さ
せ
な
い
の
は
不
都
合
で
あ
る
と
い
う
議
論
が

相
変
ら
ず
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
純
研
究
費
の
姿
が
明
瞭
を
欠
く
点
が
と
に

か
く
物
議
の
種
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
一
要
因
で
あ
る
と
い
え
る
。

昭
和
の
初
期
に
お
い
て
は
大
学
の
数
も
、
研
究
所
の
数
も
ま
た
附
属
病
院
の
数
も

現
在
と
比
較
す
る
と
少
な
く
、
学
問
研
究
に
従
事
す
る
教
官
も
金
の
こ
と
に
つ
い
て

は
関
心
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
い
う
な
れ
ば
大
学
総
長
や
学
部
長
に
委
せ
き
り

で
、
表
立
っ
て
あ
ま
り
論
議
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
当
時
大
学
、
学
校
共

特
別
会
計
法
の
も
と
に
運
営
さ
れ
て
お
っ
て
一
般
会
計
の
影
響
は
珠
更
に
起
ら
な
い

状
況
で
大
学
の
自
主
性
が
可
成
は
っ
き
り
し
て
い
た
上
に
、
い
わ
ゆ
る
人
件
的
経
費

と
物
件
的
経
費
が
あ
る
程
度
平
衡
を
保
っ
て
い
た
こ
と
で
も
あ
り
、
研
究
に
つ
い
て

も
個
人
的
研
究
が
重
視
さ
れ
て
お
っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
、
今
日
の
よ
う
に
総

￣乙

侭Q１

為丁へ縄

合
研
究
と
か
共
同
研
究
と
か
の
協
力
態
勢
が
強
化
さ
れ
て
き
た
た
め
に
研
究
に
従
事

す
る
人
達
が
予
算
に
目
覚
め
た
と
見
る
こ
と
も
議
論
と
関
心
が
多
く
な
っ
た
と
見
て

も
い
い
過
ぎ
に
は
な
る
ま
い
。
逐
年
予
算
を
増
加
す
る
た
め
の
改
善
方
策
は
と
ら
れ

て
い
る
が
満
足
す
べ
き
情
態
を
生
む
ま
で
に
は
相
当
の
年
月
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

財
政
的
に
恵
ま
れ
た
環
境
の
も
と
に
研
究
に
従
事
す
る
こ
と
の
で
き
る
時
代
の
早
急

に
来
る
こ
と
を
望
ん
で
お
る
の
は
研
究
者
ば
か
り
で
は
な
い
。
科
学
の
振
興
の
波
に

乗
っ
て
理
工
系
に
お
け
る
拡
充
発
展
は
ぐ
ん
ぐ
ん
進
ん
で
お
る
が
大
学
全
体
を
考
慮

し
人
文
系
統
に
対
す
る
研
究
費
の
強
化
と
水
準
の
引
上
げ
を
図
る
こ
と
を
お
ろ
そ
か

に
す
べ
き
で
は
な
い
、
均
等
で
な
く
と
も
平
衡
を
失
わ
ぬ
よ
う
配
慮
し
抜
本
的
改
善

を
加
え
る
こ
と
も
大
学
管
理
運
営
上
極
め
て
重
要
な
こ
と
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。

付
大
学
学
校
病
院
関
係
歳
入
予
算
に
つ
い
て

昭
和
三
十
八
年
度
文
部
省
主
管
歳
入
予
算
中
国
立
学
校
、
大
学
附
属
病
院
、
附
置

研
究
所
な
ど
に
関
係
す
る
も
の
は
お
お
む
ね
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
国
立
大
学
な

ど
の
三
十
八
年
度
歳
出
予
算
額
九
百
二
十
一
億
七
千
九
百
七
十
四
万
四
千
円
の
う
ち

自
体
歳
入
予
算
額
百
七
十
一
一
億
千
六
百
三
十
万
七
千
円
の
差
額
七
百
四
十
九
億
六
千

一
一
一
百
四
十
三
万
七
千
円
は
政
府
支
出
金
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
歳
出
予
算
の
お
よ
そ

一
八
・
六
七
％
が
収
入
支
弁
に
相
当
し
て
い
る
。

◎
国
立
大
学
、
学
校
関
係
歳
入
予
算
表

一
区
分
一
冊
年
度
予
算
一
傭
老
一

一
ｌ
「
Ｉ
「
１
口
１
．
口
■
１
１
１

｜授業および入学検定料など一一一、壱七、許型昭和一一一十八年度入学生より授業料
一
の
値
上
げ
を
行
っ
た

病院収Ⅷ一一一一、〈謡配肥一牌繩鵬鮒聡鵬噸Ⅶ川
寄
宿

受
託
調
査
試
験
及
び
役
務
収
入
一
一
一
ｓ
、
望
一
一
一
受
託
研
究
の
た
め
の
収
入

一国有財産貸付、使用収入など特許一
繩有遜州噸川な準・霊一一蕊棚洲物廃品の収入一
用
途
指
定
寄
付
金
収
入
一
一
一
一
実
、
三
三
｜
用
途
指
定
費
の
寄
付
金

合
計
一
一
壱
、
一
一
一
六
、
一
一
二
一

最
近
八
ヵ
年
度
に
お
け
る
国
立
大
学
、
学
校
関
係
歳
入
予
算
を
参
考
の
た
め
次
に

褐
記
す
。

ｌ５Ｆｌ
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繍
一

鰯

一‐ＩＩＩ－ｌＩＩＩ－ＩＩＩＩＩＩＩ－－－ＩＩＩｌＩＩＩＩＩＩＩ－－Ｉトーーーーーー１１１－－－－‐ＩＩｌ－１ｌ１ｌＩ‐ＩＩＩｌＩｌ‐ＩＩ－－ＩｉｌＩ‐ＩｉＩ１‐１
－
区
分
一
胡
年
度
一
町
年
度
一
胡
年
度
一
胡
年
度
仁
弘
年
度
一
銘
年
度
一
釦
年
度
虹
年
度
一

一ｌＩｌＩｌｌｌＩｉＩＩｌｌＩＩｌＩＩＩｌＩｌｌＩＩ「’’千円‐’’’’千円「１１１‐ｌ‐ｊ一一一一一Ⅲいい’一邨州一》Ⅲ》一一「「’１「「「「「「「「「：「．「０．蝋「「「千円「‐「「「「．’「「「‐「「「「’１１「‐，「「「「「「‐‐「１，１１「「‐鬮臘鬮鬮鬮鬮’一コ幸一叫艸引乢一四『「蝸》’一「１１’「「，「「．「「Ⅷ「「「「「「「「「一一》一叫聿》》引鬮一四Ⅲ一コＭ》『Ⅱ「「，「‐「蝋「‐，‐「１１「，千円一
千
円

一一、七七七、一一一〈七一一一、一一一七、一七禿一一、一己六、□六一一一、ご一丸、一一一九□一一「□一三、酉〈七一一、土ご｜、一一一壱一一一、〈ご七、三一一一〈一一，六九四、酉□一一一
一
授
業
お
よ
び
入
学
検
定
料
な
ど

病院収入一一一、〈蓋、園〈一一一、瑁酉、突六士、究己、四一一つ一七、ご蛸》一詑六、九一》一一一六、□語一一一獣一三、三一一篭誠一、□編む識一一
宿
料
瑁
、
｜
〈
一
一
〒
》
ｇ
、
夫
一
巴
、
毛
ご

’
寄

九一、ご酉〈『七一一「一一一九一一一四四、一一一□一一四一一、五一一一六一一一一一一一、三〈九
一一つ□、四七一一一一一一六、国九六一一己酉、一一一七〈

受
託
調
査
試
験
及
び
役
務
収
入

物品売払収入一一蝿齊擢一一一一一一》灘一一一一諾一一駝錨超酉鰹》一一一一三船》一躍｜《一一拙事七辮齊鶏一一
国
有
財
産
利
用
収
入
な
ど

用
途
指
定
寄
付
金
収
入

一
一
一
口
六
、
三
つ
ご
・
六
、
三
□
Ｃ
ｌ
麦
、
七
三
〈

一一、三三三
一一℃一一一一一九

《
〈
己
《
、
一
一
四
□
一
一
九
つ

一七、一一一奉、一一一□七一一三、七一一一土、《酉〈’一一一、□四一一、一一一つ一一一九、九一一一、四一一〈力、六《六、一一一一一□’〈、麦九四、麦ごロ〈、□九九、九四己七、麦七一一一、売一一七
一
合
計

区
分
一
根
拠
条
文
一
人
文
科
学
一

国
立
学
校
設
置
法
に
よ
る
も
の
（
昭
和
二
四
法
律
第
一
五
○
号
）

大
学

二
章
の
一
一
一
一
条
一
項

学
部
三
条
一
項

専
攻
科
一
学
校
教
育
法
五
七
条

科
同
右

月

大
》
〒
院

三
条
の
二

研
究
科
一
昭
二
八
、
政
令
五
一
号

短
期
大
学

三
条
の
一
一
一

独
立
一
一
項

設
一
二
項

Ｉ＃

一
局
等
専
門
学
校

二
章
の
一
一
七
条
の
二

一
同
等
学
校

三
章
八
条

附
属
学
校

一
二
条
二
項

小
学
校

施
行
令
一
条
１
，
２
項

中
学
校

同
右

高
等
学
校
一
施
行
令
一
条
１
，
２
，

３
項

幼
稚
園
施
行
令
一
条
１
，
２
項

盲
聾
学
校

同
右

養
護
学
校
一
同
右

◎
大
学
学
部
学
校
病
院
研
究
所
等
数
表
免
年
度
）

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
１
「
Ｉ
■

一
根
拠
条
文
人
文
科
学
系
官
然
科
学
系
一

。

揮
緯
←
》

〈一一

一一九六一一一九

一一一

一一一

三声一

一六一三一一一
（一一九）｜

（〈）

一一一〈

九一一一一一一一

（一一一）．’

文
理
系
教
員
養
成
系
一
学
校
一
教
育
施
設
一
病
院
一
研
究
施
設
一
研
究
所
一
総
数

（七五）｜
（七〈）

（’一一一）

（一一一三）

（一一）

（七）

一四

－－－
－

＝＝
綴

蕊

一一九〈

’一七一七五七〈｜麦一

一一一三一一七

「

爾

繍
二℃

七一一

一一四九

一一一一七

一七一一一一

九三一一〈｛三・

一一一一一

一一一一一一七一七五一

壱〈’六一

一一一三一一一一七一

（４０）



廟

各
種
学
校
一
蝋
精
雑
川
圧
条
施
行
規
一

・
一
一
一
一
｛
曰
一
一
一
一
一

助
産
繍
一
一
壱
曰
（
’
七
）
一

着

一
－
６
一
一
一

二
コ
’
九
一
（
土
）

保
健
婦
一

一
一
一
（
一
）
｜

診
療
Ｘ
線
技
師
・

衛
生
検
査
技
師
一

六
に
（
《
】

’
｜
’
｜

・
士
・
一
一
一
三
一
一
一
一
一

歯
科
衛
生
師
一

歯
科
技
工
士
一

海
務
学
院
一

一
一
一
一

法
五
条
、
施
行
規
則
六
一
一

一
四
一
正

教
育
施
設
一
条
の
四
、
別
表
四

芒
》
土
堯
．
一
一
一
一
一

一
■
’
’
一

病
院
一

一
一
一
一
一
一
一

一
一
（
九
六
）
二
・
。
’
九
奉
一
一

そ
の
他
一

一
｛
一
一
一
一
一
一
｜
”
一
』
一
・
一
〈
七

研
究
施
設
一
同
右
・

研
究
所
二
法
四
条
１
，
２
項

国
立
工
業
教
員
養
成
所
の
設
置
等
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
に
よ
る
も
の
昭
（
和
一
一
一
六
、
法
律
第
八
七
号
）

「
■
ｈ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
■
■
Ｉ
ｌ
Ｅ
ｌ
ｌ
ト
ー
牌
１
１
１
１
口
「
し
■
ｌ

工
業
教
員
養
成
所
一

備
考
一
、
前
表
中
（
）
内
の
数
は
系
統
別
又
は
所
属
別
に
分
類
し
た
場
合
の
も
の
で
あ
る
。

二
、
教
育
施
設
欄
の
数
は
臨
海
実
験
所
、
植
物
園
、
農
場
、
演
習
林
、
牧
場
、
練
習
船
、
地
震
、
地
磁
気
、
地
球
物
理
の
観
測
所
、
試
験
所
、
実
験
所
等
で
あ
る
。

衛

｡

為『一鍋

闘

?｣1$１，
℃

關

戸一.

J1關1１

歪

一

声:六二｝し＝－
０…-こう禺竜＝ゴ空

三〈一一一一七一一一九一《一一’二型

（４１）
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綴「芒
慰 会計報告

昭和年37度(皇繍鶴朏}決算 国立大学協会

,予算現額閨襄訂予算|決算額艤露’㈹≦Ｉ
Ｌ全型gQlH岬UOL型型里|L7,51ｆｌＬ－－－－－ｌ

'識牌■歪1織聿…■

宝Ⅱ
科
－
－
１

｜歳一

目

入の

一
部
―
費

会

預金利子

前年度繰越額

２
３

部歳 出 の舗
繍
．

Ａ事業費

1．総会費

２役員会費

ａ委員会費

4．会報発行費

５調査研究費

贄務Ｂ事

諸給与

備品費

借用料

消耗品贄

印刷費

通信費

旅費

庁用諸費
１
２
３
４
５
６
７
８

鰯

綴̄

贄備Ｃ子

昭和38年３月３１日現在

鈎

繍
一

l－ｆ

Ｆ

在
普

現

資金 額

通預金 321,365円 ｌｉｌＩｌＩ「ｌ’

備品台帳総計額

公印、書庫、書棚、謄写版、名栗、石油コンロ、窓日除、

書籍、書類整理箱、東芝セーム謄写機等、３０点 125,580円

（４２）



ｊ》ずＭ〃÷a?$、

昭和38年度{呈繍鵜離}予算案
#1駒１

(螺、

国立大学協会一科一入一
一
歳
一

目｜金 額 摘 要

－－Ｉ
部Ｉ6,999,000円の

会費

預金利子

前年度繰越額

１
２
３

７２大学合計額（各大学は昭和87年度支出会費の倍額）6,618,000

６０，０００

821,000

ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
１
１
１
１
１
１
‐
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
‐
‐
１
１
１
１
「
－
１
‐
‐
‐
‐
ｌ
‐
１
１
「
「
「
「
「
・
「
．
．
「
Ⅷ
「
‐
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
，
‐
「
「
Ｐ
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
「
‐
「
’
一

０
■

歳 部出 6,999,000の

Ａ事
－－－~￣￣’

業 贄 3,699,500

1．総会費

2．運営協議会費

ａ役員会費

４委員会費

5．会報発行費

６調査研究費

１回40万円（懇親会、弁当茶菓など）年２回分

運営協議会に要する会議費、諸手当等を含む

役員など33人１人500円１回16,500円年３回分

委員など20人１人500円１回10,000円年５０回分

１回75,000円（550部）年２回分

委員会等調査及び研究に要する費用（手当、車代、旅費等）

800.000

1.200.000

ふく一鏑

49.500

500.000

150.000

1.ＯＯｑＯＯＯ

Ｂ事務

1諸給

２傭品

ａ借用

４消耗品

5．印届１１

６．通信

７．旅

８．庁用諸

贄 70.000２，１
－■

給料、賞与、昇給等を含む（職員４人内２人増員。
１人年額平均40万円）

邦文タイプライター、ストーブ、椅子購入

総会場等借用（ワイヤレスマイク使用などを含む）

与
費
料
費
費
費
費
費

1.600.000

120.000

80.000

5０．０００

会報以外の諸印刷

郵便、電信、電話料等

都内出張を含む

ストーブ燃料、図書、新聞、修繕、茶など

100,000

’
100.000

70.000

厩50.000

熱
く大部分翌年度に繰越して、年度当初の費用、退職積立、保険金等に

充当する
備 費Ｃ子 1.129.500

函

鏑

（４３）



騒
一

繍・

’

第
一
章
総

貝

第
一
条
本
〈
雪
は
、
国
立
大
学
協
会
と
称
す
る
。

第
二
条
本
会
は
、
国
立
大
学
相
互
の
緊
密
な
連
絡
と
協
力
に
よ
り
、
そ
の
振
興
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
三
条
本
会
は
、
前
条
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
次
の
事
業
を
行
な
う
。

｜
国
立
大
学
の
振
興
に
つ
き
必
要
な
調
査
研
究

二
教
授
及
び
研
究
上
に
お
け
る
大
学
相
互
の
協
力
援
助
に
関
す
る
事
項

三
そ
の
他
本
会
の
目
的
達
成
に
必
要
な
事
項

第
四
条
本
会
の
事
務
所
は
、
東
京
都
東
京
大
」
学
構
内
に
置
く
。

第
一
一
章
会

巨
貝

第
五
条
本
会
は
、
国
立
大
学
を
会
員
と
し
て
組
織
す
る
。

第
三
章
役

巨
貝

第
六
条
本
会
に
、
次
の
役
員
を
置
く
。

｜
〈
雪

長
一
人

二
副
会
長

二
人

三
理

事
二
十
一
人
（
会
長
、
副
会
長
を
含
む
）

四
監

事
二
人

第
七
条
理
事
お
よ
び
監
事
は
、
総
会
で
会
員
の
互
選
に
よ
り
定
め
る
。

２
会
長
お
よ
び
副
会
長
は
、
理
事
の
互
選
に
よ
り
定
め
る
。

第
八
条
役
員
の
職
務
は
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

｜
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
本
会
を
代
表
す
る
。

二
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

代
理
す
る
。

三
理
事
は
、
理
事
会
を
組
織
し
、
本
会
運
営
に
関
す
る
事
項
を
処
理
す
る
。

四
監
事
は
、
会
計
を
監
査
す
る
。

四
、
彙

報

１
国
立
大
学
協
会
会
則

鐘
繍
汁

第
九
条
役
員
の
任
期
は
一
一
年
と
す
る
。
但
し
、
再
選
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
補
欠
に
よ
っ
て
就
任
し
た
役
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
四
章
会

議

第
十
条
本
会
の
会
議
は
、
総
会
お
よ
び
理
事
会
と
す
る
。

２
総
会
お
よ
び
理
事
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総
員
の
半
数
以
上
が
出
席
し
な
け
れ

ば
議
事
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３
議
事
は
す
べ
て
出
席
者
の
過
半
数
で
定
め
る
。

第
十
一
条
総
会
は
、
毎
年
一
回
会
長
が
招
集
す
る
。
た
だ
し
、
会
長
が
必
要
と
認

め
た
と
き
ま
た
は
会
員
十
名
以
上
か
ら
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
会
長
は
、
臨
時

に
総
会
を
招
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

へ
２
”
会
長
は
？
総
会
の
議
長
と
な
る
。

第
十
二
条
理
事
会
は
毎
年
二
回
以
上
会
長
が
招
集
す
る
。

２
会
長
は
、
理
事
会
の
議
長
と
な
る
。

第
十
三
条
特
別
の
事
項
を
調
査
研
究
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
は
、

理
事
会
の
議
を
経
て
、
特
別
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
の
二
大
学
運
営
協
議
会

第
十
三
条
の
二
本
会
に
大
学
運
営
協
議
会
を
置
く
。

２
大
学
運
営
協
議
会
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

第
五
章
会

計

第
十
四
条
本
会
の
経
費
は
、
会
費
そ
の
他
の
収
入
を
も
っ
て
あ
て
る
。

第
十
五
条
本
会
の
会
計
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
一
一
一
十
一
日

で
終
る
。

第
六
章
雑

則

第
十
六
条
こ
の
会
則
の
改
正
は
、
総
会
の
議
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
本
会
の
庶
務
を
処
理
す
る
た
め
、
理
事
会
の
議
を
経
て
必
要
な
職
員
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

附
則

第
十
八
条
こ
の
会
則
は
、
昭
和
二
十
五
年
七
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
則

こ
の
改
正
は
、
昭
和
三
十
八
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

鬮

蕊
＝

蕊一一
霞

（４４）



鏑

国
立
大
学
の
管
理
運
営
は
、
本
来
、
大
学
自
治
の
原
則
に
基
づ
き
、
各
大
学
自
ら

の
責
任
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
大
学
が
内
外
の
複
雑

困
難
な
条
件
の
も
と
で
多
様
な
問
題
に
当
面
し
て
い
る
と
き
、
大
学
の
管
理
運
営
を

さ
ら
に
適
切
な
ら
し
め
、
大
学
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
を
よ
り
よ
く
達
成
を
る
た
め

に
、
す
べ
て
の
国
立
大
学
が
共
同
連
帯
の
意
識
を
も
っ
て
相
互
に
協
力
す
る
こ
と

も
、
大
学
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
途
で
あ
り
、
ま
た
、
大
学
の
自
治
を
真
に
活
か

す
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
国
立
大
学
協
会
は
、
国
立
大
学
相
互
の

緊
密
な
連
絡
と
協
力
を
一
層
促
進
し
、
大
学
の
管
理
運
営
に
つ
い
て
有
効
適
切
な
方

策
を
講
ず
る
た
め
の
組
織
と
し
て
、
こ
こ
に
大
学
運
営
協
議
会
を
設
置
す
る
。

大
学
運
営
協
議
会
は
、
す
べ
て
の
国
立
大
学
の
自
主
的
な
協
力
を
基
礎
と
し
、
各

大
学
の
自
治
を
充
分
に
尊
重
し
て
運
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
学
運
営
協
議
会
の
活
動
を
円
滑
有
効
に
す
る
た
め
に
は
、
各
大
学
が
あ
ら
ゆ
る

適
当
な
方
法
、
と
く
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
連
絡
・
協
議
等
に
よ
っ
て
、
常

に
相
互
の
協
力
に
努
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
大
学
運
営
協
議
会
の
任
務
は
、
こ
の

よ
う
な
大
学
の
協
力
を
前
提
と
し
て
達
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

（
協
議
会
）

第
一
条
国
立
大
学
協
会
会
則
第
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
大
学
運
営
協
議
会
（
以

下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
任
務
）

第
二
条
協
議
会
は
、
左
の
事
項
を
任
務
と
す
る
。

一
国
立
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
に
寄
与
す
る
こ
と
。

一
一
国
立
大
学
に
そ
の
内
部
で
は
解
決
す
る
こ
と
の
困
難
な
問
難
が
生
じ
た
場
合

に
、
そ
の
大
学
の
自
主
的
な
解
決
に
助
力
す
る
こ
と
。

（
管
理
運
営
の
改
善
）

第
三
条
協
議
会
は
、
国
立
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
に
寄
与
す
る
た
め
、
左
の
事

項
を
行
な
う
。

｜
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
内
外
の
資
料
を
収
集
し
、
こ
れ
を
整
理
す
る
こ

２
大
学
運
営
協
議
会
規
程

！？\、

へ傘一簿

と
。

二
国
立
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
に
資
す
る
た
め
の
方
策
を
研
究
す
る
こ
と
。

２
前
項
の
資
料
及
び
方
策
は
、
国
立
大
学
が
自
主
的
に
管
理
運
営
の
改
善
を
行
な

う
た
め
の
参
考
に
供
す
る
。

３
協
議
会
煙
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
国
立
大
学
の
管
理
運
営
に
関
し
て
、
ひ
ろ

く
各
方
面
の
意
見
を
き
き
又
は
各
方
面
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
？

（
問
題
解
決
の
助
力
）

第
四
条
協
議
会
は
、
国
立
大
学
に
そ
の
内
部
で
は
解
決
す
る
こ
と
の
困
難
な
問
題

が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
大
学
に
よ
る
自
主
的
な
解
決
を
促
進
す
る
た
め
に
有
効

か
つ
適
切
と
み
と
め
ら
れ
る
助
言
そ
の
他
の
方
法
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の

解
決
に
助
力
す
る
。

２
協
議
会
は
、
》
表
情
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
関
係
者
か
ら

事
情
を
き
き
又
は
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
助
力
の
経
過
を
国
立
大
学
協
会

の
総
会
に
報
告
し
、
そ
の
意
見
を
き
く
こ
と
が
で
き
る
ｐ⑪
一
・
ｑ

（
助
力
の
趣
旨
）

第
五
条
協
議
会
が
前
条
の
助
力
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
は
、
前
文
の
精
神
に
し
た

が
い
、
当
該
大
学
の
自
主
性
を
充
分
に
尊
重
す
る
こ
と
を
要
し
、
い
や
し
く
も
そ

の
自
治
を
侵
害
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ｒ

（
助
力
の
開
始
）

第
六
条
第
四
条
の
助
力
住
当
該
大
学
の
正
規
の
手
続
を
経
た
学
長
の
申
出
に
基

づ
い
て
行
な
う
。
～
「

２
前
項
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
、
協
議
会
は
、
前
文
及
び
前
条
の
精
神
に
基
づ
き
、

事
態
を
慎
重
に
考
慮
し
た
上
、
と
く
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
四
条

の
助
力
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
協
議
会
の
委
員
）

第
七
条
協
議
会
は
、
左
の
委
員
で
構
成
す
る
。

一
国
立
大
学
協
会
の
会
長
及
び
副
会
長

二
常
置
の
特
別
委
員
会
の
委
員
長

三
、
各
地
区
の
国
立
大
学
に
よ
っ
て
互
選
さ
れ
た
大
学
の
学
長

へ
麺

鱗

斜

－－

蝿

＝
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綴 ２
国
立
大
学
協
会
長
た
る
委
員
は
、
協
議
会
の
委
員
長
と
な
る
。

３
第
一
項
第
三
号
の
地
区
別
及
び
各
地
区
の
定
員
は
、
別
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

４
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
委
員
に
つ
い
て
は
、
左
の
例
に
よ
る
。

｜
任
期
は
、
一
一
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残

任
期
間
と
す
る
。

二
委
員
が
任
期
中
に
当
該
大
学
の
学
長
で
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
後
任
の

学
長
が
委
員
と
な
る
。

三
同
一
の
大
学
の
学
長
は
、
引
き
続
い
て
委
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た

だ
し
、
補
欠
の
委
員
で
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
）

第
八
条
協
議
会
は
、
臨
時
委
員
又
は
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
臨
時
委
員
は
、
国
立
大
学
の
学
長
又
は
教
員
の
中
か
ら
選
任
す
る
。
臨
時
委
員

は
、
前
条
に
規
定
す
る
委
員
と
同
一
の
権
限
を
有
す
る
。

３
専
門
委
員
は
、
国
立
大
学
の
教
職
員
の
中
か
ら
選
任
す
る
。

（
小
委
員
会
）

第
九
条
協
議
会
は
、
特
定
の
事
項
を
処
理
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
小
委

員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
委
員
の
職
務
の
辞
退
）

第
十
条
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
任
務
に
関
し
て
は
、
利
害
関
係
を
有
す
る
委

員
は
、
職
務
を
行
な
う
こ
と
を
辞
退
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
施
に
関
す
る
細
則
）

第
十
一
条
こ
の
規
程
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
協
議
会
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

附
則

（
施
行
期
日
）

こ
の
規
程
は
、
昭
和
一
一
一
十
八
年
二
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

F罰，

￣

辱
鱗

｜東
’ 東鮠二
北道}別東

一関一
甲
信
越

中
部

九

州

一
近
畿

'四中
’

○
了
解
事
項

大
学
運
営
協
議
会
規
程
第
四
条
第
一
項
の
「
助
言
そ
の
他
の
方
法
」
は
、
助
言

を
超
え
る
強
力
な
活
動
を
行
な
う
趣
旨
で
は
な
い
。

国国

鶴
学

鰯
・
句 茨
城
大
学
、
宇
都
宮
大
学
、
群
馬
大
学
、
埼
玉
大
学
、
千
葉
大

学
、
東
京
外
国
語
大
学
、
東
京
学
芸
大
学
、
東
京
大
学
、
東
京

農
工
大
学
、
東
京
芸
術
大
学
、
東
京
教
育
大
学
、
東
京
工
業
大

学
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
、
電
気
通
信
大
学
、
一
橋
大
学
、
東

京
医
科
歯
科
大
学
、
東
京
水
産
大
学
、
東
京
商
船
大
学
、
横
浜

国
立
大
学
、
新
潟
大
学
、
山
梨
大
学
、
信
州
大
学

富
山
大
学
、
金
沢
大
学
、
福
井
大
学
、
岐
阜
大
学
、
静
岡
大
学
、

名
古
屋
大
学
、
愛
知
学
芸
大
学
、
名
古
屋
工
業
大
学
、
三
重
大

学

所
属
国
立
大
学
名

北
海
道
大
学
、
北
海
道
学
芸
大
学
、
室
蘭
工
業
大
学
、

科
大
学
、
帯
広
畜
産
大
学
、
弘
前
大
学
、
岩
手
大
学
、

学
、
秋
田
大
学
、
山
形
大
学
、
福
島
大
学

滋
賀
大
学
、
京
都
学
芸
大
学
、
京
都
大
学
、
京
都
工
芸
繊
維
大

学
、
大
阪
大
学
、
大
阪
学
芸
大
学
、
大
阪
外
国
語
大
学
、
神
戸

大
学
、
神
戸
商
船
大
学
、
奈
良
学
芸
大
学
、
奈
良
女
子
大
学
、

和
歌
山
大
学

福
岡
学
芸
大
学
、
九
州
大
学
、
九
州
工
業
大
学
、
佐
賀
大
学
、

長
崎
大
学
、
熊
本
大
学
、
大
分
大
学
、
宮
崎
大
学
、
鹿
児
島
大

学 鳥
取
大
学
、
島
根
大
学
、
岡
山
大
学
、
広
島
大
学
、
山
口
大
学
、

徳
島
大
学
、
香
川
大
学
、
愛
媛
大
学
、
高
知
大
学

鱸一一
鰯

小
樽
商

東
北
大

定
員一一

（４６）



/､､?｝
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各
常
置
委
員
一
覧
表
順
不
同
）

○
第
一
常
置
委
員
会
（
大
学
の
組
織
、
制
度
に
関
す
る
問
題
）

監理副副会
〃〃〃〃．〃〃〃〃・’ノ〃〃〃〃〃〃〃〃〃’△－′△－

＝再＝

事事長長長
／~、／■、／■、

′'''薑
、_ノﾐｰﾉエーノ

３
国
立
大
学
協
会
役
員
一
覧
表

鰯

福高福遠香三皇小赤松四石高三黒大伊渡黒杉本平茅
勺

（
昭
和
三
十
八
年
四
月
現
在
）

誠
司
（
東
京
大
）

沢
興
（
京
都
大
）

田
弘
人
（
熊
本
大
）

野
目
晴
貞
（
北
海
道
大
）

川
利
雄
（
東
北
大
）

辺
万
次
郎
（
秋
田
大
）

藤
辰
治
（
新
潟
大
）

山
義
年
（
東
京
工
業
大
）

沢
清
（
横
浜
国
立
大
）

輪
知
雄
（
東
京
教
育
大
）

坂
正
顕
（
東
京
学
芸
大
）

橋
雅
義
（
金
沢
大
）

方
博
（
肢
阜
大
）

坂
佐
一
（
名
古
屋
大
）

堀
四
郎
（
大
阪
大
）

牧
実
繁
（
滋
賀
大
）

至
道
（
広
島
大
）

浦
百
重
（
鳥
取
大
）

川
冬
夫
（
愛
媛
大
）

城
寺
宗
徳
（
九
州
大
）

田
得
志
（
鹿
児
島
大
）

橋
泰
蔵
ロ
橋
大
）

田
敬
太
郎
（
神
戸
大
）

厩

Ｉ癖１

委
員
長

委
員〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

○
第
二
常
置
委
員
〈
玄

委
員
長

委
員〃〃〃〃〃〃〃〃〃

○
第
一
二
常
置
委
員
会

委
員
長

委
員

Ｐ

！?`1$
可

福
田
敬
太
郎
（
神
戸
大
）

石
橋
雅
義
（
金
沢
大
）

大
山
義
年
（
東
京
工
大
）

三
村

一
（
信
州
大
）

福
田
邦
三
（
山
梨
大
）

久
米
又
三
（
お
茶
の
水
女
子
大
）

野
村
武
衛
（
三
重
大
）

香
川
冬
夫
（
愛
媛
大
）

市
川
禎
拾
（
山
ロ
大
）

今
中
次
暦
（
佐
賀
大
）

渡
辺
万
次
郎
（
秋
田
大
）

篠
崎
平
馬
（
山
形
大
）

加
茂
儀
一
（
小
樽
商
科
大
）

樋
口
盛
一
（
岩
手
大
）

後
藤

清
（
和
歌
山
大
）

（
学
科
課
程
、
入
学
試
験
な
ど
に
関
す
る
問
題
）

黒
川
利
雄
（
東
北
大
）

藤
岡
由
夫
（
埼
玉
大
）

長
谷
川
秀
治
（
群
馬
大
）

伊
藤
辰
拾
（
新
潟
大
）

小
川
芳
男
（
東
京
外
語
大
）

久
保
佐
士
美
（
高
知
大
）

大
倉
三
郎
（
京
都
工
芸
繊
維
大
）

谷
川
久
拾
（
千
葉
大
）

甲
斐
三
郎
（
宮
崎
大
）

黒
沢

清
（
横
浜
国
立
大
）

皇
至
道
（
広
島
大
）

（
学
生
の
補
導
に
関
す
る
問
題
）

都
崎
雅
之
助
（
茨
城
大
）

児
玉
桂
三
（
徳
島
大
）

‘ｈ
Ｙ

－－
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繍
悸

鰯

〃
斫

大
坪
喜
久
太
｛
郎
（
室
蘭
工
大
）

〃
一
二
浦
百
重
（
鳥
取
大
）

〃
妻
木
徳
一
（
九
州
工
業
大
）

〃
森
沢
一
二
郎
（
大
阪
外
国
語
大
）

〃
井
上
士
ロ
之
（
東
一
足
農
工
大
）

〃
一
一
一
輪
知
雄
（
東
京
教
育
大
〕

○
第
四
常
置
委
員
会
（
学
生
の
厚
生
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

遠
城
寺
宗
徳
（
九
州
大
）

委
員

浅
井
栄
資
（
東
京
商
船
大
）

〃
関
根

隆
（
東
京
水
産
大
）

〃
水
野
敏
雄
（
島
根
大
）

岡
田
正
弘
（
東
京
医
科
歯
科
大
）

横
田
嘉
右
衛
門
（
富
山
大
）

〃
佐
藤

煕
（
弘
前
大
）

〃
和
泉
成
之
（
長
崎
大
）

術
旧
覇
オ
侭

〃
佐
藤

〃
和
泉
成

○
第
五
常
置
委
員
会
（
大
学
間
の
協
力
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

赤
堀
四

委
員

小
塚
新
一

〃
佐
藤
知

〃
落
〈
ロ
太

〃
渡
辺

〃
服
部
静

〃
山
本

〃
四
方

○
第
六
常
置
委
員
会
（
大
学
財
政
に
関
す
る
問
題
）

委
員
長

杉
野
目
晴

委
員

山
極
三

〃
小
牧
実

〃
服
部
英
太

〃
高
橋
泰

二
Ｊ

衛

郎
（
大
阪
大
）

郎
（
東
京
芸
術
大
）

雄
（
名
古
屋
工
大
）

郎
（
奈
良
女
子
大
）

寧
（
静
岡
大
）

夫
（
岡
山
大
）

勇
（
電
気
通
信
大
）

博
（
峡
阜
大
）

貞
（
北
海
道
大
）

郎
（
帯
広
畜
産
大
）

繁
（
滋
賀
大
）

郎
（
福
島
大
）

蔵
□
橋
大
）

委委○Ｊ委
〃〃〃〃〃〃員第〃〃〃〃〃

員長七 員
常
置
委
員
会

委委
〃〃〃〃〃〃〃〃 員

員長

５
大
学
運
営
協
議
会
委
員
表

〃

録
〆

可
》
公

会
長

副
会
長

〃

第
一
常
置
委
員
長

第
二
〃

第
三
〃

第
四
〃

第
五
〃

第
六
〃

第
七
〃

北
海
道
・
東
北

地
区

松
坂
佐
一
（
名
古
屋
大
）

大
泉
行
雄
（
香
川
大
）

萩
原
雄
祐
（
宇
都
宮
大
）

長
谷
川
万
吉
（
福
井
大
）

小
谷
信
市
（
神
戸
商
船
大
）

福
田
得
志
（
鹿
児
島
大
）

（
教
員
養
成
に
関
す
る
問
題
）

高
坂
正
顕
（
東
京
学
芸
大
）

北
川
久
五
郎
（
大
阪
学
芸
大
）

三
井

透
（
北
海
道
学
芸
大
）

野
尻
重
雄
（
京
都
学
芸
大
）

佐
藤
匡
玄
（
愛
知
学
芸
大
）

稲
荷
山
資
生
（
奈
良
学
芸
大
）

玖
村
敏
雄
（
福
岡
学
芸
大
）

草
場

勇
（
大
分
大
）

東
京
大
学
長

京
都
大
学
長

熊
本
大
学
長

神
戸
大
学
長

東
北
大
学
長

茨
城
大
学
長

九
州
大
学
長

大
阪
大
学
長

北
海
道
大
学
長

東
京
学
芸
大
学
長

小
樽
商
科
大
学
長

茅
誠
司

平
沢

興

本
田
弘
人

福
田
敬
太
郎

黒
川
利
雄

都
崎
雅
之
助

遠
城
寺
宗
徳

赤
堀
四
郎

杉
野
目
晴
貞

高
坂
正
顕

加
茂
儀
一

秀

鰯

（４８）
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蕊

専
〃〃〃〃門

委
匡可

貝

７
大
学
運
営
．
協
議
会
〈
問
題
点
選
定
）
専
門
委
員
表

専委委
〃〃〃門〃〃〃〃〃員
：委員長
員

６
大
学
運
営
協
議
会
小
委
員
会
｛
細
則
起
草
｝
委

員
・
専
門
委
員
表

〃〃〃〃〃 〃

関
東
・
甲
信
越

地
区

〃

中
部
地
区

近
畿
地
区

中
・
四
国
地
区

九
州
地
区

埼
玉
大
学
長

東
京
大
学
長

京
都
大
学
長

熊
本
大
学
長

神
戸
大
学
長

大
阪
大
学
長

徳
島
大
学
長

東
京
大
学
法
学
部
教
授

東
京
大
学
経
済
学
部
教
授

一
橋
大
学
法
学
部
教
授

埼
玉
大
学
文
理
学
部
教
授

東
京
大
学
教
授

〃

一
橋
大
学
教
授

埼
玉
大
学
教
授

東
京
学
芸
大
学
助
教
授

埼
玉
大
学
長

電
気
通
信
大
学
長

三
重
大
学
長

滋
賀
大
学
長

徳
島
大
学
長

鹿
児
島
大
学
長

生

鬮
爾

9□1口c

野粟蓼大伊

藤
岡
由
夫

茅
誠
司

平
沢

興

本
田
弘
人

福
田
敬
太
郎

赤
堀
四
郎

児
玉
桂
三

伊
藤
正
己

大
内

力

蓼
招
謙
．
’

粟
屋

豊

福児小野山藤

田屋招内藤 田玉牧村本岡

福謙正

雄豊一力己

得桂実武 由

志三繁衛勇夫

専委副委
門〃〃〃〃〃〃〃〃〃 委員
委員員長
員長

９
大
学
運
営
協
議
会
準
備
委
員
会
委
員
表

委委
〃〃員

員長

８
組
織
整
備
特
別
委
員
会
委
員
表

〃〃〃〃 〃 〃

鱗北
海
道
・
東
北

地
区

関
東
・
甲
信
越

地
区
．

中
部
地
区

近
畿
地
区

中
・
四
国
地
区

九
州
地
区

会
長

副
会
長

〃

北
海
道
学
芸
大
学
長

東
北

〃

埼
玉

〃

東
一
足
工
業
〃

東
京
学
芸
〃

名
古
屋
〃

大
阪
〃

愛
媛

〃

熊
本

〃

關

一
橋
大
学
長

福
井
大
学
長

神
戸
大
学
長

鳥
取
大
学
長

九
州
大
学
長

横
浜
国
立
大
学
長

東
京
大
学
長

京
都
大
学
長

熊
本
大
学
長

北
海
道
大
学
長

（
昭
和
三
十
八
年
三
月
ま
で
）

茅
誠

平
沢

森
戸
辰

三
井

黒
川
利

藤
岡
由

大
山
義

高
坂
正

松
坂
佐

赤
堀
四

香
川
冬

本
田
弘

高
橋
泰
・
蔵

長
谷
川
万
吉

福
田
敬
太
郎

三
浦
百
重

遠
城
寺
宗
徳

杉本平茅黒

野

田沢沢
目

弘誠
晴

jmR、

～
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慰

東
京
大
学
法
学
部
教
授

〃
〃
〃

〃
〃
〃

東
京
大
学
経
済
学
部
教
授

京
都
大
学
法
学
部
教
授

〃
〃
〃

10専：委委
〃〃門〃〃〃ノノ〃〃〃員
委員長
員

○
第
三
常
置
委
員
会
専
門
委
員

安
倍
三
史

水
野
弥
彦

柏
木

嵩

長
谷
川
修
一

池
本
義
夫

1１

第
一
常
置
委
員
会
小
委
員
会
委
員
表

各
専
門
委
員
一
覧
表 雄久相本香関大野福久湯平

田

川保良田川ロ山村米地沢

北
海
道
大
学
学
生
部
長

東
北
大
学
〃

千
葉
大
学
〃

東
京
大
学
〃

東
京
教
育
大
学
〃

（
昭
和
三
十
七
年
十
月
ま
で
）

興
（
京
都
大
）

孝
（
山
梨
大
事
務
取
扱
）

又
三
（
お
茶
の
水
女
子
大
）

敬
太
郎
（
神
戸
大
）

武
衛
（
三
重
大
）

義
年
（
東
京
工
大
）

勲
（
山
形
大
）

冬
夫
（
愛
媛
大
）

弘
人
（
熊
本
大
）

惟
一
（
京
都
大
学
教
授
）

正
幡
（
東
京
大
学
教
授
）

一
郎
（
東
京
大
学
教
授
）

慰
纐

長田武釿辻雄団

畑
浜田川藤

茂
政清一重

寿郎隆明郎光

芦
田
譲
治

柏
木
千
秋

浅
川
椒
彦

伊
藤
不
二
男

坂
井

望

○
第
四
常
置
委
員
会
専
門
委
員

村
尾

誠

宮
田
尚
之

佐
々
木
志
郎

長
谷
川
修
一

河
部
利
夫

田
原
節
夫

鬼
山
信
一

○
第
六
常
置
委
員
会
専
門
委
員

鶴
田
酒
造
雄

原
敏
夫

宮
崎

蔚

藤
野

正

1２

Ｉ
第
二
十
四
回
総
会
（
昭
和
三
十
七
年
六
月
二
十
二
日
開
催
）
採
決
の
要
望

書
を
次
の
三
種
別
に
作
成
（
後
掲
）

Ａ
大
学
教
官
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て

Ｂ
一
、
国
立
文
教
施
設
整
備
費
の
増
額
に
つ
い
て

二
、
教
官
研
究
費
の
増
額
に
つ
い
て

一
一
一
、
学
生
経
費
の
増
額
に
つ
い
て

四
、
大
学
図
書
館
維
持
費
の
増
額
に
つ
い
て

Ｃ
大
学
保
健
管
理
の
強
化
に
つ
い
て

Ⅱ
第
二
十
六
回
総
会
（
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
十
五
日
、
十
六
日
開
催
）
採

要
望
書
の
提
出

鰯

騨
一ゾ

京
都
大
学

名
古
屋
大
学

広
島
大
学

九
州
大
学

茨
城
大
学

東
京
大
学
学
生
保
健
診
療
所
長

京
都
大
学
保
健
診
療
所
長

北
海
道
大
学
事
務
局
保
健
課
長

東
京
大
学
学
生
部
長

東
京
外
国
語
大
学
学
生
部
長

東
京
教
育
大
学
学
生
部
次
長

東
京
水
産
大
学
事
務
局
長

東
京
大
学
事
務
局
長

東
京
工
業
大
学
〃

東
京
教
育
大
学
〃

一
橋
大
学
〃

〃〃〃〃〃

愈
一

慰・

（５０）



鰄
》

｜愚

決
の
要
望
書
を
次
の
一
種
作
成
（
後
掲
）

，
大
学
院
課
程
増
設
に
関
す
る
要
望
に
つ
い
て

右
の
要
望
書
四
種
（
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
。
Ｄ
）
を
次
の
通
り
提
出
し
た
。

な
お
、
昭
和
一
一
一
十
七
年
十
一
月
二
十
六
日
に
は
雨
天
で
あ
っ
た
が
、
茅
会
長
、
杉

野
目
第
六
常
置
委
員
長
、
赤
堀
第
五
常
置
委
員
長
、
高
橋
監
事
が
同
行
さ
れ
、
田
中

大
蔵
大
臣
、
政
務
調
査
会
長
賀
屋
興
宣
、
衆
議
院
文
教
委
員
長
床
次
徳
一
一
の
三
氏
を

訪
問
さ
れ
、
直
接
懇
談
説
明
の
上
、
要
望
書
を
提
出
し
た
。

要
望
書
提
出
先

要
望
書
の
種
別

文
部
大
臣

荒
木
万
寿
夫

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

事
務
次
官

内
藤
誉
三
郎

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

政
務
次
官

田
中
啓
一

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

大
学
学
術
局
長

小
林
行
雄

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

官
房
長

官
地

茂
Ａ

Ｃ

人
事
課
長

安
達
健
二

Ａ
Ｃ

〈
云
計
課
長

安
島

弥
Ａ
Ｂ
Ｃ

学
生
課
長

笠
木
～
三
郎

Ｃ

管
理
局
長

杉
江

清
Ｂ

教
育
施
設
部
長

田
中
徳
拾

Ｂ

大
蔵
大
臣

田
中
角
栄

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

政
務
次
官

竹
内
俊
吉

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

〃
原
田

憲
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

事
務
次
官

石
原
周
夫

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

主
計
局
長

石
野
信
一

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

主
計
局
次
長
谷
村
裕

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

主
計
官

谷
川
寛
三

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

人
事
院
総
裁

佐
藤
達
夫

Ａ

事
務
総
長

吉
岡
恵
一

Ａ

人
事
官

佐
藤
正
典

Ａ

〃
神
田
五
雄

Ａ

総
与
局
長

滝
本
忠
男

Ａ

ヘ

犀

廟

政
務
調
査
会
長
賀
屋
興
宣

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
｜

衆
院
文
教
委
員
長

床
次
徳
一
一

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

要
望

書

国
立
大
学
協
会
は
、
昭
和
一
一
一
十
七
年
六
月
二
十
二
日
第
一
一
十
四
回
総
会
を
開
き
、

国
立
大
学
の
当
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
討
議
し
ま
し
た
が
、
同
総
会
の
決
議
に
基

づ
き
、
次
の
事
項
の
実
現
方
に
つ
い
て
要
望
し
ま
す
。

記

大
学
教
官
の
待
遇
改
善
に
つ
い
て

国
立
大
学
の
教
官
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
関
係
方
面
の
配
慮
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

未
だ
根
本
的
な
解
決
を
見
る
に
至
ら
な
い
こ
と
は
、
誠
に
遺
憾
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ

大
学
管
理
の
任
に
あ
る
も
の
と
し
て
憂
慮
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

お
よ
そ
一
国
の
成
長
繁
栄
は
、
自
然
お
よ
び
人
文
科
学
の
研
究
教
育
並
び
に
そ
の

基
盤
の
上
に
培
わ
れ
た
綜
合
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
は
今
更
い

う
ま
で
も
な
い
。
学
問
の
基
礎
研
究
特
に
科
学
技
術
教
育
の
重
要
性
に
鑑
み
、
米
、

英
、
ソ
連
、
中
国
等
に
お
い
て
は
強
力
な
振
興
策
が
採
ら
れ
、
こ
れ
を
達
成
す
る
緊

急
な
施
策
の
一
つ
と
し
て
学
術
の
研
究
教
育
を
担
当
す
る
大
学
教
官
の
待
遇
を
高
水

準
に
格
付
け
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
大
学
教
官
の

職
務
の
複
雑
困
難
お
よ
び
責
任
の
度
が
他
の
職
種
に
比
し
極
め
て
特
異
で
あ
り
且
つ

高
い
こ
と
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
根
本
的
に
は
研
究
教
育
の
成
果
は
、
こ
れ
に
た

ず
さ
わ
る
人
の
資
質
と
創
意
と
努
力
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
よ
り
し
て
、
大
学
の
研

究
教
育
部
門
の
秀
れ
た
適
材
を
確
保
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。し
か
る
に
こ
れ
ら
学
問
の
研
究
に
多
年
の
伝
統
を
有
す
る
欧
米
諸
国
や
殊
に
最
近

そ
れ
を
凌
駕
し
つ
つ
あ
る
ソ
連
な
ど
と
比
較
し
て
、
わ
が
国
の
大
学
教
官
の
待
遇
が

格
段
に
低
い
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
わ
が
国
だ
け
の
観
点
か
ら
し
て
も
、
戦

前
に
比
し
て
そ
の
相
対
的
水
準
は
甚
だ
し
く
低
下
し
、
戦
前
ほ
ぼ
同
水
準
に
あ
っ
た

司
法
官
と
の
比
較
に
お
い
て
も
著
し
い
格
差
が
生
じ
て
お
る
。
さ
ら
に
民
間
会
社
の

技
術
者
研
究
者
の
実
質
賃
金
は
、
同
年
次
の
大
学
教
官
に
比
し
て
甚
だ
し
い
ア
ン
バ

ラ
ン
ス
を
示
し
且
つ
勤
務
年
数
と
共
に
そ
の
格
差
が
極
端
に
及
ぶ
こ
と
は
常
識
と
な

っ
て
い
る
。

鋼

慰

Ｐ

1寂）
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露
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綴

他
面
、
大
学
教
官
の
職
務
は
戦
前
に
比
し
著
し
く
加
重
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
た
と
え
ば
大
学
院
制
度
の
確
立
に
伴
い
、
修
士
課
程
二
年
、
博
士
課
程
三

年
の
学
生
教
育
指
導
の
加
重
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
加
え
て
学
問
の
急
速
な
進
歩
発

展
と
共
に
講
義
の
種
類
お
よ
び
内
容
が
膨
張
し
、
研
究
面
に
お
い
て
も
膨
大
な
文
献

の
参
照
と
活
発
な
研
究
活
動
、
研
究
指
導
の
た
め
、
不
断
の
努
力
と
継
続
的
な
時
間

と
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
大
学
教
官
が
こ
の
職
務
を
充
分
に
遂
行
す
る

こ
と
が
、
学
術
の
基
礎
の
育
成
と
水
準
の
高
揚
に
と
っ
て
絶
対
的
な
要
請
で
あ
る

が
、
現
状
の
よ
う
な
殆
ん
ど
生
活
絵
に
近
い
給
与
を
も
っ
て
し
て
は
、
水
準
の
維
持

を
望
む
こ
と
す
ら
困
難
で
あ
り
、
そ
の
低
い
待
遇
を
補
う
た
め
に
研
究
に
向
け
る
べ

き
時
間
と
労
力
が
限
度
を
越
え
て
消
費
さ
れ
、
極
度
の
多
忙
の
た
め
に
優
秀
な
人
材

が
そ
の
才
能
を
む
し
ば
ま
れ
る
例
が
少
く
な
に
他
方
給
与
の
赤
字
補
て
ん
の
機
会

の
少
な
い
地
方
に
あ
っ
て
は
、
大
学
教
官
の
地
位
は
才
能
あ
る
研
究
者
に
と
っ
て
も

は
や
魅
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
こ
と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

大
学
教
官
の
待
遇
改
善
の
強
く
且
つ
緊
急
を
要
す
る
こ
と
は
以
上
の
と
お
り
で
あ

る
。
具
体
的
に
は
少
く
と
も
ま
ず
司
法
官
に
相
当
す
る
待
遇
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る

と
考
え
る
。
特
別
職
と
し
て
の
司
法
官
の
給
与
が
、
そ
の
職
務
に
専
念
し
う
る
限
度

と
す
る
な
ら
ば
、
大
学
教
官
の
給
与
が
そ
れ
以
下
で
あ
っ
て
は
到
底
そ
の
職
務
を
充

分
に
遂
行
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
学
術
の
発
展
が
国
の
将
来
を
致
命
的
に
支
配

す
る
こ
と
が
い
よ
い
よ
明
ら
か
と
な
っ
た
今
日
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
大
学
が
有

能
な
人
材
を
集
め
て
そ
の
能
力
を
充
分
に
発
揮
し
得
る
体
制
に
あ
る
か
否
か
に
よ
る

こ
と
が
如
何
に
大
き
い
か
を
思
う
と
き
、
大
学
教
官
の
待
遇
改
善
ご
そ
は
最
も
緊
急

に
し
て
何
よ
り
も
優
先
す
べ
き
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
大
学
教
官
の
待
遇
改
善
に
関
し
、
早
急
に
抜
本
的
な
対
策
を
講
ぜ
ら
れ

ん
こ
と
を
重
ね
て
絃
に
強
く
要
望
す
る
。

昭
和
三
十
七
年
月
日

国
立
大
学
協
会
長
茅
誠
司

殿

要
望

書

国
立
大
学
協
会
は
、
昭
和
一
一
一
十
七
年
六
月
一
一
十
二
日
第
二
十
四
回
総
会
を
開
き
、

冠
・
露

国
立
大
学
の
当
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
ゴ
ー
前
議
し
ま
し
た
が
、
同
総
会
の
決
議
に
糊

づ
き
、
特
に
次
の
四
項
目
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
緊
急
か
つ
重
要
性
に
鑑
み
、
そ
の

実
現
方
に
つ
い
て
強
く
要
望
し
ま
す
。

記

一
、
国
立
文
教
施
設
整
備
費
の
増
額
に
つ
い
て

国
立
大
学
に
お
け
る
施
設
の
整
備
は
緊
急
に
解
決
を
要
す
る
重
要
な
課
題
で
あ

る
た
め
、
本
協
会
と
し
て
も
、
さ
き
に
文
部
省
に
お
い
て
詳
細
な
実
態
調
査
に
基

づ
い
て
樹
て
た
国
立
文
教
施
設
整
備
五
カ
年
計
画
の
完
全
実
施
に
つ
い
て
強
く
要

望
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
初
年
度
の
昭
和
三
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
目
標
額

二
一
一
一
○
億
円
に
対
し
僅
か
に
七
二
億
円
が
認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
昭
和
三
十
七

年
度
に
お
い
て
は
、
特
に
配
慮
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
目
標
額
二
一
一
七
億
円
に

対
し
一
三
一
億
円
で
あ
っ
て
、
所
要
経
費
総
額
九
一
七
億
円
に
対
し
い
ま
だ
僅
か

に
そ
の
一
三
％
に
当
る
二
○
三
億
円
が
認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
で
は
予

定
計
画
五
カ
年
完
了
は
思
い
も
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
り
、
科
学
技
術
振
興
に
伴
い
新

た
に
増
蟇
す
る
学
生
の
教
育
は
勿
論
、
現
在
施
設
不
備
の
た
め
阻
害
さ
れ
て
い
る

研
究
と
教
育
の
完
成
が
不
可
能
と
な
る
こ
と
は
必
定
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
昭
和
三
十
八
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
所
要
計
画
額
を
是
非
共
計
上

し
施
設
整
備
五
カ
年
計
画
が
完
全
に
実
施
で
き
る
よ
う
特
別
の
考
慮
を
払
わ
れ
る

よ
う
要
望
す
る
。

な
お
、
右
の
五
カ
年
計
画
実
施
に
際
し
て
は
、
戦
後
今
Ｐ
ま
で
行
な
う
べ
く
し

て
行
き
届
か
な
か
っ
た
図
書
館
な
ら
び
に
教
室
以
外
に
お
け
る
教
官
と
学
生
或
は

学
生
相
互
の
接
触
を
通
し
て
の
人
間
教
育
６
課
外
教
育
の
場
と
し
て
の
学
生
会

館
、
寄
宿
舎
等
の
整
備
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
以
上
遷
延
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

ま
で
に
そ
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
学
園
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育

環
境
を
造
成
す
る
た
め
の
構
内
道
路
、
校
庭
等
の
屋
外
施
設
の
整
備
と
相
ま
っ

て
、
是
非
と
も
至
急
実
施
で
き
る
よ
う
措
置
さ
れ
ん
こ
と
を
併
せ
て
強
く
要
望
す

る
。

二
、
教
官
研
究
費
の
増
額
に
つ
い
て

教
官
研
究
費
の
増
額
に
つ
い
て
は
、
既
に
た
び
た
び
要
望
し
て
来
た
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
関
係
当
局
の
配
慮
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
目
標
に
は
程
遠
い
状
態

癖

綴

懲臺一
雷

（５２）
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で
あ
る
。
昭
和
三
十
三
年
度
に
お
い
て
教
官
研
究
費
を
戦
前
相
当
額
に
引
上
げ
る

た
め
、
文
部
省
に
お
い
て
当
時
の
教
官
研
究
費
予
算
総
額
三
五
億
円
を
三
倍
強
の

二
一
○
億
円
と
す
る
目
標
を
樹
て
、
こ
れ
が
達
成
を
期
し
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和

一
一
一
十
一
二
年
度
に
お
い
て
五
億
円
、
三
十
四
年
度
三
十
五
年
度
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ

一
○
億
円
、
三
十
六
年
度
に
お
い
て
一
一
一
億
円
、
一
一
一
十
七
年
度
に
お
い
て
は
一
一

億
円
の
増
額
が
認
め
ら
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
目
標
額
に
達
す
る
ま
で
に
は
な
お
約
四

○
億
円
の
増
額
を
必
要
と
す
る
現
状
で
あ
る
。

当
初
計
画
後
既
に
五
ヵ
年
を
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
現
が

こ
の
よ
う
に
遷
延
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
研
究
教
育
の
推
進
を
甚
だ
し
く
阻
害

し
、
ひ
い
て
は
学
術
の
基
礎
の
育
成
と
水
準
の
高
揚
を
図
る
こ
と
は
非
常
に
困
難

で
あ
る
。
か
か
る
実
情
に
鑑
み
昭
和
三
十
八
年
度
に
お
い
て
は
、
是
非
と
も
所
要

予
定
額
約
四
○
億
円
を
増
額
し
、
ど
り
あ
え
ず
当
初
の
目
標
を
完
了
す
る
よ
う
措

置
さ
れ
ん
こ
と
を
重
ね
て
こ
こ
に
強
く
要
望
す
る
。

三
、
学
生
経
費
の
増
額
に
つ
い
て

学
生
経
費
は
、
国
立
大
学
の
運
営
に
要
す
る
物
件
費
の
う
ち
教
官
研
究
費
・
一

般
管
理
費
と
並
ん
で
三
本
柱
の
一
つ
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
学
生
経
費
の
単
価

が
極
端
に
低
い
た
め
に
、
や
む
を
得
ず
す
ぐ
な
い
教
官
研
究
費
の
相
当
部
分
を
さ

い
て
学
生
経
費
に
当
て
ざ
る
を
得
な
い
実
情
で
あ
る
。

丁
か
く
の
如
く
、
国
立
大
学
に
お
け
る
学
生
経
費
が
不
足
の
た
め
に
学
生
の
一
般

教
育
、
専
門
課
程
に
お
け
る
実
験
、
演
習
、
実
習
に
支
障
を
生
じ
卒
業
者
の
質
の

低
下
を
き
た
す
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
昭
和
三
十
八
年
度
予
算
に
お
い
て
は
、
か
か
る
実
情
に
直
面
し
て
い

る
こ
と
を
も
勘
案
し
所
要
実
績
に
鑑
み
さ
し
当
り
学
生
経
費
の
単
価
を
文
科
系
五

万
円
理
科
系
十
万
円
に
増
強
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

四
大
学
図
書
館
維
持
費
の
増
額
に
つ
い
て

大
学
図
書
館
は
、
大
学
に
お
け
る
研
究
並
び
に
教
育
活
動
の
重
要
な
基
礎
的
施

設
で
あ
り
、
教
官
に
と
っ
て
は
研
究
と
調
査
、
学
生
に
と
っ
て
は
学
修
と
教
養
の

場
で
あ
る
。
従
っ
て
研
究
室
並
び
に
教
室
の
延
長
又
は
そ
の
一
部
と
し
て
の
使
命

が
充
分
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
、
特
に
新
教
育
制
度
に
お
い
て
は
、

学
習
し
た
知
識
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
、
教
室
の
内
外
を
問
わ
ず
一
週
三
時
間

日浄

、
。
蕊

翻
』
鰯

■

要
望

書

国
立
大
学
協
会
は
、
昭
和
三
十
七
年
六
月
二
十
二
日
第
二
十
四
回
総
会
を
開
き
、
Ⅱ

国
立
大
学
の
当
面
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
討
議
し
ま
し
た
が
、
同
総
会
の
決
議
に
基

づ
き
、
次
の
事
項
の
実
現
方
に
つ
い
て
要
望
し
ま
す
。

〈
記

大
学
保
健
管
理
の
強
化
に
つ
い
て

学
校
保
健
の
目
的
は
、
学
校
保
健
法
第
一
条
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
学
生
お

よ
び
職
員
の
健
康
増
進
を
図
り
、
も
っ
て
学
校
教
育
の
円
滑
な
実
施
と
そ
の
成
果
の

確
保
に
資
す
る
こ
と
に
あ
る
。

十
五
週
の
勉
学
を
も
っ
て
一
単
位
と
し
学
士
課
程
修
了
資
格
判
定
の
基
準
と
定
め

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
あ
く
ま
で
も
講
義
と
関
連
し
た
学
問
を
自

ら
勉
学
す
る
機
会
を
多
く
待
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
最
も
重

要
な
も
の
は
図
書
館
で
あ
り
、
そ
の
充
実
な
し
に
は
十
分
な
効
果
を
期
待
し
得
な

い
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
大
学
図
書
館
の
充
実
強
化
は
、
そ
の
機
構
を
整
理
し
運
営
を
円
滑

に
す
る
こ
と
が
重
要
な
条
件
で
あ
る
が
、
そ
の
推
進
力
と
な
る
も
の
は
図
書
館
維

持
費
で
あ
り
、
そ
の
増
額
こ
そ
何
よ
り
も
優
先
す
べ
き
緊
要
事
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
現
状
を
見
る
に
、
大
学
に
お
け
る
図
書
館
の
維
持
費
は
、
図
書
カ

ー
ド
、
タ
イ
プ
原
紙
等
の
予
算
積
算
は
あ
る
が
甚
だ
僅
少
な
も
の
で
あ
り
、
最
も

大
き
な
比
率
を
占
め
る
図
書
購
入
費
、
製
本
費
等
の
維
持
費
は
勿
論
、
図
書
目
録

の
編
纂
等
図
書
館
の
最
も
必
要
と
す
る
特
殊
経
費
は
、
大
学
予
算
の
差
し
く
り
で

賄
わ
れ
て
お
り
、
既
定
予
算
の
約
十
倍
を
支
出
し
て
い
る
実
情
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
図
書
館
の
維
持
費
が
学
内
予
算
の
差
し
く
り
で
賄
わ
れ
て
い
る
限
り
、
計
画

性
あ
る
運
営
は
到
底
不
可
能
で
あ
っ
て
、
図
書
館
本
来
の
使
命
を
十
分
に
発
揮
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
よ
っ
て
速
か
に
図
書
館
維
持
費
の
予
算
を
確
立
し
て
そ

の
増
強
対
策
を
講
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を
切
に
要
望
す
る
。

昭
和
三
十
七
年
月
日国
立
大
学
協
会
会
長
茅
誠
司

殿

鬮
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教
育
基
本
法
第
一
条
に
は
、
教
育
は
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
心
身
と
も
に
健
康
な

国
民
の
育
成
を
期
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
あ
る
。
従
っ
て
学
校
の
保
健

管
理
が
き
わ
め
て
重
大
な
学
校
の
教
育
作
用
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。
修
学
途
上
の
学
生
が
健
康
を
害
し
、
病
に
た
お
れ
る
こ
と
は
そ
の
人
の
た
め
に

惜
し
ま
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
家
社
会
に
と
っ
て
も
、
有
為
な
人
材
が
失
わ
れ
、

教
育
の
た
め
に
投
じ
ら
れ
た
多
額
の
費
用
が
有
効
に
使
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
し
か
も
、
健
康
管
理
に
要
す
る
費
用
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
失
わ
れ
る
費
用
に

く
ら
べ
れ
ば
き
わ
め
て
少
額
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
学
生
の
健
康
管
理
が
教

育
上
必
要
な
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
家
社
会
の
重
大
な
利
益
を
確
保
す
る

た
め
に
も
Ｐ
教
育
行
政
上
深
く
、
配
慮
す
べ
き
問
題
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
ま
た
学
校
全
体
の
保
健
管
理
を
完
全
に
す
る
た
め
に
は
、
学
生
の
み
な
ら
ず
教

職
員
の
保
健
管
理
も
ゆ
る
が
せ
に
す
べ
き
で
は
な
い
。
大
学
に
は
国
家
的
に
極
め
て

重
要
な
多
数
の
優
秀
な
教
職
員
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
教
職
員
の

保
健
管
理
も
ま
た
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
人
事
院
規
則
一

○
’
四
に
よ
っ
て
も
大
学
の
教
職
員
に
つ
い
て
の
保
健
管
理
は
強
力
に
こ
れ
を
行
わ

ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
従
来
大
学
に
お
け
る
保
健
管
理

業
務
は
一
般
に
軽
視
さ
れ
て
来
た
傾
向
に
あ
り
、
近
代
社
会
の
健
康
重
視
の
通
念
に

も
反
し
、
極
め
て
低
調
で
あ
る
こ
と
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。
大
学
管
理
の
責
に
任
ず

る
も
の
と
し
て
学
生
、
教
職
員
の
保
健
管
理
の
重
要
性
と
そ
の
実
情
に
か
ん
が
み
、

差
当
り
次
の
事
項
の
実
現
を
強
く
要
望
す
る
。

一
、
各
大
学
に
少
く
と
も
一
名
の
常
勤
学
医
を
任
命
す
る
の
を
原
則
と
す
る
こ
と
。

学
校
保
健
法
第
十
六
条
に
は
学
校
に
は
学
校
医
を
お
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る

が
、
専
任
の
医
師
の
お
か
れ
て
い
る
大
学
は
極
め
て
少
な
い
。
大
学
は
通
常
そ
の

規
模
が
大
き
く
、
管
理
す
べ
き
対
象
は
甚
だ
多
数
で
あ
り
、
か
つ
保
健
管
理
の
効

果
を
十
分
発
揮
す
る
た
め
に
は
、
学
生
お
よ
び
教
職
員
の
健
康
診
断
等
に
お
い
て

発
見
さ
れ
た
疾
病
異
常
者
を
そ
の
後
、
常
時
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
大

学
の
学
医
は
、
常
勤
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
一
、
各
大
学
に
独
立
的
な
保
健
管
理
所
（
仮
称
）
を
設
置
す
る
こ
と
。

学
校
保
健
法
第
十
九
条
に
学
校
に
は
保
健
室
を
設
け
へ
学
生
、
生
徒
お
よ
び
教

職
員
の
保
健
管
理
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
Ｐ
大
学
の
常
勤
専
門
学
医
の
職

認

１
１
鍵
織

騨
・

Ｉ

務
は
広
大
な
範
囲
に
わ
た
る
の
で
、
そ
の
業
務
を
円
滑
に
完
遂
す
る
た
め
に
は
、

早
急
に
充
実
し
た
独
立
的
な
保
健
管
理
所
（
仮
称
）
を
設
置
す
る
必
要
が
あ
る

昭
和
三
十
七
年
月
日国
立
大
学
協
会
会
長
茅

誠
司

殿

大
学
院
課
程
増
設
に
関
す
る
要
望
に
つ
い
て

国
立
大
学
協
会
は
昭
和
三
十
七
年
十
一
月
十
五
十
六
日
の
両
日
、
第
二
十
六
回

総
会
を
開
催
し
、
大
学
院
課
程
増
設
の
問
題
に
つ
い
て
慎
重
に
審
議
し
た
結
果
全
会

一
致
を
も
っ
て
左
記
の
通
り
決
議
い
た
し
ま
し
た
の
で
右
実
現
方
に
つ
い
て
何
分
の

御
配
慮
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

要
望

書

大
学
教
育
の
規
模
が
拡
大
さ
れ
る
と
と
も
に
、
大
学
に
お
け
る
教
育
の
目
的
は
、

単
に
専
門
教
育
を
授
け
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
豊
か
な
教
養
を
身
に
つ
け
た
社
会
人
を

養
成
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
が
、
強
く
要
望
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
従
っ
て
各
大
学
と

も
に
相
当
の
時
間
を
一
般
教
育
に
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
他
方
学

術
文
化
の
発
展
に
伴
う
必
然
的
な
結
果
と
し
て
も
、
四
年
間
の
学
士
課
程
の
み
で
は

充
分
な
専
門
教
育
を
行
な
う
こ
と
が
困
難
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
従
っ
て
さ
ら
に
少
く

と
も
一
一
カ
年
の
大
学
院
修
士
課
程
の
履
修
に
よ
っ
て
、
始
め
て
や
や
満
足
す
べ
ざ
専

門
教
育
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
現
在
大
多
数
の
大
学
人
が
認
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
般
社
会
に
お
い
て
も
そ
の
意
義
と
必
要
性
が
し
だ
い
に
認
識
さ

れ
つ
つ
あ
る
。

公
私
立
の
大
学
に
お
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
学
部
に
大
学
院
課
程
が
設
置
さ
れ

て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
立
大
学
に
お
い
て
は
、
従
来
医
学
系
を
除
い
て
は
僅
か

に
十
二
大
学
に
の
み
大
学
院
課
程
が
置
か
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
幸
に
来
年
度
の

文
部
省
予
算
に
は
、
新
た
に
十
一
大
学
に
十
二
の
大
学
院
修
士
課
程
を
設
置
す
る
計

画
が
示
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
方
針
に
は
全
面
的
に
賛
意
を
表
し
、
そ
の

実
現
を
強
く
希
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

最
近
、
新
設
国
立
大
学
に
お
い
て
も
優
秀
な
素
質
を
有
す
る
学
生
で
、
向
学
心
に

燃
え
大
学
院
に
進
学
を
希
望
す
る
も
の
が
年
々
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
然
る
に
そ
れ
ら

の
学
生
に
対
し
て
は
、
国
立
大
学
の
大
学
院
は
、
大
都
市
の
旧
設
大
学
に
限
ら
れ
て

綴
鰯
Ｐ

、

鰯
｝

鰯
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昭
和
三
十
七
年
九
月
国
立
大
学
協
会
第
二
十
五
回
総
会
に
お
い
て

「
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
中
間
報
告
」
決
定
の
際
の
談
話

本
日
、
国
立
大
学
協
会
は
、
当
協
会
第
一
常
置
委
員
会
が
提
案
し
て
お
り
ま
し
た

大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
中
間
報
告
案
を
一
部
修
正
の
上
、
こ
れ
を
採
択
し
ま
し

た
。
こ
の
報
告
案
は
、
去
る
七
月
一
一
一
十
一
日
に
第
一
常
置
委
員
会
に
よ
っ
て
提
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
爾
来
、
月
余
の
間
、
特
に
暑
中
に
も
拘
わ
ら
ず
、
各
国

立
大
学
は
、
大
学
の
管
理
運
営
に
関
す
る
問
題
は
、
大
学
自
ら
の
問
題
で
あ
る
と
い

う
自
覚
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
立
場
に
立
っ
て
、
こ
の
報
告
を
異
常
の
熱
意
を

以
て
慎
重
に
検
討
を
続
け
て
き
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
結
果
に
基
づ
き
今
回
の

総
会
に
お
い
て
慎
重
に
審
議
し
た
す
え
中
間
報
告
案
を
支
持
す
べ
き
も
の
と
の
結

論
に
到
達
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。
、

大
学
の
管
理
運
営
は
、
多
年
の
伝
統
の
下
に
、
大
学
自
ら
の
責
任
に
お
い
て
な
さ

れ
て
参
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
大
学
の
自
治
は
、
大
学
が
そ
の
機
能
を
真
に
発
揮

す
る
た
め
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
報
告
は
、
大
学
自
治
の
原
則
に
立

脚
し
、
こ
れ
を
一
層
充
実
さ
せ
る
た
め
に
、
大
学
が
自
ら
管
理
運
営
の
改
善
を
は
か

っ
て
行
く
際
に
参
考
と
さ
れ
る
べ
き
基
準
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
報
告
の
中
に
も
述
べ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
は
、

法
令
の
改
正
に
よ
っ
て
直
ち
に
そ
の
目
的
を
達
成
し
う
ぺ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

錘
鋼

1３
い
る
関
係
上
実
際
に
は
、
進
学
が
極
め
て
困
難
な
実
情
に
あ
る
。

こ
の
様
な
現
状
は
、
将
来
の
人
材
育
成
の
上
か
ら
み
て
、
著
し
く
不
合
理
で
あ
る

と
信
ず
る
。

上
述
の
点
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
将
来
さ
ら
に
広
く
他
の
国
立
大
学
に
も
、
逐
次

大
学
院
課
程
を
設
置
す
る
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

昭
和
三
十
七
年
月
日国
立
大
学
協
会
会
長
茅

誠
司

殿

会
長
談
話

》
録
１
憾

ん
。
む
し
ろ
、
各
大
学
が
、
こ
の
報
告
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
参
考
と
し

て
自
ら
の
自
覚
と
反
省
に
よ
っ
て
よ
き
慣
行
の
樹
立
に
努
力
す
る
と
と
も
に
、
全

大
学
が
相
互
に
協
力
す
る
こ
と
こ
そ
、
大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
の
た
め
の
最
善
の

方
途
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
お
り
ま
す
。
従
っ
て
、
現
在
、
大
学
の
管
理
運

営
上
の
欠
陥
が
あ
る
と
し
て
も
、
大
学
の
こ
の
よ
う
な
自
主
的
な
改
善
に
期
待
す
る

こ
と
な
し
に
、
一
概
に
立
法
措
置
を
も
っ
て
こ
れ
を
是
正
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、

決
し
て
採
る
べ
き
途
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
際
特
に
一
言
し
て
置
き
た
い

と
存
じ
ま
す
。
な
お
、
こ
の
報
告
の
中
で
若
干
法
規
の
改
廃
に
ふ
れ
て
お
り
ま
す

が
、
そ
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
の
根
本
は
、
こ
れ
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

こ
の
報
告
は
、
中
間
報
告
で
あ
り
ま
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
今
後
さ
ら
に
検
討
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
全
国
立
大
学
の
支
持
を
受
け
た

こ
と
に
は
、
極
め
て
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
政
府
、
中
央
教
育

審
議
会
そ
の
他
関
係
諸
方
面
に
お
か
れ
て
は
、
こ
の
全
国
立
大
学
の
意
と
す
る
と
こ

ろ
を
慎
重
に
考
慮
さ
れ
る
よ
う
特
に
要
望
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

大
学
の
管
理
運
営
の
改
善
に
は
、
こ
の
報
告
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
各
大

学
の
共
同
連
帯
の
意
識
に
基
づ
く
協
力
が
、
こ
の
際
、
特
に
重
要
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
、
大
学
運
営
協
議
会
（
仮
称
）
は
、
全
大
学
の
協
力
の
中
心
と
な

る
べ
き
も
の
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
具
体

的
な
任
務
組
織
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
慎
重
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
、
そ
の
た
め
に
直
ち
に
準
備
委
員
会
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。大
学
が
社
会
と
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
こ
れ
に
対
し
て
重
大
な
責
件
を
負
っ
て
お

り
ま
す
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
責
任
は
、
何
よ
り
ま

ず
、
大
学
が
学
問
の
研
究
と
教
育
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
た
め
に
学
問
の
自
由
と
大
学
の
自
治
が
欠

く
こ
と
の
で
き
な
い
条
件
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
申
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
重
大
な
使
命
と
こ
れ
に
伴
う
責
任
を
深
く
自
覚
し
、
社
会
・
国

家
の
負
託
に
こ
た
え
る
べ
く
最
善
の
努
力
を
払
う
も
の
で
あ
り
ま
す
が
広
く
一
般
に

お
か
れ
て
も
、
こ
の
大
学
の
使
命
を
理
解
さ
れ
る
と
と
も
に
大
学
の
活
動
に
対
し

廟

鞠

け

駁

感鞠
!､

（５５）



て
一
層
の
支
持
と
激
励
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
心
か
ら
望
む
も
の
で
あ
り
ま
す
。

繩
1４標

記
に
関
し
て
は
、
昭
和
三
十
八
年
四
月
一
一
十
六
日
付
文
大
生
第
一
一
一
一
一
四
号
を
も

っ
て
、
文
部
省
大
学
学
術
局
長
か
ら
各
大
学
長
宛
通
知
の
趣
で
あ
り
ま
す
が
、
本
件

に
関
し
て
は
、
国
立
大
学
協
会
と
し
て
は
、
事
柄
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
去
る
四

月
十
九
日
（
金
）
特
に
第
一
一
一
、
第
四
各
常
置
委
員
会
の
合
同
会
議
を
開
催
し
、
慎
重

に
協
議
の
結
果
、
右
の
申
合
せ
は
本
年
度
に
お
い
て
は
諸
般
の
事
情
か
ら
止
む
を
得

ぬ
措
置
と
認
め
る
が
、
就
職
選
考
開
始
時
期
の
繰
上
げ
の
た
め
、
各
大
学
に
お
け
る

教
育
計
画
を
乱
さ
れ
る
こ
と
を
憂
慮
し
、
右
申
合
せ
の
求
人
側
に
対
す
る
大
学
卒
業

予
定
者
の
推
薦
は
、
十
月
一
日
以
降
実
施
を
目
途
と
す
る
と
あ
る
の
は
、
国
立
大
学

に
お
い
て
は
従
来
通
り
十
月
一
日
以
降
実
施
を
厳
守
す
る
こ
と
と
解
釈
す
る
こ
と
に

意
見
の
一
致
を
み
た
次
第
で
あ
り
ま
す
の
で
こ
こ
に
以
上
の
経
過
を
ご
報
告
す
る

と
と
も
に
、
右
の
趣
旨
を
ご
諒
承
の
上
、
こ
れ
に
協
力
せ
ら
れ
る
よ
う
要
望
い
た
し

ま
す
。 （
茅
会
長
よ
り
各
国
立
大
学
長
宛
通
知
、
昭
和
三
十
八
年
五
月
六
日
、

期
に
つ
い
て

昭
和
三
十
七
年
九
月
十
五
日

国
大
協
庶
第
一
九
七
号
）

大
学
卒
業
予
定
者
の
た
め
の
推
薦
選
考
開
始
時

鰯

国
立
大
学
協
会
会
長
茅

誠
司

餌
ト
ー
印
蝿
・
ず
（
〈
‐
』
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